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建
築
基
準
法
施
行
条
例
改
正
経
緯

  

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 
 

① 

昭
和
三
十
九
年
八
月
一
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

 

② 

昭
和
四
十
二
年
八
月
一
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

 

③ 

昭
和
四
十
四
年
七
月
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

 

④ 

昭
和
四
十
六
年
三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

 

⑤ 

昭
和
四
十
六
年
七
月
二
十
一
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
五
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑥ 

昭
和
四
十
七
年
十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
三
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑦ 

昭
和
五
十
二
年
十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑧ 

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
五
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑨ 

平
成
三
年
三
月
七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑩ 

平
成
五
年
七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑪ 

平
成
七
年
三
月
十
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑫ 

平
成
十
二
年
三
月
二
十
四
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号
□
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
□

に
よ
る
改
正 

⑬ 

平
成
十
二
年
七
月
十
四
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑭ 

平
成
十
二
年
十
二
月
八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑮ 

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑯ 

平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
九
十
七
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑰ 

平
成
十
九
年
三
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号
□
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑱ 

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑲ 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
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部
を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

⑳ 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号
□
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

㉑ 
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
七
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

㉒ 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
千
葉
県
条
例
第
五
号
□
千
葉
県
立
都
市
公
園
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

㉓ 

平
成
三
十
年
十
月
十
九
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
三
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

㉔ 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

㉕ 

令
和
二
年
十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
二
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

㉖ 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
二
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

㉗ 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

㉘ 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
六
号
□
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
□
に
よ
る
改
正 

           

<

凡
例>

 

 

・
□ 

 
 

 
 

 

□
は
□
改
正
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
部
分
を
示
す
□ 

 

・
□ 

 
 

 
 

 

□
は
□
改
正
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
部
分
を
示
す
□ 

 

・
改
正
が
な
い
条
項
に
つ
い
て
は
□
□↓

②
□
の
よ
う
に
表
示
し
□
そ
れ
ぞ
れ
の
番
号
が

示
す
改
正
以
来
□
改
正
が
な
い
こ
と
を
示
す
□ 
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目

次

  

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

第
一
章 

総
則
□
第
一
条―

第
三
条
□ 

第
二
章 

建
築
物
の
敷
地
及
び
構
造
□
第
四
条
・
第
五
条
□ 

第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備 

第
一
節 

通
則
□
第
六
条―

第
十
一
条
□ 

第
二
節 

学
校
□
第
十
二
条
・
第
十
三
条
□ 

第
三
節 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
第
十
四
条―

第
二

十
二
条
□ 

第
四
節 

百
貨
店
及
び
マ
□
ケ
ツ
ト
□
第
二
十
三
条―

第
二
十
九
条
□ 

第
五
節 

公
衆
浴
場
□
第
三
十
条―

第
三
十
三
条
□ 

第
六
節 

旅
館
□
ホ
テ
ル
及
び
下
宿
□
第
三
十
四
条―

第
三
十
七
条
□ 

第
七
節 

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
□
第
三
十
八
条―

第
四
十
一
条
□ 

第
八
節 

長
屋
□
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三
条
□ 

第
九
節 

自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
第
四
十
四
条―

第
四
十
六
条
□ 

現

行
 

第
一
章 
総
則
□
第
一
条―

第
三
条
□ 

 

第
二
章 
が
け
付
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
及
び
大
規
模
な
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係

□
第
三
条
の
二―

第
五
条
□ 

 

第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備 

 
 

第
一
節 

通
則
□
第
六
条―

第
十
一
条
□ 

 
 

第
二
節 

学
校
□
第
十
二
条
・
第
十
三
条
□ 

 
 

第
三
節 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
第
十
三
条
の
二

―

第
二
十
二
条
の
三
□ 

 
 

第
四
節 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
□
百
貨
店
及
び
マ
□
ケ
□
ト
□
第
二
十
三
条―

第
二

十
九
条
□ 

 
 

第
五
節 

公
衆
浴
場
□
第
三
十
条―

第
三
十
三
条
□ 

 
 

第
六
節 

旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
及
び
診
療
所
□
第
三
十
四
条―

第
三
十
七
条
□ 

 
 

第
七
節 

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
□
第
三
十
八
条―

第
四
十
条
□ 

 
 

第
七
節
の
二 

児
童
福
祉
施
設
等
□
第
四
十
条
の
二
・
第
四
十
一
条
□ 

 
 

第
八
節 

長
屋
□
第
四
十
二
条―

第
四
十
三
条
の
二
□ 

 
 

第
九
節 

倉
庫
□
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
第
四
十
四
条―

第
四
十
六
条
□

 

第
三
章
の
二 

日
影
の
制
限
に
係
る
区
域
等
の
指
定
□
第
四
十
六
条
の
二
□ 

 

第
四
章 

建
築
設
備
□
第
四
十
七
条―

第
五
十
条
□ 

 

第
四
章
の
二 

特
定
区
域
の
特
例
□
第
五
十
条
の
二―

第
五
十
条
の
四
□ 

 

第
五
章 

雑
則
□
第
五
十
一
条―

第
五
十
二
条
の
五
□ 

 

第
六
章 

罰
則
□
第
五
十
三
条
・
第
五
十
四
条
□ 

 

附
則 
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第
四
章 

雑
則
□
第
四
十
七
条
・
第
四
十
八
条
□ 

第
五
章 

罰
則
□
第
四
十
九
条
・
第
五
十
条
□ 

 
附
則 

   

② 

改
正 
昭
和
四
十
二
年 

八
月 

一
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

施
行 
同
日 

  

第
一
章 

総
則
□
第
一
条―

第
三
条
の
二
□ 

第
二
章 

建
築
物
の
敷
地
及
び
構
造
□
第
四
条
・
第
五
条
□ 

第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備 

第
一
節 

通
則
□
第
六
条―
第
十
一
条
□ 

第
二
節 

学
校
□
第
十
二
条
・
第
十
三
条
□ 

第
三
節 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
第
十
四
条―

第
二

十
二
条
□ 

第
四
節 

百
貨
店
及
び
マ
□
ケ
ツ
ト
□
第
二
十
三
条―

第
二
十
九
条
□ 

第
五
節 

公
衆
浴
場
□
第
三
十
条―

第
三
十
三
条
□ 

第
六
節 

旅
館
□
ホ
テ
ル
及
び
下
宿
□
第
三
十
四
条―

第
三
十
七
条
□ 

第
七
節 

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
□
第
三
十
八
条―
第
四
十
一
条
□ 

第
八
節 

長
屋
□
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三
条
□ 

第
九
節 

自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
第
四
十
四
条―

第
四
十
六
条
□ 

第
四
章 

雑
則
□
第
四
十
七
条
・
第
四
十
八
条
□ 

第
五
章 

罰
則
□
第
四
十
九
条
・
第
五
十
条
□ 

 

附
則 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

第
一
章 

総
則
□
第
一
条―

第
三
条
の
二
□ 

第
二
章 

削
除
□
第
四
条
・
第
五
条
□ 

第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備 

第
一
節 

通
則
□
第
六
条―

第
十
一
条
□ 

第
二
節 

学
校
□
第
十
二
条
・
第
十
三
条
□ 

第
三
節 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
第
十
四
条―

第
二

十
二
条
□ 

第
四
節 

百
貨
店
及
び
マ
□
ケ
ツ
ト
□
第
二
十
三
条―

第
二
十
九
条
□ 

第
五
節 

公
衆
浴
場
□
第
三
十
条―

第
三
十
三
条
□ 

第
六
節 

旅
館
□
ホ
テ
ル
及
び
下
宿
□
第
三
十
四
条―

第
三
十
七
条
□ 

第
七
節 

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
□
第
三
十
八
条―

第
四
十
一
条
□ 

第
八
節 

長
屋
□
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三
条
□ 

第
九
節 

自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
第
四
十
四
条―

第
四
十
六
条
□ 

第
四
章 

建
築
設
備
□
第
四
十
七
条―

第
五
十
条
□ 

第
五
章 

雑
則
□
第
五
十
一
条
・
第
五
十
二
条
□ 

第
六
章 

罰
則
□
第
五
十
三
条
・
第
五
十
四
条
□ 
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附
則 

   

⑥ 
改
正 

昭
和
四
十
七
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
三
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

第
一
章 

総
則
□
第
一
条―

第
三
条
の
二
□ 

第
二
章 

が
け
附
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
□
第
四
条
・
第
五
条
□ 

第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備 

第
一
節 

通
則
□
第
六
条―

第
十
一
条
□ 

第
二
節 

学
校
□
第
十
二
条
・
第
十
三
条
□ 

第
三
節 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
第
十
四
条―

第
二

十
二
条
□ 

第
四
節 

百
貨
店
及
び
マ
□
ケ
ツ
ト
□
第
二
十
三
条―

第
二
十
九
条
□ 

第
五
節 

公
衆
浴
場
□
第
三
十
条―

第
三
十
三
条
□ 

第
六
節 

旅
館
□
ホ
テ
ル
及
び
下
宿
□
第
三
十
四
条―

第
三
十
七
条
□ 

第
七
節 

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
□
第
三
十
八
条―

第
四
十
一
条
□ 

第
八
節 

長
屋
□
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三
条
□ 

第
九
節 

自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
第
四
十
四
条―

第
四
十
六
条
□ 

第
四
章 

建
築
設
備
□
第
四
十
七
条―

第
五
十
条
□ 

第
五
章 

雑
則
□
第
五
十
一
条
・
第
五
十
二
条
□ 

第
六
章 

罰
則
□
第
五
十
三
条
・
第
五
十
四
条
□ 

 

附
則 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

第
一
章 

総
則
□
第
一
条―

第
三
条
□ 

第
二
章 

が
け
付
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
及
び
大
規
模
な
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係

□
第
三
条
の
二―

第
五
条
□ 

第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備 

第
一
節 

通
則
□
第
六
条―

第
十
一
条
□ 

第
二
節 

学
校
□
第
十
二
条
・
第
十
三
条
□ 

第
三
節 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
第
十
四
条―

第
二

十
二
条
□ 

第
四
節 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
□
百
貨
店
及
び
マ
□
ケ
ツ
ト
□
第
二
十
三
条―

第
二
十

九
条
□ 

第
五
節 

公
衆
浴
場
□
第
三
十
条―

第
三
十
三
条
□ 

第
六
節 

旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
及
び
診
療
所
□
第
三
十
四
条―

第
三
十
七
条
□ 

第
七
節 

共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
及
び
児
童
福
祉
施
設
等
□
第
三
十
八
条―

第
四
十
一
条
□ 

第
八
節 

長
屋
□
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三
条
□ 

第
九
節 

倉
庫
□
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
第
四
十
四
条―

第
四
十
六
条
□ 

第
三
章
の
二 

日
影
の
制
限
に
係
る
区
域
等
の
指
定
□
第
四
十
六
条
の
二
□ 

第
四
章 

建
築
設
備
□
第
四
十
七
条―

第
五
十
条
□ 
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第
五
章 

雑
則
□
第
五
十
一
条
・
第
五
十
二
条
□ 

第
六
章 

罰
則
□
第
五
十
三
条
・
第
五
十
四
条
□ 

 
附
則 

   

⑨ 

改
正 
平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 
平
成 

三
年 

七
月 

一
日
□
□―

第
四
十
三
条
の
二
□
に
改
め
る
改
正
規
定 

は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
□ 

  

第
一
章 

総
則
□
第
一
条―

第
三
条
□ 

第
二
章 

が
け
付
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
及
び
大
規
模
な
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係

□
第
三
条
の
二―

第
五
条
□ 

第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備 

第
一
節 

通
則
□
第
六
条―

第
十
一
条
□ 

第
二
節 

学
校
□
第
十
二
条
・
第
十
三
条
□ 

第
三
節 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
第
十
四
条―

第
二

十
二
条
□ 

第
四
節 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
□
百
貨
店
及
び
マ
□
ケ
ツ
ト
□
第
二
十
三
条―

第
二
十

九
条
□ 

第
五
節 

公
衆
浴
場
□
第
三
十
条―

第
三
十
三
条
□ 

第
六
節 

旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
及
び
診
療
所
□
第
三
十
四
条―

第
三
十
七
条
□ 

第
七
節 

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
□
第
三
十
八
条―

第
四
十
条
□ 

第
七
節
の
二 

児
童
福
祉
施
設
等
□
第
四
十
条
の
二
・
第
四
十
一
条
□ 

第
八
節 

長
屋
□
第
四
十
二
条―

第
四
十
三
条
の
二
□ 

第
九
節 

倉
庫
□
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
第
四
十
四
条―
第
四
十
六
条
□ 

第
三
章
の
二 

日
影
の
制
限
に
係
る
区
域
等
の
指
定
□
第
四
十
六
条
の
二
□ 

第
四
章 

建
築
設
備
□
第
四
十
七
条―

第
五
十
条
□ 

第
四
章
の
二 

特
定
区
域
の
特
例
□
第
五
十
条
の
二―

第
五
十
条
の
四
□ 

第
五
章 

雑
則
□
第
五
十
一
条
・
第
五
十
二
条
□ 

第
六
章 

罰
則
□
第
五
十
三
条
・
第
五
十
四
条
□ 

 

附
則 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日
□
□
マ
□
ケ
□
ト
□
に
改
め
る
改
正
規
定
は
□ 

公
布
の
日
か
ら
施
行
□ 

  

第
一
章 

総
則
□
第
一
条―

第
三
条
□ 

第
二
章 

が
け
付
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
及
び
大
規
模
な
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係

□
第
三
条
の
二―

第
五
条
□ 

第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備 

第
一
節 

通
則
□
第
六
条―

第
十
一
条
□ 

第
二
節 

学
校
□
第
十
二
条
・
第
十
三
条
□ 

第
三
節 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
第
十
三
条
の
二―

第
二
十
二
条
の
三
□ 



7 

第
四
節 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
□
百
貨
店
及
び
マ
□
ケ
□
ト
□
第
二
十
三
条―

第
二
十

九
条
□ 

第
五
節 

公
衆
浴
場
□
第
三
十
条―

第
三
十
三
条
□ 

第
六
節 

旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
及
び
診
療
所
□
第
三
十
四
条―

第
三
十
七
条
□ 

第
七
節 

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
□
第
三
十
八
条―

第
四
十
条
□ 

第
七
節
の
二 

児
童
福
祉
施
設
等
□
第
四
十
条
の
二
・
第
四
十
一
条
□ 

第
八
節 
長
屋
□
第
四
十
二
条―

第
四
十
三
条
の
二
□ 

第
九
節 

倉
庫
□
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
第
四
十
四
条―

第
四
十
六
条
□ 

第
三
章
の
二 

日
影
の
制
限
に
係
る
区
域
等
の
指
定
□
第
四
十
六
条
の
二
□ 

第
四
章 

建
築
設
備
□
第
四
十
七
条―

第
五
十
条
□ 

第
四
章
の
二 

特
定
区
域
の
特
例
□
第
五
十
条
の
二―

第
五
十
条
の
四
□ 

第
五
章 

雑
則
□
第
五
十
一
条
・
第
五
十
二
条
□ 

第
六
章 

罰
則
□
第
五
十
三
条
・
第
五
十
四
条
□ 

 

附
則 

   

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

第
一
章 

総
則
□
第
一
条―

第
三
条
□ 

第
二
章 

が
け
付
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
及
び
大
規
模
な
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係

□
第
三
条
の
二―

第
五
条
□ 

第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備 

第
一
節 

通
則
□
第
六
条―

第
十
一
条
□ 

第
二
節 

学
校
□
第
十
二
条
・
第
十
三
条
□ 

第
三
節 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
第
十
三
条
の
二―

第
二
十
二
条
の
三
□ 

第
四
節 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
□
百
貨
店
及
び
マ
□
ケ
□
ト
□
第
二
十
三
条―
第
二
十

九
条
□ 

第
五
節 

公
衆
浴
場
□
第
三
十
条―

第
三
十
三
条
□ 

第
六
節 

旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
及
び
診
療
所
□
第
三
十
四
条―

第
三
十
七
条
□ 

第
七
節 

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
□
第
三
十
八
条―

第
四
十
条
□ 

第
七
節
の
二 

児
童
福
祉
施
設
等
□
第
四
十
条
の
二
・
第
四
十
一
条
□ 

第
八
節 

長
屋
□
第
四
十
二
条―

第
四
十
三
条
の
二
□ 

第
九
節 

倉
庫
□
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
第
四
十
四
条―

第
四
十
六
条
□ 

第
三
章
の
二 

日
影
の
制
限
に
係
る
区
域
等
の
指
定
□
第
四
十
六
条
の
二
□ 

第
四
章 

建
築
設
備
□
第
四
十
七
条―

第
五
十
条
□ 

第
四
章
の
二 

特
定
区
域
の
特
例
□
第
五
十
条
の
二―

第
五
十
条
の
四
□ 

第
五
章 

雑
則
□
第
五
十
一
条―

第
五
十
二
条
の
五
□ 

第
六
章 

罰
則
□
第
五
十
三
条
・
第
五
十
四
条
□ 

 

附
則 
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第
一
章

総
則

   

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
□
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
以
下
□
法
□
と
い

う
□
□
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
の
附
加

及
び
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
制
限
の
附
加
並
び
に
建
築
基
準
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
□
以
下

□
令
□
と
い
う
□
□
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
指
定
及
び
便
槽
の
規
制
に
つ
い
て
定
め

る
も
の
と
す
る
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
□
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
以
下
□
法
□
と
い

う
□
□
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
の
附
加

及
び
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
制
限
の
附
加
並
び
に
建
築
基
準
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
□
以
下

□
政
令
□
と
い
う
□
□
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
指
定
及
び
便
槽
の
規
制
に
つ

い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
趣
旨
□ 

現

行

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
□
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
以
下
□
法
□
と
い

う
□
□
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
危
険
区
域
の
指
定
□
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
建
築
の
禁
止
そ
の
他
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
□
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る

建
築
物
の
敷
地
□
構
造
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
の
付
加
□
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
制
限
の
付
加
□
法
第
五
十
六
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
係
る
対
象
区
域
□
平

均
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
及
び
号
の
指
定
並
び
に
法
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
及
び
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
並
び
に

建
築
基
準
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
第

三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
指
定
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 
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第
一
条 

こ
の
条
例
は
□
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
以
下
□
法
□
と
い

う
□
□
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
危
険
区
域
の
指
定
□
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
建
築
の
禁
止
そ
の
他
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
□
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
敷
地
□
構
造
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
の
付
加
□
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
制
限
の
付
加
及
び
法
第
五
十
六
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
係
る
対
象
区
域
及
び

号
の
指
定
並
び
に
建
築
基
準
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
□
以
下
□
政

令
□
と
い
う
□
□
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
指
定
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
□ 

   

⑪ 

改
正 

平
成 

七
年 

三
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

七
年 

七
月 
一
日 

  

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
□
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
以
下
□
法
□
と
い

う
□
□
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
危
険
区
域
の
指
定
□
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
建
築
の
禁
止
そ
の
他
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
□
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る

建
築
物
の
敷
地
□
構
造
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
の
付
加
□
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
制
限
の
付
加
□
法
第
五
十
六
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
係
る
対
象
区
域
及
び

号
の
指
定
並
び
に
法
第
六
十
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係

及
び
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
並
び
に
建
築
基
準
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
の
指
定
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

   

⑮ 

改
正 

平
成
十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
□
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
以
下
□
法
□
と
い

う
□
□
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
危
険
区
域
の
指
定
□
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
建
築
の
禁
止
そ
の
他
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
□
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る

建
築
物
の
敷
地
□
構
造
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
の
付
加
□
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
制
限
の
付
加
□
法
第
五
十
六
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
係
る
対
象
区
域
□
平

均
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
及
び
号
の
指
定
並
び
に
法
第
六
十
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
又
は

そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
及
び
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
並
び
に
建
築
基

準
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
第
三
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
指
定
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

   

⑯ 

改
正 

平
成
十
七
年 

十
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
九
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 
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□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
□
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
以
下
□
法
□
と
い

う
□
□
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
危
険
区
域
の
指
定
□
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
建
築
の
禁
止
そ
の
他
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
□
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る

建
築
物
の
敷
地
□
構
造
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
の
付
加
□
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
制
限
の
付
加
□
法
第
五
十
六
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
係
る
対
象
区
域
□
平

均
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
及
び
号
の
指
定
並
び
に
法
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
及
び
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
並
び
に

建
築
基
準
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
第

三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
指
定
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

   

㉓ 

改
正 

平
成
三
十
年 

十
月
十
九
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
三
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
□
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
以
下
□
法
□
と
い

う
□
□
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
危
険
区
域
の
指
定
□
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
建
築
の
禁
止
そ
の
他
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
□
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る

建
築
物
の
敷
地
□
構
造
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
の
付
加
□
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
制
限
の
付
加
□
法
第
五
十
六
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
係
る
対
象
区
域
□
平

均
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
及
び
号
の
指
定
並
び
に
法
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
及
び
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
並
び
に

建
築
基
準
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
第

三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
指
定
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 
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★ 

制
定 
昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
用
語
の
定
義
□ 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
□
法
及
び
令
の
例
に
よ
る
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 
一
日 

 

□
用
語
の
定
義
□ 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
□
法
及
び
政
令
の
例
に
よ
る
□ 

  
 

 

現 

行 

□
用
語
の
定
義
□ 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
□
法
及
び
政
令
の
例
に
よ
る
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
適
用
区
域
□ 

第
三
条 

第
四
条
□
第
六
条
□
第
十
一
条
□
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
□
第
二
十
三
条
か
ら
第

二
十
五
条
ま
で
□
第
二
十
七
条
□
第
三
十
九
条
□
第
四
十
条
□
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の

規
定
は
□
都
市
計
画
区
域
内
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
適
用
区
域
□ 

第
三
条 

第
四
条
□
第
六
条
□
第
十
一
条
□
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
□
第
二
十
三
条
か
ら
第

二
十
五
条
ま
で
□
第
二
十
七
条
□
第
三
十
九
条
□
第
四
十
条
□
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の

規
定
は
□
都
市
計
画
区
域
内
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

 

□
適
用
区
域
□ 

第
三
条 

第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
一
条
□
第
十
四
条
□
第
二
十
三
条
□
第
四
十
四
条
及

び
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
は
□
都
市
計
画
区
域
内
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

  
 

 

現 

行 

□
適
用
区
域
□ 

第
三
条 

第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
一
条
□
第
十
四
条
□
第
二
十
三
条
□
第
四
十
四
条
及

び
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
は
□
都
市
計
画
区
域
内
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 
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第
二
章 

が
け
付
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
及
び
大
規
模
な
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関 

 

制
定 

 

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 
十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

 

□
災
害
危
険
区
域
の
指
定
□ 

第
三
条
の
二 

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
危
険
区
域
と
し
て
□
急
傾
斜
地
の
崩
壊

に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
知
事
が
指
定
し
た
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
□ 

   

参 

考 

 

旧
第
三
条
の
二 

□
昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号
に
よ
り
削
除
□ 

 

制
定 ② 

改
正 

昭
和
四
十
二
年 

八
月 

一
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
適
用
の
除
外
□ 

第
三
条
の
二 

こ
の
条
例
は
□
千
葉
市
の
区
域
に
は
適
用
し
な
い
□ 

  

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

全
面
改
正 

 

□
適
用
の
範
囲
□ 

第
三
条
の
二 

こ
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
建
築
物
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
□ 

一 

学
校
□
幼
稚
園
□
保
育
所
□
体
育
館
□
ボ
□
リ
ン
グ
場
□
病
院
□
診
療
所
□
劇
場
□
映
画

館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
□
集
会
場
□
展
示
場
□
百
貨
店
□
マ
□
ケ
ツ
ト
□
舞
踏

場
□
遊
技
場
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
公
衆
浴
場
□
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
共
同
住

宅
□
寄
宿
舎
□
下
宿
□
長
屋
又
は
養
老
院
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
延
べ
面
積
□
同

一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
が
百
平
方
メ
□

ト
ル
を
こ
え
る
も
の 

二 

自
動
車
車
庫
又
は
自
動
車
修
理
工
場
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
延
べ
面
積
が
三
十

平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
も
の 

 
現 

行 

□
災
害
危
険
区
域
の
指
定
□ 

第
三
条
の
二 

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
危
険
区
域
と
し
て
□
急
傾
斜
地
の
崩
壊

に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
知
事
が
指
定
し
た
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
□ 
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⑥ 

改
正 

昭
和
四
十
七
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
三
号 

 
 

 
施
行 

同
日 

  

□
適
用
規
模
□ 

第
三
条
の
二 

こ
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
建
築
物
の
規
模
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に

つ
い
て
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
が
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
を
こ

え
る
も
の
と
す
る
□ 

一 

学
校
□
保
育
所
□
体
育
館
□
ボ
□
リ
ン
グ
場
□
病
院
□
診
療
所
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸

場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
□
集
会
場
□
展
示
場
□
百
貨
店
□
マ
□
ケ
ツ
ト
□
舞
踏
場
□
遊
技

場
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
公
衆
浴
場
□
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
共
同
住
宅
□
寄
宿

舎
□
下
宿
□
長
屋
又
は
養
老
院 

百
平
方
メ
□
ト
ル 

二 

自
動
車
車
庫
又
は
自
動
車
修
理
工
場 
三
十
平
方
メ
□
ト
ル 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

第
三
条
の
二 

削
除 

  

※

本
改
正
に
よ
り
□
□
第
三
章

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備
□
の
□
適
用
の

範
囲
□
と
し
て
第
六
条
に
移
る
□
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制
定 

 

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 
四
月 

一
日 

 

□
災
害
危
険
区
域
内
の
建
築
物
□ 

第
三
条
の
三 

災
害
危
険
区
域
内
に
住
居
の
用
に
供
す
る
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
は
□

当
該
建
築
物
の
居
室
の
窓
そ
の
他
の
開
口
部
は
□
直
接
が
け
に
面
し
て
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た

だ
し
□
当
該
建
築
物
の
構
造
若
し
く
は
位
置
又
は
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
防
止
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
そ
の
他
の
工
事
の
施
行
状
況
に
よ
り

が
け
の
崩
壊
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
災
害
危
険
区
域
内
の
建
築
物
□ 

第
三
条
の
三 

災
害
危
険
区
域
内
に
住
居
の
用
に
供
す
る
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
は
□

当
該
建
築
物
の
居
室
の
窓
そ
の
他
の
開
口
部
は
□
直
接
が
け
に
面
し
て
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た

だ
し
□
当
該
建
築
物
の
構
造
若
し
く
は
位
置
又
は
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
そ
の
他
の
工
事
の
施
行
状
況
に
よ

り
が
け
の
崩
壊
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 

  

現

行

□
災
害
危
険
区
域
内
の
建
築
物
□ 

第
三
条
の
三 

災
害
危
険
区
域
内
に
住
居
の
用
に
供
す
る
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
は
□

当
該
建
築
物
の
居
室
の
窓
そ
の
他
の
開
口
部
は
□
直
接
が
け
に
面
し
て
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た

だ
し
□
当
該
建
築
物
の
構
造
若
し
く
は
位
置
又
は
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
そ
の
他
の
工
事
の
施
行
状
況
に
よ

り
が
け
の
崩
壊
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
擁
壁
の
設
置
□ 

第
五
条 

高
さ
が
二
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
が
け
の
上
又
は
下
に
建
築
物
□
第
六
条
に
規
定
す
る
特
殊

建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
あ
つ
て
は
□
知
事
が
土
質
上
危
険
な
区
域
と
し
て
指
定
し
た
区
域
内
に

建
築
す
る
も
の
に
限
る
□
□
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き

は
□
安
全
な
擁
壁
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
規
模
若
し
く
は
構
造
又
は

が
け
の
土
質
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

 

一 

が
け
の
上
に
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
が
け
の
下
端
か
ら
そ
の
建
築
物
の
外
壁

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
ま
で
の
水
平
距
離
が
が
け
の
高
さ
の
一
・
五
倍
以
内
の
と
き
□ 

 

二 

が
け
の
下
に
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
が
け
の
上
端
か
ら
そ
の
外
壁
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
柱
の
面
ま
で
の
水
平
距
離
が
が
け
の
高
さ
の
一
・
五
倍
以
内
の
と
き
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
し
た
区
域
内
に
あ
る
高
さ
四
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
擁
壁
は
□

石
積
と
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

 

現 

行 

□
が
け
付
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
□ 

第
四
条 

が
け
□
地
表
面
が
水
平
面
に
対
し
三
十
度
を
超
え
る
角
度
を
な
す
硬
岩
盤
□
風
化
の
著
し

い
も
の
を
除
く
□
□
以
外
の
土
地
で
高
さ
二
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□

の
上
に
あ
つ
て
は
が
け
の
下
端
か
ら
当
該
が
け
の
高
さ
の
一
・
五
倍
□
が
け
の
下
に
あ
つ
て
は
が

け
の
上
端
か
ら
当
該
が
け
の
高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
以
内
の
場
所
に
居
室
を
有
す
る
建
築

物
を
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
□
こ
の
限

り
で
な
い
□ 

 

一 

が
け
の
下
に
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
□ 

 
 

イ 

建
築
物
の
外
壁
及
び
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
□
が
け
の
崩
壊
に
よ
る
衝
撃
を
受
け
る
お

そ
れ
の
な
い
部
分
を
除
く
□
□
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
□
ト
造
□
が
け
の
崩
壊
に
よ
る
衝
撃
に
対

し
破
壊
を
生
じ
な
い
も
の
に
限
る
□
□
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
構
造
と

し
□
か
つ
□
必
要
に
応
じ
当
該
外
壁
の
開
口
部
か
ら
の
土
砂
の
流
入
を
防
止
す
る
た
め
の
有

効
な
壁
等
を
設
置
す
る
と
き
□ 

 
 

ロ 

が
け
と
建
築
物
と
の
間
に
□
が
け
の
崩
壊
に
対
し
て
建
築
物
の
安
全
上
支
障
の
な
い
塀
等

が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
□ 

 

二 

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
建
築
物
の
位
置
が
が
け
か
ら
相
当
の
距
離
に
あ
り
□

が
け
の
崩
壊
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
と
き
□ 

 

三 

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
構
造
耐
力
上
安
全
な
擁
壁
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と

き
□ 

 

四 

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
が
け
の
形
状
及
び
土
質
に
よ
り
□
が
け
の
崩
壊
の
お

そ
れ
が
な
い
と
き
□ 

２ 

前
項
第
三
号
の
擁
壁
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

一 

高
さ
五
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
擁
壁
は
□
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
□
ト
造
で
あ
る
こ
と
□ 

 

二 

擁
壁
の
上
部
の
地
表
面
に
雨
水
そ
の
他
の
地
表
水
を
排
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
排
水

施
設
を
設
け
て
い
る
こ
と
□ 
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④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
五
条 
削
除 

 

制
定 

 

⑥ 

改
正 

昭
和
四
十
七
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
三
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
が
け
附
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
□ 

第
四
条 

が
け
□
地
表
面
が
水
平
面
に
対
し
三
十
度
を
こ
え
る
角
度
を
な
す
硬
岩
盤
□
風
化
の
著
し

い
も
の
を
除
く
□
□
以
外
の
土
地
で
高
さ
二
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
も
の
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□

の
上
に
あ
つ
て
は
が
け
の
下
端
か
ら
当
該
が
け
の
高
さ
の
一
・
五
倍
□
が
け
の
下
に
あ
つ
て
は
が

け
の
上
端
か
ら
当
該
が
け
の
高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
以
内
の
場
所
に
前
条
第
一
号
に
掲
げ

る
建
築
物
又
は
住
宅
を
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
□

こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

が
け
の
下
に
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
そ
の
主
要
構
造
部
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
□

ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
□
ト
造
で
あ
り
□
が
け
の
崩
壊
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
□
又
は
構
造
耐
力
上
安
全
な
擁
壁
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
□ 

二 

が
け
の
上
又
は
下
に
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
建
築
物
の
位
置
が
が
け
か
ら
相

当
の
距
離
に
あ
り
□
が
け
の
崩
壊
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

三 

が
け
の
上
に
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
が
け
又
は
既
設
の
擁
壁
に
構
造
耐
力
上

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

２ 

前
項
の
擁
壁
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

高
さ
五
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
擁
壁
は
□
間
知
石
練
積
み
造
そ
の
他
の
練
積
み
造
以
外
の
構
造

で
あ
る
こ
と
□ 

二 

擁
壁
の
上
部
の
地
表
面
に
雨
水
そ
の
他
の
地
表
水
を
排
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
排
水

施
設
を
設
け
て
い
る
こ
と
□ 

  

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

 

□
が
け
付
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
□ 

第
四
条 

が
け
□
地
表
面
が
水
平
面
に
対
し
三
十
度
を
超
え
る
角
度
を
な
す
硬
岩
盤
□
風
化
の
著
し

い
も
の
を
除
く
□
□
以
外
の
土
地
で
高
さ
二
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□

の
上
に
あ
つ
て
は
が
け
の
下
端
か
ら
当
該
が
け
の
高
さ
の
一
・
五
倍
□
が
け
の
下
に
あ
つ
て
は
が

け
の
上
端
か
ら
当
該
が
け
の
高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
以
内
の
場
所
に
居
室
を
有
す
る
建
築

物
を
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 

一 

が
け
の
下
に
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
そ
の
主
要
構
造
部
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
□

ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
□
ト
造
で
あ
り
□
が
け
の
崩
壊
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
□
又
は
構
造
耐
力
上
安
全
な
擁
壁
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
□ 

二 

が
け
の
上
又
は
下
に
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
建
築
物
の
位
置
が
が
け
か
ら
相
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当
の
距
離
に
あ
り
□
が
け
の
崩
壊
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

三 

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
構
造
耐
力
上
安
全
な
擁
壁
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
□ 

四 

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
が
け
の
形
状
及
び
土
質
に
よ
り
□
が
け
の
崩
壊
の
お

そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

２ 

前
項
第
三
号
の
擁
壁
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

高
さ
五
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
擁
壁
は
□
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
□
ト
造
で
あ
る
こ
と
□ 

二 

擁
壁
の
上
部
の
地
表
面
に
雨
水
そ
の
他
の
地
表
水
を
排
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
排
水

施
設
を
設
け
て
い
る
こ
と
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 
十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 
四
月 

一
日 

 

□
が
け
付
近
の
建
築
物
の
敷
地
等
□ 

第
四
条 

が
け
□
地
表
面
が
水
平
面
に
対
し
三
十
度
を
超
え
る
角
度
を
な
す
硬
岩
盤
□
風
化
の
著
し

い
も
の
を
除
く
□
□
以
外
の
土
地
で
高
さ
二
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□

の
上
に
あ
つ
て
は
が
け
の
下
端
か
ら
当
該
が
け
の
高
さ
の
一
・
五
倍
□
が
け
の
下
に
あ
つ
て
は
が

け
の
上
端
か
ら
当
該
が
け
の
高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
以
内
の
場
所
に
居
室
を
有
す
る
建
築

物
を
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
□
こ
の
限

り
で
な
い
□ 

一 

が
け
の
下
に
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
□ 

 
 

イ 

建
築
物
の
外
壁
及
び
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
□
が
け
の
崩
壊
に
よ
る
衝
撃
を
受
け
る
お

そ
れ
の
な
い
部
分
を
除
く
□
□
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
□
ト
造
□
が
け
の
崩
壊
に
よ
る
衝
撃
に
対

し
破
壊
を
生
じ
な
い
も
の
に
限
る
□
□
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
構
造
と

し
□
か
つ
□
必
要
に
応
じ
当
該
外
壁
の
開
口
部
か
ら
の
土
砂
の
流
入
を
防
止
す
る
た
め
の
有

効
な
壁
等
を
設
置
す
る
と
き
□ 

 
 

ロ 

が
け
と
建
築
物
と
の
間
に
□
が
け
の
崩
壊
に
対
し
て
建
築
物
の
安
全
上
支
障
の
な
い
塀
等

が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
□ 

二 

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
建
築
物
の
位
置
が
が
け
か
ら
相
当
の
距
離
に
あ
り
□

が
け
の
崩
壊
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

三 

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
構
造
耐
力
上
安
全
な
擁
壁
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
□ 

四 

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
□
が
け
の
形
状
及
び
土
質
に
よ
り
□
が
け
の
崩
壊
の
お

そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

２ 

前
項
第
三
号
の
擁
壁
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

高
さ
五
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
擁
壁
は
□
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
□
ト
造
で
あ
る
こ
と
□ 

二 

擁
壁
の
上
部
の
地
表
面
に
雨
水
そ
の
他
の
地
表
水
を
排
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
排
水

施
設
を
設
け
て
い
る
こ
と
□ 
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参 

考 

 
旧
第
四
条 

□
昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号
に
よ
り
削
除
□ 

  

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
敷
地
の
路
地
状
の
部
分
□ 

第
四
条 

法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
建
築
物
又
は
自
動
車
車
庫
若
し
く
は
自
動
車
修
理
工
場
の
敷

地
が
路
地
状
の
部
分
だ
け
で
道
路
□
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
□
以
下
同

じ
□
□
に
接
す
る
場
合
に
は
□
そ
の
路
地
状
の
部
分
の
幅
員
は
□
そ
の
長
さ
に
応
じ
て
□
次
の
表

に
定
め
る
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
そ
の
敷
地
の
周
囲
に
公
園
□
広
場
等

の
空
地
が
あ
る
場
合
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
場
合
に

お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

         

２ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
前
項
の
表
の
下
欄
中

□
二
□
と
あ
る
の
は
□
三
□
と
□
□
三
□
と
あ
る
の
は
□
四
□
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
四
条 

削
除 

  

※ 

第
六
条
第
三
号
へ
□
編
入
さ
れ
る
□ 

 

さ
ら
に
□
昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号
の
改
正
に
よ
り
□
現
行
の

第
七
条
に
移
る
□ 

   
 

二
十
以
上 

十
以
上
二
十
未
満 

十
未
満 

路
地
状
の
部
分
の
長
さ 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

四 三 二 

路
地
状
の
部
分
の
幅
員 

 
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 
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制
定 

 

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 
四
月 

一
日 

 

□
大
規
模
な
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
五
条 

延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合

計
□
が
千
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
道
路
に
六
メ
□
ト
ル
以
上
接
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
に
公
園
□
広
場
等
の
空
地
が
あ
る
場

合
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
大
規
模
な
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
五
条 

延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合

計
□
第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
が
千
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
建
築

物
の
敷
地
は
□
道
路
に
六
メ
□
ト
ル
以
上
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
知
事
が
当
該

建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及

び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

※ 

昭
和
三
十
六
年
制
定
当
初
の
第
五
条
は
□
擁
壁
の
設
置
□
に
つ
い
て
の
条
文
で
あ
り
□
昭
和

四
十
六
年
三
月
十
五
日
の
改
正
に
よ
り
第
五
条
は
削
除
と
な
□
た
□
そ
の
後
□
昭
和
五
十
二
年

十
月
の
改
正
に
よ
り
□
第
五
条
は
□
大
規
模
な
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□
と
し
て
復

活
し
た
□ 

   
 

 

現 

行 

□
大
規
模
な
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
五
条 

延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合

計
□
第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
が
千
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
建
築

物
の
敷
地
は
□
道
路
に
六
メ
□
ト
ル
以
上
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
知
事
が
当
該

建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及

び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 
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第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備 

 
 

 
 

第
一
節 

通 
 

則 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
適
用
の
範
囲
□ 

第
三
条
の
二 

こ
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
建
築
物
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
□ 

一 

学
校
□
幼
稚
園
□
保
育
所
□
体
育
館
□
ボ
□
リ
ン
グ
場
□
病
院
□
診
療
所
□
劇
場
□
映
画

館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
□
集
会
場
□
展
示
場
□
百
貨
店
□
マ
□
ケ
ツ
ト
□
舞
踏

場
□
遊
技
場
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
公
衆
浴
場
□
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
共
同
住

宅
□
寄
宿
舎
□
下
宿
□
長
屋
又
は
養
老
院
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
延
べ
面
積
□
同

一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
が
百
平
方
メ
□

ト
ル
を
こ
え
る
も
の 

二 

自
動
車
車
庫
又
は
自
動
車
修
理
工
場
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
延
べ
面
積
が
三
十

平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
も
の 

   

⑥ 

改
正 

昭
和
四
十
七
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
三
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
適
用
規
模
□ 

第
三
条
の
二 

こ
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
建
築
物
の
規
模
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に

つ
い
て
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
が
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
を
こ

え
る
も
の
と
す
る
□ 

一 

学
校
□
保
育
所
□
体
育
館
□
ボ
□
リ
ン
グ
場
□
病
院
□
診
療
所
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸

場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
□
集
会
場
□
展
示
場
□
百
貨
店
□
マ
□
ケ
ツ
ト
□
舞
踏
場
□
遊
技

場
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
公
衆
浴
場
□
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
共
同
住
宅
□
寄
宿

舎
□
下
宿
□
長
屋
又
は
養
老
院 

百
平
方
メ
□
ト
ル 

二 

自
動
車
車
庫
又
は
自
動
車
修
理
工
場 

三
十
平
方
メ
□
ト
ル 

 

 

現 
行 

□
適
用
の
範
囲
□ 

第
六
条 

こ
の
章
の
規
定
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
床
面
積
の
合
計
が
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
を
超
え
る
も
の
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

一 

法
別
表
第
一

(い )
欄

(一 )
項
か
ら

(四 )
項
ま
で
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物 

百
平
方
メ

□
ト
ル
□
集
会
場
は
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

二 

長
屋 

百
平
方
メ
□
ト
ル 

三 

倉
庫 

五
百
平
方
メ
□
ト
ル 

四 

自
動
車
車
庫 

五
十
平
方
メ
□
ト
ル 

五 

自
動
車
修
理
工
場 

三
十
平
方
メ
□
ト
ル 
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制
定 

 
⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
適
用
の
範
囲
□ 

第
六
条 

こ
の
章
の
規
定
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
延
べ

面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
同
じ
□
□
が
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
を
超
え
る
も
の
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

一 

法
別
表
第
一

(い )
欄

(一 )
項
か
ら

(四 )
項
ま
で
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物 

百
平
方
メ
□

ト
ル
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
は
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

二 

長
屋 

百
平
方
メ
□
ト
ル 

三 

倉
庫 

五
百
平
方
メ
□
ト
ル 

四 

自
動
車
車
庫 

五
十
平
方
メ
□
ト
ル 

五 

自
動
車
修
理
工
場 

三
十
平
方
メ
□
ト
ル 

 

※ 

本
改
正
に
よ
り
□
□
第
三
章 

特
殊
建
築
物
の
敷
地
□
構
造
及
び
建
築
設
備
□
の
□
適
用
の

範
囲
□
と
し
て
第
六
条
に
新
設
さ
れ
た
□ 

旧
第
六
条
は
□
□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□
で
現
行
の
第
七
条
に
移
る
□ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

  

□
適
用
の
範
囲
□ 

第
六
条 

こ
の
章
の
規
定
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
延
べ

面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
同
じ
□
□
が
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
を
超
え
る
も
の
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

一 

法
別
表
第
一

(い )
欄

(一 )
項
か
ら

(四 )
項
ま
で
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物 

百
平
方
メ
□

ト
ル
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
は
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

二 

長
屋 

百
平
方
メ
□
ト
ル 

三 

倉
庫 

五
百
平
方
メ
□
ト
ル 

四 

自
動
車
車
庫 

五
十
平
方
メ
□
ト
ル 

五 

自
動
車
修
理
工
場 

三
十
平
方
メ
□
ト
ル 

  

⑮ 

改
正 

平
成
十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

施
行 

平
成
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
適
用
の
範
囲
□ 

第
六
条 

こ
の
章
の
規
定
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の

床
面
積
の
合
計
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
□
□
が
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
を
超
え
る
も
の
に
限
り
□
適
用
す

る
□ 

一 

法
別
表
第
一

(い )
欄

(一 )
項
か
ら

(四 )
項
ま
で
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物 

百
平
方
メ
□

ト
ル
□
集
会
場
は
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
□ 
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二 

長
屋 

百
平
方
メ
□
ト
ル 

三 

倉
庫 

五
百
平
方
メ
□
ト
ル 

四 

自
動
車
車
庫 

五
十
平
方
メ
□
ト
ル 

五 
自
動
車
修
理
工
場 

三
十
平
方
メ
□
ト
ル 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
六
条 

学
校
□
体
育
館
□
病
院
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
□
集
会
場
□

展
示
場
□
百
貨
店
□
マ
□
ケ
ツ
ト
□
舞
踏
場
□
遊
技
場
□
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
共
同
住
宅
□
寄
宿

舎
□
下
宿
□
養
老
院
□
自
動
車
車
庫
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
十
平

方
メ
□
ト
ル
以
内
の
も
の
を
除
く
□
□
又
は
自
動
車
修
理
工
場
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
は
□

路
地
状
の
部
分
だ
け
で
道
路
に
接
す
る
敷
地
に
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で

な
い
□ 

一 

こ
の
条
例
の
施
行
の
時
の
床
面
積
の
合
計
の
範
囲
内
で
改
築
す
る
と
き
□ 

二 

増
築
後
の
床
面
積
の
合
計
が
こ
の
条
例
の
施
行
の
時
の
床
面
積
の
合
計
の
一
・
二
倍
を
こ

え
な
い
と
き
□ 

三 

そ
の
路
地
状
の
部
分
の
幅
員
が
四
メ
□
ト
ル
以
上
で
□
か
つ
□
そ
の
長
さ
が
二
十
メ
□
ト

ル
以
下
の
と
き
□ 

     

二
十
五
を
超
え
る
も
の 

二
十
を
超
え
二
十
五
以
内
の
も
の 

十
を
超
え
二
十
以
内
の
も
の 

十
以
内
の
も
の 

路
地
状
の
部
分
の
長
さ
□
単
位
メ
□

ト
ル
□ 

六 五 四 三 路
地
状
の
部
分
の
幅
員
□
単
位
メ
□

ト
ル
□ 

 

現 

行 

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
七
条 

前
条
の
特
殊
建
築
物
は
□
路
地
状
の
部
分
だ
け
で
道
路
に
接
す
る
敷
地
に
建
築
し
て
は

な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
知
事
が
当
該
建
築
物
の

敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の

安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

こ
の
条
例
の
規
定
の
施
行
の
時
の
床
面
積
の
合
計
の
範
囲
内
で
改
築
す
る
と
き
□ 

二 

増
築
後
の
床
面
積
の
合
計
が
こ
の
条
例
の
規
定
の
施
行
の
時
の
床
面
積
の
合
計
の
一
・
二

倍
を
超
え
な
い
と
き
□ 

三 

路
地
状
の
部
分
の
幅
員
が
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
路
地
状
の
部
分
の
長
さ
の
区
分
に

応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
路
地
状
の
部
分
の
幅
員
の
数
値
以
上
の
と
き
□ 
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② 

改
正 

昭
和
四
十
二
年 

八
月 

一
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
六
条 

学
校
□
体
育
館
□
病
院
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
□
集
会
場
□

展
示
場
□
百
貨
店
□
マ
□
ケ
ツ
ト
□
舞
踏
場
□
遊
技
場
□
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
共
同
住
宅
□
寄
宿

舎
□
下
宿
□
養
老
院
□
自
動
車
車
庫
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
十
平

方
メ
□
ト
ル
以
内
の
も
の
を
除
く
□
□
又
は
自
動
車
修
理
工
場
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
そ

の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
□
自
動
車
車
庫
に
あ
つ
て
は
二
十
平
方
メ
□
ト
ル

参 

考 

 ★ 
制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 
施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
敷
地
の
路
地
状
の
部
分
□ 

第
四
条 

法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
建
築
物
又
は
自
動
車
車
庫
若
し
く
は
自
動
車
修
理
工
場
の

敷
地
が
路
地
状
の
部
分
だ
け
で
道
路
□
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
□
以

下
同
じ
□
□
に
接
す
る
場
合
に
は
□
そ
の
路
地
状
の
部
分
の
幅
員
は
□
そ
の
長
さ
に
応
じ
て
□

次
の
表
に
定
め
る
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
そ
の
敷
地
の
周
囲
に
公

園
□
広
場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障

が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

二
十
以
上 

十
以
上
二
十
未
満 

十
未
満 

路
地
状
の
部
分
の
長
さ 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

四 三 二 

路
地
状
の
部
分
の
幅
員 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

         ２ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
前
項
の
表
の
下
欄
中

□
二
□
と
あ
る
の
は
□
三
□
と
□
□
三
□
と
あ
る
の
は
□
四
□
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
四
条 

削
除 

 ※ 

第
六
条
第
三
号
へ
□
編
入
さ
れ
る
□ 
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以
内
□
自
動
車
修
理
工
場
以
外
の
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
も
の

を
除
く
□
□
は
□
路
地
状
の
部
分
だ
け
で
道
路
に
接
す
る
敷
地
に
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
□
た

だ
し
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 
↓

★ 

二 
↓

★ 

三 
↓

★ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 
四
月 

一
日 

  

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
六
条 

学
校
□
体
育
館
□
ボ
□
リ
ン
グ
場
□
病
院
□
展
示
場
□
百
貨
店
□
マ
□
ケ
□
ト
□
舞
踏

場
□
遊
技
場
□
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
□
下
宿
□
養
老
院
□
自
動
車
車
庫
又
は

自
動
車
修
理
工
場
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
は
□
路
地
状
の
部
分
だ
け
で
道
路
に
接
す
る
敷
地

に
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
又
は
敷
地
の
周
囲
に

公
園
□
広
場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
で
□
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 
↓

★ 

二 
↓

★ 

三 

路
地
状
の
部
分
の
幅
員
が
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
路
地
状
の
部
分
の
長
さ
の
区
分
に

応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
路
地
状
の
部
分
の
幅
員
の
数
値
以
上
の
と
き
□ 

           

制
定 ⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
七
条 

前
条
の
特
殊
建
築
物
は
□
路
地
状
の
部
分
だ
け
で
道
路
に
接
す
る
敷
地
に
建
築
し
て
は

な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
又
は
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
に

公
園
□
広
場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

こ
の
条
例
の
規
定
の
施
行
の
時
の
床
面
積
の
合
計
の
範
囲
内
で
改
築
す
る
と
き
□ 

二 

増
築
後
の
床
面
積
の
合
計
が
こ
の
条
例
の
規
定
の
施
行
の
時
の
床
面
積
の
合
計
の
一
・
二 

ニ
十
五
以
上 

二
十
以
上
二
十
五
未
満 

十
以
上
二
十
未
満 

十
未
満 

路
地
状
の
部
分
の
長
さ 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

六 五 四 三 

路
地
状
の
部
分
の
幅
員 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 
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倍
を
超
え
な
い
と
き
□ 

三 

路
地
状
の
部
分
の
幅
員
が
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
路
地
状
の
部
分
の
長
さ
の
区
分
に 

応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
路
地
状
の
部
分
の
幅
員
の
数
値
以
上
の
と
き
□ 

            

二
十
五
を
超
え
る
も
の 

二
十
を
超
え
二
十
五
以
内
の
も
の 

十
を
超
え
二
十
以
内
の
も
の 

十
以
内
の
も
の 

路
地
状
の
部
分
の
長
さ 

 
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

六 五 四 三 

路
地
状
の
部
分
の
幅
員 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 
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⑮ 

改
正 

平
成
十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

施
行 

平
成
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
七
条 

前
条
の
特
殊
建
築
物
は
□
路
地
状
の
部
分
だ
け
で
道
路
に
接
す
る
敷
地
に
建
築
し
て
は

な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
知
事
が
当
該
建
築
物

の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通

行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

こ
の
条
例
の
規
定
の
施
行
の
時
の
床
面
積
の
合
計
の
範
囲
内
で
改
築
す
る
と
き
□ 

二 

増
築
後
の
床
面
積
の
合
計
が
こ
の
条
例
の
規
定
の
施
行
の
時
の
床
面
積
の
合
計
の
一
・
二

倍
を
超
え
な
い
と
き
□ 

三 

路
地
状
の
部
分
の
幅
員
が
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
路
地
状
の
部
分
の
長
さ
の
区
分
に

応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
路
地
状
の
部
分
の
幅
員
の
数
値
以
上
の
と
き
□ 

          
 

参 

考 
 

旧
第
七
条 

□
昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号
に
よ
り
削
除
□ 

 
 

 

 

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
屋
根
□ 

第
七
条 

前
条
に
規
定
す
る
建
築
物
又
は
診
療
所
□
病
室
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
□
□
□
卸
売

市
場
□
料
理
店
□
キ
ヤ
バ
レ
□
若
し
く
は
工
場
□
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の
を
除
く
□
□
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
根
は
□
不
燃
材
料
で
造
り
□
又
は
ふ
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
七
条 

削
除 

二
十
五
を
超
え
る
も
の 

二
十
を
超
え
二
十
五
以
内
の
も
の 

十
を
超
え
二
十
以
内
の
も
の 

十
以
内
の
も
の 

路
地
状
の
部
分
の
長
さ
□
単
位
メ
□

ト
ル
□ 

六 五 四 三 

路
地
状
の
部
分
の
幅
員
□
単
位
メ
□

ト
ル
□ 
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制
定 

 

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

 

第
八
条 

学
校
□
体
育
館
□
病
院
□
ホ
テ
ル
□
旅
館
□
共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
□
下
宿
又
は
児
童
福

祉
施
設
等
□
政
令
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
等
を
い
う
□
以
下
同

じ
□
□
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て

道
路
に
次
の
表
に
掲
げ
る
長
さ
以
上
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
当
該
建
築
物
の
敷

地
の
周
囲
に
公
園
□
広
場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行

の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

 

         

⑬ 

改
正 

平
成
十
二
年 

七
月
十
四
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

第
八
条 

学
校
□
体
育
館
□
病
院
□
ホ
テ
ル
□
旅
館
□
共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
□
下
宿
又
は
児
童
福
祉

施
設
等
□
政
令
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
等
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
の
用

途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
道
路
に
次
の
表

 

現 

行 
第
八
条 

学
校
□
体
育
館
□
病
院
□
ホ
テ
ル
□
旅
館
□
共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
□
下
宿
又
は
児
童
福

祉
施
設
等
□
政
令
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
等
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□

の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て

道
路
に
次
の
表
に
掲
げ
る
長
さ
以
上
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
知
事
が
当
該
建
築

物
の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通

行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

二
百
を
超
え
五
百
以
内
の
も
の 

百
を
超
え
二
百
以
内
の
も
の 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積

の
合
計
□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

五 四 三 

敷
地
が
道
路
に
接
す
る
長
さ
□
単
位

メ
□
ト
ル
□ 

          

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

二
百
を
超
え
五
百
以
内
の
も
の 

百
を
超
え
二
百
以
内
の
も
の 

そ
の
用
途
に
供
す
る
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

五 四 三 

敷
地
が
道
路
に
接
す
る
長
さ 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 
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に
掲
げ
る
長
さ
以
上
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
に
公

園
□
広
場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

           

⑮ 

改
正 

平
成
十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
八
条 

学
校
□
体
育
館
□
病
院
□
ホ
テ
ル
□
旅
館
□
共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
□
下
宿
又
は
児
童
福
祉

施
設
等
□
政
令
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
等
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
の
用

途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
道
路
に

次
の
表
に
掲
げ
る
長
さ
以
上
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
知
事
が
当
該
建
築
物
の
敷
地

の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上

支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

               

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

二
百
を
超
え
五
百
以
内
の
も
の 

百
を
超
え
二
百
以
内
の
も
の 

そ
の
用
途
に
供
す
る
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

五 四 三 

敷
地
が
道
路
に
接
す
る
長
さ 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

二
百
を
超
え
五
百
以
内
の
も
の 

百
を
超
え
二
百
以
内
の
も
の 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積

の
合
計
□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

五 四 三 

敷
地
が
道
路
に
接
す
る
長

さ
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 
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参

考
旧
第
八
条
□
昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号
に
よ
り
削
除
□ 

   

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
居
室
を
三
階
に
設
け
る
場
合
□ 

第
八
条 

第
六
条
に
規
定
す
る
建
築
物
で
主
要
構
造
部
が
木
造
で
あ
る
も
の
の
三
階
に
居
室
を

設
け
る
場
合
に
は
□
二
以
上
の
階
段
を
設
け
る
等
避
難
上
適
当
な
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

第
八
条 

削
除 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
屋
外
階
段
□ 

第
九
条 

第
六
条
に
規
定
す
る
建
築
物
の
屋
外
階
段
は
□
木
造
と
し
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□

物
干
場
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
専
用
す
る
階
段
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 
一
日 

 

第
九
条 

削
除 

 
 

 

現 

行 

第
九
条 

削
除 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
炊
事
場
の
構
造
□ 

第
十
条 

学
校
□
保
育
所
□
病
院
□
診
療
所
□
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
□
下
宿
又

は
養
老
院
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
炊
事
場
は
□
外
気
に
面
す
る
こ
と
の
で
き
る
位
置
に
設

け
□
か
つ
□
そ
の
内
壁
及
び
天
井
は
□
防
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

② 

改
正 

昭
和
四
十
二
年 

八
月 
一
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
炊
事
場
の
構
造
□ 

第
十
条 

学
校
□
保
育
所
□
病
院
□
診
療
所
□
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
□
下
宿
又

は
養
老
院
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
炊
事
場
は
□
外
気
に
面
す
る
こ
と
の
で
き
る
位
置
に
設

け
□
か
つ
□
そ
の
内
壁
及
び
天
井
は
□
金
属
板
以
外
の
不
燃
材
料
又
は
準
不
燃
材
料
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
十
条 

削
除 

  
 

 

現 

行 

第
十
条 

削
除 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
便
所
の
構
造
□ 

第
十
一
条 

令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
建
築
物
は
□
診
療
所
□
マ
□
ケ
ツ

ト
□
舞
踏
場
□
遊
技
場
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
共
同
住
宅
及
び
下
宿
の
用
途
に
供

す
る
建
築
物
と
す
る
□ 

２ 

学
校
□
保
育
所
□
病
院
□
診
療
所
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
旅
館
□
共
同
住
宅
□

下
宿
又
は
養
老
院
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
建

築
物
の
便
所
の
便
槽
は
□
令
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
改
良
便
槽
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

① 

改
正 

昭
和
三
十
九
年 

八
月 

一
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
便
所
の
構
造
□ 

第
十
一
条 

令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
建
築
物
は
□
保
育
所
□
診
療
所
□
マ

□
ケ
ツ
ト
□
舞
踏
場
□
遊
技
場
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
共
同
住
宅
□
下
宿
及
び
養

老
院
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
と
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
便
所
の
構
造
□ 

第
十
一
条 

政
令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
建
築
物
は
□
保
育
所
□
診
療
所
□

マ
□
ケ
ツ
ト
□
舞
踏
場
□
遊
技
場
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
共
同
住
宅
□
下
宿
及
び

養
老
院
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
と
す
る
□ 

２ 

学
校
□
保
育
所
□
病
院
□
診
療
所
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
旅
館
□
共
同
住
宅
□

下
宿
又
は
養
老
院
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
建

築
物
の
便
所
の
便
槽
は
□
令
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
改
良
便
槽
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

 

現 

行 

□
便
所
の
構
造
□ 

第
十
一
条 

政
令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
建
築
物
は
□
児
童
福
祉
施
設

等
□
診
療
所
□
マ
□
ケ
□
ト
□
ダ
ン
ス
ホ
□
ル
□
遊
技
場
□
キ
□
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ

ブ
□
共
同
住
宅
及
び
下
宿
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
と
す
る
□ 
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□
便
所
の
構
造
□ 

第
十
一
条 

政
令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
建
築
物
は
□
児
童
福
祉
施
設
等
□

診
療
所
□
マ
□
ケ
ツ
ト
□
舞
踏
場
□
遊
技
場
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
共
同
住
宅
及

び
下
宿
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
と
す
る
□ 

   

⑩ 

改
正 
平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
便
所
の
構
造
□ 

第
十
一
条 

政
令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
建
築
物
は
□
児
童
福
祉
施
設
等
□

診
療
所
□
マ
□
ケ
□
ト
□
ダ
ン
ス
ホ
□
ル
□
遊
技
場
□
キ
□
バ
レ
□
□
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
□
共
同

住
宅
及
び
下
宿
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
と
す
る
□ 
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第
二
節 

学
校 

  

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
四
階
以
上
に
設
け
る
教
室
等
の
禁
止
□ 

第
十
二
条 

小
学
校
□
盲
学
校
□
ろ
う
学
校
□
養
護
学
校
□
幼
稚
園
又
は
保
育
所
の
用
途
に
供
す
る

建
築
物
の
教
室
そ
の
他
児
童
□
生
徒
等
を
収
容
す
る
室
は
□
四
階
以
上
の
階
に
設
け
て
は
な
ら
な

い
□ 

   

③ 

改
正 

昭
和
四
十
四
年 

七
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
四
階
以
上
に
設
け
る
教
室
等
の
禁
止
□ 

第
十
二
条 

小
学
校
□
盲
学
校
□
ろ
う
学
校
□
養
護
学
校
□
幼
稚
園
又
は
保
育
所
の
用
途
に
供
す
る

建
築
物
の
教
室
そ
の
他
児
童
□
生
徒
等
を
収
容
す
る
室
は
□
四
階
以
上
の
階
に
設
け
て
は
な
ら
な

い
□
た
だ
し
□
小
学
校
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
お
い
て
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
教
室
そ
の
他
児
童
を
収
容
す
る
室
を
□
四
階
に
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
□ 

   

⑤ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

七
月
二
十
一
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
四
階
以
上
に
設
け
る
教
室
等
の
禁
止
□ 

第
十
二
条 

小
学
校
□
盲
学
校
□
ろ
う
学
校
□
養
護
学
校
□
幼
稚
園
又
は
保
育
所
の
用
途
に
供
す
る

建
築
物
の
教
室
そ
の
他
児
童
□
生
徒
等
を
収
容
す
る
室
は
□
四
階
以
上
の
階
に
設
け
て
は
な
ら
な

い
□
た
だ
し
□
小
学
校
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
お
い
て
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
四
階
以
上
に
設
け
る
教
室
等
の
禁
止
□ 

現 
行 

□
四
階
以
上
に
設
け
る
教
室
等
の
禁
止
□ 

第
十
二
条 
小
学

校

□
義

務

教
育

学
校

の

前
期
課

程

を
含

む
□

以

下
こ
の

条

に
お

い
て

同

じ
□
□
又
は
特
別
支
援
学
校
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
教
室
そ
の
他
児
童
□
生
徒
等
を
収

容
す
る
室
は
□
四
階
以
上
の
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
小
学
校
の
用
途
に
供
す

る
建
築
物
で
知
事
が
避
難
施
設
□
消
火
設
備
□
当
該
室
の
内
装
等
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及

び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 
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第
十
二
条 

小
学
校
□
盲
学
校
□
ろ
う
学
校
又
は
養
護
学
校
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
教
室
そ
の

他
児
童
□
生
徒
等
を
収
容
す
る
室
は
□
四
階
以
上
の
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
小
学

校
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
知
事
が
避
難
施
設
□
消
火
設
備
□
当
該
室
の
内
装
等
の
状
況
に

よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

  

⑰ 

改
正 
平
成 

十
九
年 

三
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 
十
九
年 

四
月 

一
日 

 

□
四
階
以
上
に
設
け
る
教
室
等
の
禁
止
□ 

第
十
二
条 

小
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
教
室
そ
の
他
児
童
□
生
徒
等

を
収
容
す
る
室
は
□
四
階
以
上
の
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
小
学
校
の
用
途
に
供
す

る
建
築
物
で
知
事
が
避
難
施
設
□
消
火
設
備
□
当
該
室
の
内
装
等
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び

防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

  

⑳ 

改
正 

平
成 

二
十
八
年 

三
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
八
年 

四
月 

一
日 

 

□
四
階
以
上
に
設
け
る
教
室
等
の
禁
止
□ 

第
十
二
条 

小
学
校
□
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□

又
は
特
別
支
援
学
校
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
教
室
そ
の
他
児
童
□
生
徒
等
を
収
容
す
る
室

は
□
四
階
以
上
の
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
小
学
校
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で

知
事
が
避
難
施
設
□
消
火
設
備
□
当
該
室
の
内
装
等
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障

が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 
一
日 

 

□
木
造
校
舎
と
隣
地
境
界
線
と
の
距
離
□ 

第
十
三
条 

木
造
校
舎
の
本
屋
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
隣
地
境
界
線
ま
で
の
距

離
は
□
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
敷
地
及
び
建
築
物
の
状
況
に

よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
ニ
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
木
造
校
舎
と
隣
地
境
界
線
と
の
距
離
□ 

第
十
三
条 

木
造
校
舎
の
本
屋
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
隣
地
境
界
線
ま
で
の
距

離
は
□
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
敷
地
及
び
建
築
物
の
状
況
に

よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
木
造
の
校
舎
と
隣
地
境
界
線
と
の
距
離
□ 

第
十
三
条 

木
造
の
校
舎
□
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□
の
本
屋
の
外
壁
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
隣
地
境
界
線
ま
で
の
距
離
は
□
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
□
た
だ
し
□
敷
地
及
び
建
築
物
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

⑭ 

改
正 

平
成 

十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
校
舎
と
隣
地
境
界
線
と
の
距
離
□ 

第
十
三
条 

木
造
建
築
物
等
で
あ
る
校
舎
□
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□
の
本
屋
の

外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
隣
地
境
界
線
ま
で
の
距
離
は
□
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し

現 

行 

□
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
校
舎
と
隣
地
境
界
線
と
の
距
離
□ 

第
十
三
条 

木
造
建
築
物
等
で
あ
る
校
舎
□
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又
は
政
令

第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
□
イ
を
除
く
□
□
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を

除
く
□
□
の
本
屋
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
隣
地
境
界
線
□
避
難
上
有
効
な

公
園
□
広
場
等
の
空
地
に
接
す
る
部
分
を
除
く
□
□
ま
で
の
距
離
は
□
二
メ
□
ト
ル
以
上
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
当
該
隣
地
境
界
線
か
ら
二
メ
□
ト
ル
未
満
の
距
離
に
あ

る
当
該
校
舎
の
本
屋
の
外
壁
の
部
分
が
準
防
火
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
避
難
上

支
障
が
な
い
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
敷
地
及
び
建
築
物
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 
平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
校
舎
と
隣
地
境
界
線
と
の
距
離
□ 

第
十
三
条 

木
造
建
築
物
等
で
あ
る
校
舎
□
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除

く
□
□
の
本
屋
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
隣
地
境
界
線
□
避
難
上
有
効
な
公

園
□
広
場
等
の
空
地
に
接
す
る
部
分
を
除
く
□
□
ま
で
の
距
離
は
□
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
当
該
隣
地
境
界
線
か
ら
二
メ
□
ト
ル
未
満
の
距
離
に
あ
る
当
該

校
舎
の
本
屋
の
外
壁
及
び
軒
裏
の
部
分
が
防
火
構
造
で
あ
る
場
合
で
避
難
上
支
障
が
な
い
と
き

は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

  

㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
校
舎
と
隣
地
境
界
線
と
の
距
離
□ 

第
十
三
条 

木
造
建
築
物
等
で
あ
る
校
舎
□
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又
は
政
令
第
百

三
十
六
条
の
二
第
一
号
□
イ
を
除
く
□
□
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
□
□

の
本
屋
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
隣
地
境
界
線
□
避
難
上
有
効
な
公
園
□
広
場
等

の
空
地
に
接
す
る
部
分
を
除
く
□
□
ま
で
の
距
離
は
□
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□
た
だ
し
□
当
該
隣
地
境
界
線
か
ら
二
メ
□
ト
ル
未
満
の
距
離
に
あ
る
当
該
校
舎
の
本
屋
の
外

壁
の
部
分
が
準
防
火
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
避
難
上
支
障
が
な
い
と
き
は
□
こ
の
限

り
で
な
い
□ 
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第
三
節 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場 

 

制
定 

 

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

  

□
興
行
場
等
の
定
員
□ 

第
十
三
条
の
二 

こ
の
節
の
規
定
に
お
い
て
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及

び
集
会
場
□
以
下
□
興
行
場
等
□
と
い
う
□
□
の
定
員
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
客
席
の
用
途

に
供
す
る
部
分
の
使
用
形
態
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
計

算
し
た
席
数
の
合
計
に
よ
る
□ 

一 

個
人
別
に
区
画
さ
れ
た
い
す
席
を
設
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
に
あ
る
一
の
い

す
席
を
一
席
と
し
て
席
数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
の
総
席
数 

二 

長
い
す
式
の
い
す
席
を
設
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
に
あ
る
一
の
い
す
席
ご
と 

に
そ
の
正
面
の
幅
を
四
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
□
そ
の
数
値
に
一
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
□
そ
の
端
数
を
一
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
□
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
□
□
を
も
つ
て
当
該
い
す
席
の
席
数
と
し
て
席
数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

部
分
の
総
席
数 

 
現 

行 
□
興
行
場
等
の
定
員
□ 

第
十
三
条
の
二 

こ
の
節
の
規
定
に
お
い
て
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び

集
会
場
□
以
下
□
興
行
場
等
□
と
い
う
□
□
の
定
員
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
客
席
の
用
途
に
供

す
る
部
分
の
使
用
形
態
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た

席
数
の
合
計
に
よ
る
□ 

一 

個
人
別
に
区
画
さ
れ
た
い
す
席
を
設
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
に
あ
る
一
の
い

す
席
を
一
席
と
し
て
席
数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
の
総
席
数 

二 

長
い
す
式
の
い
す
席
を
設
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
に
あ
る
一
の
い
す
席
ご
と 

に
そ
の
正
面
の
幅
を
四
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
□
そ
の
数
値
に
一
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
□
そ
の
端
数
を
一
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
□
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
□
□
を
も
つ
て
当
該
い
す
席
の
席
数
と
し
て
席
数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

部
分
の
総
席
数 

三 

ま
す
席
を
設
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
に
あ
る
一
の
ま
す
席
ご
と
に
そ
の
床
面

積
を
〇
・
三
平
方
メ
□
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
ま
す
席
の
席
数
と
し
て
席

数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
の
総
席
数 

四 

桟
敷
席
を
設
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
と
し
て
使
用
さ
れ
る
桟
敷
席
の
区
画
ご

と
に
そ
の
床
面
積
を
〇
・
三
平
方
メ
□
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
区
画
の
席

数
と
し
て
席
数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
の
総
席
数 

五 

立
見
席
を
設
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
と
し
て
使
用
さ
れ
る
区
画
ご
と
に
そ
の

床
面
積
を
〇
・
二
平
方
メ
□
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
区
画
の
席
数
と
し
て

席
数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
の
総
席
数 

六 

使
用
形
態
が
特
定
で
き
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
と
し
て
使
用
さ
れ
る
区
画
ご

と
に
そ
の
床
面
積
を
〇
・
五
平
方
メ
□
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
区
画
の
席

数
と
し
て
席
数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
の
総
席
数 
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三 

ま
す
席
を
設
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
に
あ
る
一
の
ま
す
席
ご
と
に
そ
の
床
面 

積
を
〇
・
三
平
方
メ
□
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
ま
す
席
の
席
数
と
し
て
席

数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
の
総
席
数 

四 
桟
敷
席
を
設
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
と
し
て
使
用
さ
れ
る
桟
敷
席
の
区
画
ご

と
に
そ
の
床
面
積
を
〇
・
三
平
方
メ
□
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
区
画
の
席

数
と
し
て
席
数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
の
総
席
数 

五 

立
見
席
を
設
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
と
し
て
使
用
さ
れ
る
区
画
ご
と
に
そ
の 

床
面
積
を
〇
・
二
平
方
メ
□
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
区
画
の
席
数
と
し
て

席
数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
の
総
席
数 

六 

使
用
形
態
が
特
定
で
き
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
□
当
該
部
分
と
し
て
使
用
さ
れ
る
区
画
ご

と
に
そ
の
床
面
積
を
〇
・
五
平
方
メ
□
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
区
画
の
席

数
と
し
て
席
数
を
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
の
総
席
数 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
十
四
条 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
以
下
□
興
行
場
等
□

と
い
う
□
□
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
そ
の
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面

積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅
員
を
有
す
る
道
路
に
敷
地
の
外
周
の
長

さ
の
五
分
の
一
以
上
が
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
そ
の
敷
地
の
周
囲
に
公
園
□
広

場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い

場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

現 

行 

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
十
四
条 

興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
当
該
建
築
物
に
あ
る
興
行
場
等
の
定

員
の
合
計
数
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅
員
を
有
す
る
道
路
に
当
該
敷
地
の
外
周

の
長
さ
の
七
分
の
一
以
上
が
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

千
五
百
一
以
上 

九
百
一
以
上
千
五
百
以
下 

六
百
一
以
上
九
百
以
下 

三
百
一
以
上
六
百
以
下 

三
百
以
下 

興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数
□
単
位
人
□ 

十
一 

八 六 五 四 

道
路
の
幅
員
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

            

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
の
外
周
の
長
さ
の

三
分
の
一
以
上
が
二
以
上
の
道
路
に
接
し
て
い
る
場
合
の
当
該
道
路
の
幅
員
は
□
当
該
建
築
物
に

あ
る
興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

千
五
百
一
以
上 

九
百
一
以
上
千
五
百
以
下 

九
百
以
下 

興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数 

□
単
位
人
□ 

八 六 四 

一
の
道
路 

道
路
の
幅
員
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

六 四 四 

他
の
道
路 

         

３ 

前
各
項
の
規
定
は
□
知
事
が
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状

況
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□

適
用
し
な
い
□ 



43 

              

２ 

興
行
場
等
の
主
要
出
入
口
は
□
前
項
の
道
路
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

 

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
十
四
条 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
以
下
□
興
行
場
等
□

と
い
う
□
□
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
そ
の
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面

積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅
員
を
有
す
る
道
路
に
敷
地
の
外
周
の
長

さ
の
七
分
の
一
以
上
が
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
そ
の
敷
地
の
周
囲
に
公
園
□
広

場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い

場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

              

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
興
業
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
の
外
周
の
長
さ

の
三
分
の
一
以
上
が
二
以
上
の
道
路
に
接
し
て
い
る
場
合
の
当
該
道
路
の
幅
員
は
□
当
該
建
築

物
の
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

千
以
上 

六
百
以
上
千
未
満 

四
百
以
上
六
百
未
満 

二
百
以
上
四
百
未
満 

二
百
未
満 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□

主
要
構
造
部
が
木
造
の
場
合 

主
要
構
造
部
が
木
造
以
外
の
場
合 

十
一 

八 六 五 五 四 

道
路
の
幅
員 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□

千
を
超
え
る
も
の 

六
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

四
百
を
超
え
六
百
以
内
の
も
の 

二
百
を
超
え
四
百
以
内
の
も
の 

二
百
以
内
の

も
の 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□

主
要
構
造
部
が
木
造
の
場
合 

主
要
構
造
部
が
木
造
で
な
い
場
合 

十
一 

八 六 五 五 四 

道
路
の
幅
員 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□
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３ 

前
二
項
の
規
定
は
□
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
に
公
園
□
広
場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
そ

の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
適

用
し
な
い
□ 

  

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
十
四
条 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
観
覧
場
□
公
会
堂
及
び
集
会
場
□
以
下
□
興
行
場
等
□

と
い
う
□
□
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
そ
の
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面

積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅
員
を
有
す
る
道
路
に
敷
地
の
外
周
の
長

さ
の
七
分
の
一
以
上
が
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

                

２ 

前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
の
外
周
の
長
さ
の
三
分

の
一
以
上
が
二
以
上
の
道
路
に
接
し
て
い
る
場
合
の
当
該
道
路
の
幅
員
は
□
当
該
建
築
物
の
客

席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
□ 

 

千
を
超
え
る
も
の 

六
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

六
百
以
内
の
も
の 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

八 六 四 

一
の
道
路 

道
路
の
幅
員
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

六 四 四 

他
の
道
路 

千
を
超
え
る
も
の 

六
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

四
百
を
超
え
六
百
以
内
の
も
の 

二
百
を
超
え
四
百
以
内
の
も
の 

二
百
以
内
の

も
の 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□

主
要
構
造
部
が
木
造
で
あ
つ
て
準
耐
火
構
造
で

な
い
場
合 

主
要
構
造
部
が
木
造
で
な
い
場
合
及
び
主
要
構

造
部
が
木
造
で
あ
つ
て
準
耐
火
構
造
の
場
合 

十
一 

八 六 五 五 四 

道
路
の
幅
員 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□
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３ 

前
各
項
の
規
定
は
□
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
に
公
園
□
広
場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
そ

の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
適

用
し
な
い
□ 

  

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

  

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
十
四
条 

興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
当
該
建
築
物
に
あ
る
興
行
場
等
の

定
員
の
合
計
数
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅
員
を
有
す
る
道
路
に
敷
地
の
外
周

の
長
さ
の
七
分
の
一
以
上
が
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

           

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
の
外
周
の
長
さ

の
三
分
の
一
以
上
が
二
以
上
の
道
路
に
接
し
て
い
る
場
合
の
当
該
道
路
の
幅
員
は
□
当
該
建
築

物
に
あ
る
興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

        

３ 
↓

⑩
□
同
日
施
行
分
□ 

千
を
超
え
る
も
の 

六
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

六
百
以
内
の
も
の 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

八 六 四 一
の
道
路 

道
路
の
幅
員
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

六 四 四 他
の
道
路 

千
五
百
一
以
上 

九
百
一
以
上
千
五
百
以
下 

六
百
一
以
上
九
百
以
下 

三
百
一
以
上
六
百
以
下 

三
百
以
下 

興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数
□
単
位
人
□

十
一 

八 六 五 四 

道
路
の
幅
員
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

千
五
百
一
以
上 

九
百
一
以
上
千
五
百
以
下 

九
百
以
下 

興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数 

□
単
位
人
□ 

八 六 四 

一
の
道
路 

道
路
の
幅
員
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 六 四 四 

他
の
道
路 
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⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
十
四
条 
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
は
□
当
該
建
築
物
に
あ
る
興
行
場
等
の

定
員
の
合
計
数
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅
員
を
有
す
る
道
路
に
当
該
敷
地
の

外
周
の
長
さ
の
七
分
の
一
以
上
が
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

           

２ 
↓

⑩
□
平
成
六
年
一
月
一
日
施
行
分
□ 

３ 

前
各
項
の
規
定
は
□
知
事
が
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況

そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
適
用

し
な
い
□ 

  
 

千
五
百
一
以
上 

九
百
一
以
上
千
五
百
以
下 

六
百
一
以
上
九
百
以
下 

三
百
一
以
上
六
百
以
下 

三
百
以
下 

興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数
□
単
位
人
□ 

十
一 

八 六 五 四 

道
路
の
幅
員
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
□ 

第
十
五
条 

興
行
場
等
は
□
そ
の
敷
地
内
に
□
そ
の
主
要
出
入
口
の
前
面
に
沿
つ
た
空
地
□
以
下

□
前
面
空
地
□
と
い
う
□
□
を
設
け
□
か
つ
□
そ
の
主
要
客
席
の
側
面
に
沿
つ
た
空
地
□
以
下

□
側
面
空
地
□
と
い
う
□
□
を
両
側
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
耐
火
建
築
物
で

避
難
上
支
障
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
□
側
面
空
地
を
片
側
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
は
□
避
難
上
有
効
に
道
路
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
の
奥
行
又
は
幅
員
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の 

合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

４ 

興
行
場
等
が
相
互
に
隣
接
し
て
側
面
空
地
を
共
用
す
る
場
合
に
は
□
当
該
共
用
に
係
る
側
面

空
地
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

一 

そ
れ
ぞ
れ
の
興
行
場
等
の
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
和
の
十
分
の 

 

七
を
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
と
み
な
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出 

 

し
た
奥
行
又
は
幅
員
以
上
を
有
す
る
こ
と
□ 

二 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
大
な
る
興
行
場
等
に
つ
い
て
前
項
の
規 

 

現 

行 

□
前
面
空
地
□ 

第
十
五
条 

興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
は
□
そ
の
敷
地
内
に
□
そ
の
主
要
出
入
口
の

前
面
に
沿
つ
た
空
地
□
以
下
□
前
面
空
地
□
と
い
う
□
□
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
面
空
地
の
面
積
は
□
〇
・
一
平
方
メ
□
ト
ル
に
当
該
建
築
物
に
あ
る
興
行
場
等
の
定
員

の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

前
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

一 

特
定
主
要
構
造
部
が
法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る 

 
 

建
築
物
の
部
分 

 

二 

主
要
構
造
部
が
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
建
築
物
の
部
分 

４ 

興
行
場
等
の
主
要
出
入
口
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
と
き
は
□
そ
の
階
に
お
け
る
興
行

場
等
の
主
要
出
入
口
の
前
面
に
沿
つ
た
空
間
を
前
面
空
地
と
み
な
し
て
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

三
百
以
上 

三
百
未
満 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部

分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

右
の
数
値
に
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計

が
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
つ
い
て
十
平
方
メ
□

ト
ル
ご
と
に
〇
・
〇
二
五
を
加
え
て
得
た
数
値 

一
・
五 

奥
行
又
は
幅
員
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 
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定
に
よ
り
算
出
し
た
奥
行
又
は
幅
員
以
上
を
有
す
る
こ
と
□ 

５ 

側
面
空
地
が
道
□
公
園
□
広
場
そ
の
他
の
空
地
に
接
す
る
と
き
は
□
そ
の
道
□
公
園
□
広
場

そ
の
他
の
空
地
を
側
面
空
地
と
み
な
し
て
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

６ 
前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
主
要
構

造
部
が
耐
火
構
造
の
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

７ 

興
行
場
等
の
主
要
出
入
口
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
と
き
は
□
そ
の
階
に
お
け
る
興
行
場

等
の
主
要
出
入
口
の
前
面
に
沿
つ
た
空
間
を
前
面
空
地
と
□
そ
の
階
に
お
け
る
興
行
場
等
の
主

要
客
席
の
側
面
に
沿
つ
た
空
間
を
側
面
空
地
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

及
び
次
条
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 
一
日 

 

□
前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
□ 

第
十
五
条 

興
行
場
等
は
□
そ
の
敷
地
内
に
□
そ
の
主
要
出
入
口
の
前
面
に
沿
つ
た
空
地
□
以
下

□
前
面
空
地
□
と
い
う
□
□
を
設
け
□
か
つ
□
そ
の
主
要
客
席
の
側
面
に
沿
つ
た
空
地
□
以
下

□
側
面
空
地
□
と
い
う
□
□
を
両
側
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
耐
火
建
築
物
で

避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
側
面
空
地
を
片
側
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
は
□
避
難
上
有
効
に
道
□
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
は
□
法
第

四
十
二
条
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
の
奥
行
又
は
幅
員
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

         
 

 
 

 
 

  

４ 
↓

★ 

 

一 
↓

★ 

 

二 
↓

★ 

５ 

側
面
空
地
が
道
□
公
園
□
広
場
そ
の
他
の
空
地
に
接
す
る
と
き
は
□
そ
の
道
□
公
園
□
広
場

そ
の
他
の
空
地
を
側
面
空
地
と
み
な
し
て
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

６ 
↓

★ 

７ 
↓

★ 

   

三
百
を
超
え
る
も
の 

三
百
以
内
の
も
の 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

右
の
数
値
に
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面

積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
部
分

に
つ
い
て
十
平
方
メ
□
ト
ル
ご
と
に
〇
・
〇
二
五

を
加
え
て
得
た
数
値 

一
・
五 

奥
行
又
は
幅
員
□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 
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⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
□ 

第
十
五
条 
興
行
場
等
は
□
そ
の
敷
地
内
に
□
そ
の
主
要
出
入
口
の
前
面
に
沿
つ
た
空
地
□
以
下

□
前
面
空
地
□
と
い
う
□
□
を
設
け
□
か
つ
□
そ
の
主
要
客
席
の
側
面
に
沿
つ
た
空
地
□
以
下

□
側
面
空
地
□
と
い
う
□
□
を
両
側
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
耐
火
建
築
物
又

は
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
準
耐
火
建
築
物
□
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
□
□
で
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
□
側
面
空
地
を
片
側
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 
↓

⑦ 

３ 
↓

⑦ 

４ 
↓

★ 

５ 
↓

⑦ 

６ 

前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
主
要

構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準

に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

７ 
↓

★ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

  

□
前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
□ 

第
十
五
条 

興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
は
□
そ
の
敷
地
内
に
□
そ
の
主
要
出
入
口
の
前

面
に
沿
つ
た
空
地
□
以
下
□
前
面
空
地
□
と
い
う
□
□
を
設
け
□
か
つ
□
そ
の
主
要
客
席
の
側

面
に
沿
つ
た
空
地
□
以
下
□
側
面
空
地
□
と
い
う
□
□
を
両
側
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□

た
だ
し
□
耐
火
建
築
物
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
準
耐
火
建
築
部
物
□
政
令

第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
□
□

で
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
側
面
空
地
を
片
側
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

前
面
空
地
の
面
積
は
□
〇
・
一
平
方
メ
□
ト
ル
に
当
該
建
築
物
に
あ
る
興
行
場
等
の
定
員
の

合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ ４ ５ ３ 

前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
主
要

構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準

に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

４ 

興
行
場
等
の
主
要
出
入
口
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
と
き
は
□
そ
の
階
に
お
け
る
興
行
場

等
の
主
要
出
入
口
の
前
面
に
沿
つ
た
空
間
を
前
面
空
地
と
□
そ
の
階
に
お
け
る
興
行
場
等
の
主

要
客
席
の
側
面
に
沿
つ
た
空
間
を
側
面
空
地
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
を
適
用
す
る
□ 
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⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年 

十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
前
面
空
地
□ 

第
十
五
条 

↓
⑩ 

２ 
↓

⑩ 

３ 

前
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
主
要
構
造
部
が
耐
火

構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構

造
の
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

４ 
↓

⑩ 

   

⑱ 

改
正 

平
成
二
十
七
年 

七
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成
二
十
七
年 

八
月 

一
日 

  

□
前
面
空
地
□ 

第
十
五
条 

↓

⑩ 

２ 
↓

⑩ 

３ 

前
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
主
要
構
造
部
が
一
時

間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□

ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

４ 
↓

⑩ 

  

㉗ 

改
正 

令
和
六
年 

三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

施
行 

令
和
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
前
面
空
地
□ 

第
十
五
条 

↓

⑩ 

２ 
↓

⑩ 

３ 

前
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

一 

特
定
主
要
構
造
部
が
法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る 

 
 

建
築
物
の
部
分 

 

二 

主
要
構
造
部
が
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
建
築
物
の
部
分 

４ 
↓

⑩ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
出
入
口
及
び
非
常
口
□ 

第
十
六
条 

興
行
場
等
の
出
入
口
及
び
非
常
口
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
□ 

一 

出
入
口
及
び
非
常
口
の
数
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て

次
の
表
に
掲
げ
る
数
以
上
設
け
る
こ
と
□ 

          

現 

行 

□
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
等
□ 

第
十
六
条 

興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

出
入
口
は
□
避
難
上
有
効
な
位
置
に
二
以
上
設
け
る
こ
と
□ 

二 

出
入
口
は
□
道
□
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
は
□
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
□
第
四

十
四
条
第
二
項
第
一
号
を
除
き
□
以
下
同
じ
□
□
又
は
屋
外
の
通
路
に
面
す
る
こ
と
□ 

三 

出
入
口
の
幅
員
は
□
一
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

四 

出
入
口
の
幅
員
の
合
計
は
□
〇
・
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
に
当
該
建
築
物
に
あ
る
興
行
場
等
の
定
員
の
合

計
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
一
の
建
築
物
の
二
以
上
の
階
に
興
行
場
等
が
あ

る
場
合
で
□
次
条
第
三
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
構
造
の
直
通
階
段
を
設
け
る
と
き
は
□
〇
・
八
セ
ン
チ

メ
□
ト
ル
に
各
階
の
興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数
の
最
大
の
階
に
お
け
る
当
該
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
数

値
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

出
入
口
が
面
す
る
屋
外
の
通
路
の
幅
員
は
□
そ
の
通
路
を
使
用
す
る
出
入
口
の
幅
員
の
合
計
以
上
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

前
項
の
通
路
は
□
道
□
公
園
□
広
場
そ
の
他
避
難
上
有
効
な
空
地
に
通
ず
る
よ
う
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

４ 

第
一
項
□
第
二
号
及
び
第
四
号
た
だ
し
書
を
除
く
□
□
の
規
定
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の

出
入
口
で
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
□
準
用

す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋

外
に
通
ず
る
出
入
口
□
と
あ
る
の
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
で
□
興
行
場
等
の
用
途

に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
で
な
い
も
の
□
と
□
同
項
第
一
号
中
□
二
以
上
□
と
あ
る
の
は

□
二
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
が
避
難
階
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
□
当
該
興
行
場
等
に
そ
の
用
途

に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
で
あ
つ
て
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
で
あ
る

も
の
が
あ
る
と
き
は
□
二
か
ら
当
該
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
で
あ
る
も
の
の
数
を
控
除
し
た
数
□
以
上
□
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

九
百
以
上 

四
百
五
十
以
上
九
百
未
満 

二
百
以
上
四
百
五
十
未
満 

二
百
未
満 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
な
い
場
合 

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
の
場
合 

二 二 二 二 一 

出
入
口 

の
数 

四 三 二 三 二 

非
常
口

の
数 
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二 

出
入
口
は
第
十
四
条
に
規
定
す
る
道
路
に
□
非
常
口
は
側
面
空
地
に
面
す
る
こ
と
□ 

三 

出
入
口
の
幅
員
は
□
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
□
非
常
口
の
幅
員
は
□
一
・
五
メ
□
ト

ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

四 
出
入
口
及
び
非
常
口
の
幅
員
の
合
計
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
十
平
方 

 
メ
□
ト
ル
に
つ
き
三
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
の
も
の
に
つ
い
て

は
□ 

 
二
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
出
入
口
及
び
非
常
口
□ 

第
十
六
条 

↓

★ 

 

一 
↓

★ 

 

二 
↓

★ 

 

三 

出
入
口
及
び
非
常
口
の
幅
員
は
□
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

 

四 
↓

★ 

  

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
出
入
口
及
び
非
常
口
□ 

第
十
六
条 

↓

★ 

 

一 

出
入
口
及
び
非
常
口
の
数
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て

次
の
表
に
掲
げ
る
数
以
上
設
け
る
こ
と
□ 

 

            

二 

出
入
口
は
道
に
□
非
常
口
は
側
面
空
地
に
面
す
る
こ
と
□ 

三 
↓

④ 

四 
↓

★ 

  

九
百
を
超
え
る
も
の 

四
百
五
十
を
超
え
九
百
以
内
の
も
の 

二
百
を
超
え
四
百
五
十
以
内
の
も
の 

二

百

以

内

の
も
の 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
な
い
場
合 

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
の
場
合 

二 二 二 二 一 

出
入
口 

の
数 

四 三 二 三 二 

非
常
口

の
数 
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⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
出
入
口
及
び
非
常
口
□ 

第
十
六
条 

↓

★ 

 

一 

出
入
口
及
び
非
常
口
の
数
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て

次
の
表
に
掲
げ
る
数
以
上
設
け
る
こ
と
□ 

                    

二 
↓

⑦ 

三 
↓

④ 

四 

出
入
口
及
び
非
常
口
の
幅
員
の
合
計
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
十
平
方 

 

メ
□
ト
ル
に
つ
き
三
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
政
令
百
十
五
条 

 

の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
も
の
に
つ
い 

 

て
は
□
二
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

九
百
を
超
え
る
も
の 

四
百
五
十
を
超
え
九
百
以
内
の
も
の 

二
百
を
超
え
四
百
五
十
以
内
の
も
の 

二

百

以

内

の
も
の 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位 

平
方
メ
□
ト
ル
□

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
政

令
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適

合
す
る
準
耐
火
構
造
で
な
い
場
合 

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
政

令
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適

合
す
る
準
耐
火
構
造
の
場
合 

二 二 二 二 一 

出
入
口 

の
数 

四 三 二 三 二 

非
常
口

の
数 
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⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

 

全
面
改
正 

 

□
屋
外
に
通
じ
る
出
入
口
等
□ 

第
十
六
条 
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
じ
る
出
入
口
は
□
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

出
入
口
は
□
避
難
上
有
効
な
位
置
に
二
以
上
設
け
る
こ
と
□ 

二 

出
入
口
は
□
道
□
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
は
□
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
道
路
を

い
う
□
以
下
同
じ
□
□
又
は
屋
外
の
通
路
に
面
す
る
こ
と
□ 

三 

出
入
口
の
幅
員
は
□
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

四 

出
入
口
の
幅
員
の
合
計
は
□
〇
・
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
に
当
該
建
築
物
に
あ
る
興
行
場
等

の
定
員
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
一
の
建
築
物
の
二
以

上
の
階
に
興
行
場
等
が
あ
る
場
合
で
□
次
条
第
三
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
構
造
の
直
通
階

段
を
設
け
る
と
き
は
□
〇
・
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
に
各
階
の
興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数
の

最
大
の
階
に
お
け
る
当
該
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

出
入
口
が
面
す
る
屋
外
の
通
路
の
幅
員
は
□
そ
の
通
路
を
使
用
す
る
出
入
口
の
幅
員
の
合
計

以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

前
項
の
通
路
は
□
道
□
公
園
□
広
場
そ
の
他
避
難
上
有
効
な
空
地
に
通
じ
る
よ
う
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
□ 

４ 

第
一
項
□
第
二
号
及
び
第
四
号
た
だ
し
書
を
除
く
□
□
の
規
定
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供

す
る
部
分
の
出
入
口
で
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
じ
る
出
入
口
で
な

い
も
の
に
つ
い
て
□
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
□
興

行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
じ
る
出
入
口
□
と
あ
る
の
は
□
興
行
場
等
の
用

途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
で
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
じ
る
出
入

口
で
な
い
も
の
□
と
□
同
項
第
一
号
中
□
二
以
上
□
と
あ
る
の
は
□
二
□
興
行
場
等
の
用
途
に

供
す
る
部
分
が
避
難
階
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
□
当
該
興
行
場
等
に
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
出
入
口
で
あ
つ
て
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
じ
る
出
入
口
で
あ
る
も

の
が
あ
る
と
き
は
□
二
か
ら
当
該
屋
外
に
通
じ
る
出
入
口
で
あ
る
も
の
の
数
を
控
除
し
た
数
□

以
上
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

   

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
等
□ 

第
十
六
条 

興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
は
□
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 
↓

⑩ 

二 

出
入
口
は
□
道
□
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
は
□
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
道
路
を

い
う
□
第
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
を
除
き
□
以
下
同
じ
□
□
又
は
屋
外
の
通
路
に
面
す
る

こ
と
□ 

三 

出
入
口
の
幅
員
は
□
一
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

四 
↓

⑩ 

２ 
↓

⑩ 
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３ 

前
項
の
通
路
は
□
道
□
公
園
□
広
場
そ
の
他
避
難
上
有
効
な
空
地
に
通
ず
る
よ
う
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
□ 

４ 
第
一
項
□
第
二
号
及
び
第
四
号
た
だ
し
書
を
除
く
□
□
の
規
定
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供

す
る
部
分
の
出
入
口
で
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
で
な

い
も
の
に
つ
い
て
□
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
□
興

行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
□
と
あ
る
の
は
□
興
行
場
等
の
用

途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
で
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
ず
る
出
入

口
で
な
い
も
の
□
と
□
同
項
第
一
号
中
□
二
以
上
□
と
あ
る
の
は
□
二
□
興
行
場
等
の
用
途
に

供
す
る
部
分
が
避
難
階
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
□
当
該
興
行
場
等
に
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
出
入
口
で
あ
つ
て
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
で
あ
る
も

の
が
あ
る
と
き
は
□
二
か
ら
当
該
屋
外
に
通
ず
る
出
入
口
で
あ
る
も
の
の
数
を
控
除
し
た
数
□

以
上
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
階
段
□ 

第
十
七
条 

興
行
場
等
の
客
用
の
直
通
階
段
は
避
難
の
安
全
の
目
的
を
達
す
る
よ
う
出
入
口
又
は

非
常
口
の
附
近
に
設
け
□
か
つ
□
そ
の
幅
員
の
合
計
は
□
前
条
第
四
号
に
規
定
す
る
幅
員
の
合

計
の
二
分
の
一
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

 

全
面
改
正 

 

□
直
通
階
段
の
配
置
等
□ 

第
十
七
条 

興
行
場
等
の
客
用
の
直
通
階
段
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

一 

直
通
階
段
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
又
は
客
用
の
廊
下
等
の
付
近
に
配 

 

置
し
□
か
つ
□
当
該
直
通
階
段
の
一
以
上
は
□
主
要
出
入
口
の
付
近
に
配
置
す
る
こ
と
□ 

二 

前
号
の
規
定
に
よ
り
主
要
出
入
口
の
付
近
に
配
置
さ
れ
た
直
通
階
段
の
幅
員
の
合
計
は
□ 

 

次
号
に
規
定
す
る
幅
員
の
合
計
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
□ 

三 

各
階
に
お
け
る
直
通
階
段
の
幅
員
の
合
計
は
□
〇
・
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
に
そ
の
直
上
階

以
上
の
階
□
地
階
に
あ
つ
て
は
□
当
該
階
以
下
の
階
□
の
興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
直
通
階
段
を
特
別
避
難
階
段
又
は
前
室
若
し

く
は
バ
ル
コ
ニ
□
付
の
屋
外
避
難
階
段
と
し
た
と
き
は
□
〇
・
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
に
興
行

場
等
の
定
員
の
合
計
数
の
最
大
の
階
に
お
け
る
当
該
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
□ 

現 

行 

□
直
通
階
段
の
配
置
等
□ 

第
十
七
条 

興
行
場
等
の
客
用
の
直
通
階
段
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

一 

直
通
階
段
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
又
は
客
用
の
廊
下
等
の
付
近
に
配

置
し
□
か
つ
□
当
該
直
通
階
段
の
一
以
上
は
□
主
要
出
入
口
の
付
近
に
配
置
す
る
こ
と
□ 

二 

前
号
の
規
定
に
よ
り
主
要
出
入
口
の
付
近
に
配
置
さ
れ
た
直
通
階
段
の
幅
員
の
合
計

は
□
次
号
に
規
定
す
る
幅
員
の
合
計
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
□ 

三 

各
階
に
お
け
る
直
通
階
段
の
幅
員
の
合
計
は
□
〇
・
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
に
そ
の
直

上
階
以
上
の
階
□
地
階
に
あ
つ
て
は
□
当
該
階
以
下
の
階
□
の
興
行
場
等
の
定
員
の
合

計
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
直
通
階
段
を
特
別
避
難
階
段

又
は
前
室
若
し
く
は
バ
ル
コ
ニ
□
付
の
屋
外
避
難
階
段
と
し
た
と
き
は
□
〇
・
八
セ
ン

チ
メ
□
ト
ル
に
興
行
場
等
の
定
員
の
合
計
数
の
最
大
の
階
に
お
け
る
当
該
合
計
数
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

四 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
か
ら
直
接
進
入
す
る
場
合
の
直
通
階
段
は
□
特
別
避
難

階
段
又
は
屋
外
避
難
階
段
と
す
る
こ
と
□ 

五 

直
通
階
段
に
は
□
回
り
段
を
設
け
な
い
こ
と
□ 
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四 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
か
ら
直
接
進
入
す
る
場
合
の
直
通
階
段
は
□
特
別
避
難
階
段

又
は
屋
外
避
難
階
段
と
す
る
こ
と
□ 

五 

直
通
階
段
に
は
□
回
り
段
を
設
け
な
い
こ
と
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
廊
下
等
□ 

第
十
八
条 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
及
び
観
覧
場
□
以
下
□
興
行
場
□
と
い
う
□
□
の
客
席
の

用
途
に
供
す
る
部
分
の
両
側
及
び
後
方
に
は
□
そ
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
の
数
値

以
上
の
幅
員
を
有
し
□
か
つ
□
互
い
に
連
絡
す
る
廊
下
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ

し
□
耐
火
建
築
物
又
は
簡
易
耐
火
建
築
物
で
廊
下
の
幅
員
を
同
表
の
数
値
の
一
・
五
倍
以
上
と

し
た
と
き
は
□
側
面
の
廊
下
を
片
側
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

２ 

前
項
の
廊
下
と
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
か
ら
の
出

入
口
に
戸
を
有
す
る
壁
に
よ
つ
て
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
か
ら
第
一
項
の
廊
下
へ
の
出
入
口
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

そ
の
数
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
第
十
六
条
第
一
号 

現 

行 

□
客
用
の
廊
下
等
□ 

第
十
八
条 

興
行
場
等
の
客
用
の
廊
下
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

一 

廊
下
の
幅
員
は
□
興
行
場
等
の
定
員
に
応
じ
て
次
の
表
の
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
の
扉
は
□
前
号
に
規
定
す
る
幅
員
の
二
分
の
一
以
上

を
妨
げ
な
い
こ
と
□ 

三 

廊
下
の
幅
員
は
□
原
則
と
し
て
避
難
す
る
方
向
に
向
か
つ
て
狭
く
し
な
い
こ
と
□ 

四 

廊
下
は
□
行
き
止
ま
り
状
と
な
る
部
分
の
長
さ
を
十
メ
□
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
□
た
だ

し
□
行
き
止
ま
り
状
の
部
分
の
先
端
付
近
に
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
□
又
は
こ
れ
に
類
す
る

も
の
を
設
け
た
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

五 

廊
下
に
高
低
差
を
設
け
る
場
合
は
□
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
□ 

イ 

傾
斜
路
と
す
る
場
合
は
□
こ
う
配
を
十
二
分
の
一
以
下
と
す
る
こ
と
□ 

ロ 

階
段
状
と
す
る
場
合
は
□
各
段
の
け
あ
げ
及
び
踏
面
が
均
一
で
あ
り
□
か
つ
□
け
あ
げ
は

十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
□
踏
面
は
三
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

 

二
百
以
上 

二
百
未
満 

客
席
の
用
途
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
の

合
計
□
単
位
平
方
メ

□
ト
ル
□ 

右
の
数
値
に
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
上

の
部
分
に
つ
い
て
十
平
方
メ
□
ト
ル
に
つ
い

て
一
・
七
を
加
え
て
得
た
数
値 

二
百 

主
要
出
入
口
に
接
す
る
廊
下
の
幅
員 

□
単
位
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□ 

同
上 

百
二
十 

そ
の
他
の
廊
下
の

幅
員 

□
単
位
セ
ン
チ
メ

□
ト
ル
□ 



59 

の
出
入
口
の
数
と
非
常
口
の
数
と
の
和
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

そ
の
幅
員
は
□
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

三 

そ
の
幅
員
の
合
計
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
十
平
方
メ
□
ト
ル
に
つ
き 

三
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
の
も
の
に
つ
い
て
は
二
十
セ
ン
チ
メ
□

ト
ル
□
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

四 

第
一
項
の
廊
下
又
は
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
内
の
通
路
に
は
□
段
を
設
け
て
は
な
ら 

な
い
□ 

  

② 

改
正 

昭
和
四
十
二
年 

八
月 

一
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
廊
下
等
□ 

第
十
八
条 

↓

★ 

２ 
↓

★ 

３ 
↓

★ 

 

一 
↓

★ 

 

二 
↓

★ 

 

三 
↓

★ 

 

四 

第
一
項
の
廊
下
又
は
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
内
の
通
路
に
は
□
段
を
設
け
て
は
な
ら

な
い
□
た
だ
し
□
段
床
を
縦
断
す
る
通
路
□
各
段
の
け
あ
げ
が
均
一
で
あ
つ
て
□
か
つ
□
十

八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
廊
下
等
□ 

第
十
八
条 

↓

★ 

２ 

興
行
場
の
主
要
出
入
口
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
場
合
で
廊
下
の
幅
員
を
前
項
の
規
定
に

よ
る
数
値
の
一
・
五
倍
以
上
と
し
た
と
き
は
□
そ
の
廊
下
は
□
第
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

る
前
面
空
地
及
び
側
面
空
地
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

３ 

第
一
項
の
廊
下
と
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
か
ら
の

出
入
口
に
戸
を
有
す
る
壁
に
よ
□
て
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
□↓

★
２
項
□ 

４ 
↓

★
３
項 

 

一 
↓

★ 

 

二 
↓

★ 

 

三 
↓

★ 

 

四 

第
一
項
の
廊
下
又
は
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
内
の
通
路
に
は
□
段
を
設
け
て
は
な
ら

な
い
□
た
だ
し
□
用
途
上
や
む
を
得
な
い
段
で
あ
つ
て
各
段
の
け
あ
げ
及
び
踏
面
が
均
一
で

あ
り
□
か
つ
□
け
あ
げ
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
□
踏
面
三
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
で

あ
る
も
の
を
有
す
る
廊
下
又
は
段
床
を
縦
断
す
る
通
路
で
あ
つ
て
各
段
の
け
あ
げ
が
均
一
で

あ
り
□
か
つ
□
十
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
で
あ
る
段
を
有
す
る
も
の
の
場
合
は
□
こ
の
限

り
で
な
い
□ 
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⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
廊
下
等
□ 

第
十
八
条 

↓
★ 

 

２ 
↓

④ 

３ 
↓

④ 

４ 
↓

★ 

 

一 
↓

★ 

 

二 
↓

★ 

 

三 
↓

★ 

 

四 
↓

④ 

二
百
を
超
え
る
も
の 

二
百
以
内
の
も
の 

客
席
の
用
途
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
の

合
計
□
単
位
平
方
メ

□
ト
ル
□ 

右
の
数
値
に
客
席
の
用
途
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百

平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
十
平
方
メ
□
ト
ル
に
つ
い

て
一
・
七
を
加
え
て
得
た
数
値 

二
百 

主
要
出
入
口
に
接
す
る
廊
下
の
幅
員 

□
単
位
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□ 

同
上 

百
二
十 

そ
の
他
の
廊
下
の
幅
員 

□
単
位
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□ 



61 

 

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
廊
下
等
□ 

第
十
八
条 
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
及
び
観
覧
場
□
以
下
□
興
行
場
□
と
い
う
□
□
の
客
席
の

用
途
に
供
す
る
部
分
の
両
側
及
び
後
方
に
は
□
そ
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
の
数
値

以
上
の
幅
員
を
有
し
□
か
つ
□
互
い
に
連
絡
す
る
廊
下
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ

し
□
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
廊
下
の
幅
員
を
同
表
の
数
値
の
一
・
五
倍
以
上
と
し

た
と
き
は
□
側
面
の
廊
下
を
片
側
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

             

２ 
↓

④ 

３ 
↓

④ 

４ 
↓

★ 

 

一 
↓

★ 

 

二 
↓

★ 

 

三 

そ
の
幅
員
の
合
計
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
十
平
方
メ
□
ト
ル
に
つ
き 

三
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
政
令
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
も
の
に
つ
い
て
は
□
二
十
セ
ン

チ
メ
□
ト
ル
□
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

 

四 
↓

④ 

   

二
百
を
超
え
る
の
も

の 二
百
以
内
の
も
の 

客
席
の
用
途
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
の

合
計
□
単
位
平
方
メ

□
ト
ル
□ 

右
の
数
値
に
客
席
の
用
途
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百

平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
十
平
方
メ
□
ト
ル
に
つ
い

て
一
・
七
を
加
え
て
得
た
数
値 

二
百 

主
要
出
入
口
に
接
す
る
廊
下
の
幅

員 □
単
位
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□ 

同
右 

百
二
十 

そ
の
他
の
廊
下
の
幅
員 

□
単
位
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□ 
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⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

 

全
面
改
正 

 

□
客
用
の
廊
下
等
□ 

第
十
八
条 
興
行
場
等
の
客
用
の
廊
下
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
□ 

一 

廊
下
の
幅
員
は
□
興
行
場
等
の
定
員
に
応
じ
て
次
の
表
の
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

 

二 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
の
扉
は
□
前
号
に
規
定
す
る
幅
員
の
二
分
の
一
以

上
を
妨
げ
な
い
こ
と
□ 

三 

廊
下
の
幅
員
は
□
原
則
と
し
て
避
難
す
る
方
向
に
向
か
つ
て
狭
く
し
な
い
こ
と
□ 

四 

廊
下
は
□
行
き
止
ま
り
状
と
な
る
部
分
の
長
さ
を
十
メ
□
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
□
た
だ 

し
□
行
き
止
ま
り
状
の
部
分
の
先
端
付
近
に
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
□
又
は
こ
れ
に
類
す

る
も
の
を
設
け
た
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

五 

廊
下
に
高
低
差
を
設
け
る
場
合
は
□
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
□ 

イ 

傾
斜
路
と
す
る
場
合
は
□
こ
う
配
を
十
二
分
の
一
以
下
と
す
る
こ
と
□ 

ロ 

階
段
状
と
す
る
場
合
は
□
各
段
の
け
あ
げ
及
び
踏
面
が
均
一
で
あ
り
□
か
つ
□
け
あ
げ 

 

は
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
□
踏
面
は
三
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

  
 

三
百
一
以
上 

三
百
以
下 

興
行
場
等
の
定
員 

□
単
位
人
□ 

右
の
数
値
に
興
行
場
等
の
定
員
が
三

百
人
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
百
人

ま
で
ご
と
に
十
を
加
え
て
得
た
数
値 

二
百 主

要
出
入
口
に
接
す
る
廊
下
の
幅

員 

□
単
位
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□ 

同
上 

百
二
十 

そ
の
他
の
廊
下
の
幅
員 

□
単
位
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□ 
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現 

行 

□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
□ 

第
十
八
条
の
二 

興
行
場
等
の
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
は
□
当
該
出
入
口
の
設
け
ら

れ
た
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
ご
と
に
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

一 

出
入
口
の
数
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
ご
と
の
定
員
に
応
じ
て
次
の
表
に
定
め
る
数

以
上
と
す
る
こ
と
□ 

千
五
百
一
以
上 

千
一
以
上
千
五
百
以
下 

六
百
一
以
上
千
以
下 

三
百
一
以
上
六
百
以
下 

三
十
一
以
上
三
百
以
下 

三
十
以
下 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
ご
と
の
定
員
□
単
位
人
□ 

六 五 四 三 二 一 

出
入
口
の
数 

              

二 

出
入
口
を
二
以
上
設
け
る
場
合
は
□
避
難
上
有
効
に
配
置
す
る
こ
と
□ 

三 

出
入
口
の
幅
員
は
□
一
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

四 

出
入
口
の
幅
員
の
合
計
は
□
〇
・
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
に
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分

ご
と
の
定
員
の
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
□ 
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制
定 

 

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

  

□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
□ 

第
十
八
条
の
二 

興
行
場
等
の
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
は
□
当
該
出
入
口
の
設
け

ら
れ
た
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
ご
と
に
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

一 

出
入
口
の
数
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
ご
と
の
定
員
に
応
じ
て
次
の
表
に
定
め
る 

 

数
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

              

二 

出
入
口
を

二
以
上
設
け
る
場
合
は
□
避
難
上
有
効
に
配
置
す
る
こ
と
□ 

三 

出
入
口
の
幅
員
は
□
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

四 

出
入
口
の
幅
員
の
合
計
は
□
〇
・
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
に
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
ご

と
の
定
員
の
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
□ 

第
十
八
条
の
二 

↓

⑩ 

一 
↓

⑩ 

二 
↓

⑩ 

三 

出
入
口
の
幅
員
は
□
一
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

四 
↓

⑩ 

  
 

千
五
百
一
以
上 

千
一
以
上
千
五
百
以
下 

六
百
一
以
上
千
以
下 

三
百
一
以
上
六
百
以
下 

三
十
一
以
上
三
百
以
下 

三
十
以
下 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
ご
と
の
定
員
□
単
位
人
□ 

六 五 四 三 二 一 

出
入
口
の
数 
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制
定 

 

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

  

□
客
席
の
構
造
□ 

第
十
八
条
の
三 

興
行
場
等
の
客
席
の
構
造
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

一 

い
す
席
に
つ
い
て
は
□
い
す
の
前
後
間
隔
□
前
席
い
す
の
最
後
部
と
後
席
い
す
の
最
前
部 

 

の
間
で
通
行
に
使
用
で
き
る
部
分
の
間
隔
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
を
水
平
投
影
距
離
で
三 

 

十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

立
見
席
に
つ
い
て
は
□
立
見
席
以
外
の
客
席
の
後
方
に
配
置
し
□
縦
通
路
に
面
す
る
こ
と
□ 

三 

立
見
席
の
前
面
及
び
主
階
以
外
に
あ
る
客
席
の
前
面
に
は
□
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト 

 
 

 
 

 

ル
以
上
の
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
□
た
だ
し
□
主
階
以
外
に
あ
る
客
席
の
前
面
に
広
い
幅
の 

手
す
り
壁
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
な
い
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

四 

段
床
に
客
席
を
設
け
る
場
合
で
前
段
と
の
高
さ
の
差
が
五
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
あ
る

と
き
は
□
当
該
客
席
の
前
面
に
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
の
手
す
り
を
設
け
る
こ

と
□
た
だ
し
□
客
席
の
前
面
に
広
い
幅
の
手
す
り
壁
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
安
全
上
支
障

が
な
い
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

  

現 

行 

□
客
席
の
構
造
□ 

第
十
八
条
の
三 

興
行
場
等
の
客
席
の
構
造
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
□ 

一 

い
す
席
に
つ
い
て
は
□
い
す
の
前
後
間
隔
□
前
席
い
す
の
最
後
部
と
後
席
い
す
の
最
前

部
の
間
で
通
行
に
使
用
で
き
る
部
分
の
間
隔
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
を
水
平
投
影
距
離

で
三
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

立
見
席
に
つ
い
て
は
□
立
見
席
以
外
の
客
席
の
後
方
に
配
置
し
□
縦
通
路
に
面
す
る
こ

と
□ 

三 

立
見
席
の
前
面
及
び
主
階
以
外
に
あ
る
客
席
の
前
面
に
は
□
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
□

ト
ル
以
上
の
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
□
た
だ
し
□
主
階
以
外
に
あ
る
客
席
の
前
面
に
広
い

幅
の
手
す
り
壁
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
な
い
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 

四 

段
床
に
客
席
を
設
け
る
場
合
で
前
段
と
の
高
さ
の
差
が
五
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
あ

る
と
き
は
□
当
該
客
席
の
前
面
に
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
の
手
す
り
を
設
け

る
こ
と
□
た
だ
し
□
客
席
の
前
面
に
広
い
幅
の
手
す
り
壁
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
安
全

上
支
障
が
な
い
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 
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現 

行 

□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
通
路
の
配
置
等
□ 

第
十
八
条
の
四 

興
行
場
等
の
客
席
が
い
す
席
の
場
合
の
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
通
路
は
□

次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

客
席
の
横
列
の
八
席
□
い
す
の
前
後
間
隔
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
と
き

は
□
一
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
を
増
す
ご
と
に
八
席
に
一
席
を
加
え
た
席
数
と
し
□
二
十
席
を

限
度
と
す
る
□
□
ま
で
ご
と
に
両
側
に
縦
通
路
を
設
け
る
こ
と
□
た
だ
し
□
縦
通
路
に
よ

つ
て
区
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
客
席
の
横
列
が
四
席
□
い
す
の
前
後
間
隔
が
三
十
五
セ
ン

チ
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
□
二
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
を
増
す
ご
と
に
四
席
に
一
席
を
加

え
た
席
数
と
し
□
十
席
を
限
度
と
す
る
□
□
以
下
の
場
合
は
□
客
席
の
片
側
の
み
に
縦
通

路
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

二 

縦
通
路
の
幅
員
は
□
客
席
が
そ
の
両
側
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
八
十
セ
ン
チ
メ
□
ト

ル
以
上
□
客
席
が
そ
の
片
側
の
み
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
六
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上

と
す
る
こ
と
□ 

三 

客
席
の
縦
列
の
二
十
席
ま
で
ご
と
に
横
通
路
を
設
け
□
そ
の
幅
員
は
□
一
メ
□
ト
ル
以

上
と
す
る
こ
と
□ 

四 

縦
通
路
の
最
前
部
及
び
最
後
部
は
□
横
通
路
に
連
結
し
□
又
は
客
席
の
用
途
に
供
す
る

部
分
の
出
入
口
に
直
通
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
縦
通
路
の
最
前
部
及
び
最
後
部
か
ら
横
通

路
又
は
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
ま
で
の
長
さ
が
十
メ
□
ト
ル
以
下
の
と
き

は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

五 

横
通
路
の
両
端
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
に
直
通
す
る
こ
と
□
た
だ

し
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
ま
で
の
長
さ
が
十
メ
□
ト
ル
以
下
の
と
き

は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

２ 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
両
側
に
幅
員
が
八
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
の
縦
通
路
を
設

け
□
か
つ
□
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
横
列
の
客
席
数
及
び
い
す
の
前
後
間
隔
に
応

じ
て
□
縦
列
の
客
席
数
ご
と
に
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
両
側
に
出
入
口
を
設
け
た
場
合

は
□
前
項
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
横
列
の
客
席
数
は
□
六
十
席
を

超
え
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

四
十
一
席
以
上
六
十
席
以
下 

三
十
一
席
以
上
四
十
席
以
下 

二
十
一
席
以
上
三
十
席
以
下 

十
三
席
以
上
二
十
席
以
下 

九
席
以
上
十
二
席
以
下 

八
席
以
下 

横
列
の
客
席
数 

六
十
以
上 

六
十
以
上 

六
十
以
上 

五
十
以
上 

四
十
以
上 

三
十
五
以
上 

い
す
の
前
後
間
隔 

□
単
位
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□ 

二
席
以
下 

三
席
以
下 

四
席
以
下 

六
席
以
下 

十
席
以
下 

十
五
席
以
下 

一
の
出
入
口
を
設
け

る
縦
列
の
客
席
数 
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制
定 

 

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

 

□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
通
路
の
配
置
等
□ 

第
十
八
条
の
四 

興
行
場
等
の
客
席
が
い
す
席
の
場
合
の
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
通
路
は
□

次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

客
席
の
横
列
の
八
席
□
い
す
の
前
後
間
隔
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
□

一
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
を
増
す
ご
と
に
八
席
に
一
席
を
加
え
た
席
数
と
し
□
二
十
席
を
限
度
と
す

る
□
□
ま
で
ご
と
に
両
側
に
縦
通
路
を
設
け
る
こ
と
□
た
だ
し
□
縦
通
路
に
よ
つ
て
区
分
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
客
席
の
横
列
が
四
席
□
い
す
の
前
後
間
隔
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
を
超
え

る
と
き
は
□
二
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
を
増
す
ご
と
に
四
席
に
一
席
を
加
え
た
席
数
と
し
□
十
席
を

限
度
と
す
る
□
□
以
下
の
場
合
は
□
客
席
の
片
側
の
み
に
縦
通
路
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

二 

縦
通
路
の
幅
員
は
□
客
席
が
そ
の
両
側
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
八
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以

上
□
客
席
が
そ
の
片
側
の
み
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
六
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ

と
□ 

三 

客
席
の
縦
列
の
二
十
席
ま
で
ご
と
に
横
通
路
を
設
け
□
そ
の
幅
員
は
□
一
メ
□
ト
ル
以
上
と

す
る
こ
と
□ 

四 

縦
通
路
の
最
前
部
及
び
最
後
部
は
□
横
通
路
に
連
結
し
□
又
は
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
出
入
口
に
直
通
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
縦
通
路
の
最
前
部
及
び
最
後
部
か
ら
横
通
路
又
は
客

席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
ま
で
の
長
さ
が
十
メ
□
ト
ル
以
下
で
あ
つ
て
□
用
途
上
又

は
構
造
上
や
む
を
得
ず
□
か
つ
□
避
難
上
支
障
が
な
い
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

五 

横
通
路
の
両
端
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
に
直
通
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
ま
で
の
長
さ
が
十
メ
□
ト
ル
以
下
で
あ
つ
て
□
用
途
上

又
は
構
造
上
や
む
を
得
ず
□
か
つ
□
避
難
上
支
障
が
な
い
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

２ 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
両
側
に
幅
員
が
八
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
の
縦
通
路
を
設

け
□
か
つ
□
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
横
列
の
客
席
数
及
び
い
す
の
前
後
間
隔
に
応
じ

て
□
縦
列
の
客
席
数
ご
と
に
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
両
側
に
出
入
口
を
設
け
た
場
合
は
□

前
項
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
横
列
の
客
席
数
は
□
六
十
席
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
□ 

 

３ 

興
行
場
等
の
客
席
が
ま
す
席
の
場
合
は
□
当
該
ま
す
席
は
□
幅
員
が
四
十
セ
ン
チ
メ
□
ト

ル
以
上
の
縦
通
路
又
は
横
通
路
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

４ 
通
路
を
傾
斜
路
と
す
る
場
合
は
□
こ
う
配
を
十
分
の
一
□
滑
り
止
め
等
を
設
け
た
と
き

は
□
八
分
の
一
□
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

５ 

通
路
に
は
□
段
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
段
床
を
縦
断
す
る
場
合
そ
の
他
客
席

の
構
造
上
や
む
を
得
な
い
場
合
は
□
通
路
を
階
段
状
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□
こ
の
場
合
に

お
い
て
□
階
段
状
の
通
路
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

各
段
の
け
あ
げ
及
び
踏
面
が
均
一
で
あ
り
□
か
つ
□
け
あ
げ
は
十
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル

以
下
□
踏
面
は
二
十
六
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

通
路
の
高
低
差
が
三
メ
□
ト
ル
ま
で
ご
と
に
□
横
通
路
又
は
廊
下
等
に
連
絡
す
る
ず
い

道
に
通
じ
て
い
る
こ
と
□
た
だ
し
□
通
路
の
こ
う
配
が
五
分
の
一
以
下
の
場
合
は
□
こ
の

限
り
で
な
い
□ 
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３ 

興
行
場
等
の
客
席
が
ま
す
席
の
場
合
は
□
当
該
ま
す
席
は
□
幅
員
が
四
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル

以
上
の
縦
通
路
又
は
横
通
路
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

４ 

通
路
を
傾
斜
路
と
す
る
場
合
は
□
こ
う
配
を
十
分
の
一
□
滑
り
止
め
等
を
設
け
た
と
き
は
□

八
分
の
一
□
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

５ 

通
路
に
は
□
段
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
段
床
を
縦
断
す
る
場
合
そ
の
他
客
席
の

構
造
上
や
む
を
得
な
い
場
合
は
□
通
路
を
階
段
状
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□
こ
の
場
合
に
お
い

て
□
階
段
状
の
通
路
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

各
段
の
け
あ
げ
及
び
踏
面
が
均
一
で
あ
り
□
か
つ
□
け
あ
げ
は
十
八
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以 

下
□
踏
面
は
二
十
六
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

通
路
の
高
低
差
が
三
メ
□
ト
ル
ま
で
ご
と
に
□
横
通
路
又
は
廊
下
等
に
連
絡
す
る
ず
い
道 

に
通
じ
て
い
る
こ
と
□
た
だ
し
□
通
路
の
こ
う
配
が
五
分
の
一
以
下
の
場
合
は
□
こ
の
限
り 

で
な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
通
路
の
配
置
等
□ 

第
十
八
条
の
四 

↓

⑩ 

一 
↓

⑩ 

二 
↓

⑩ 

三 
↓

⑩ 

四 

縦
通
路
の
最
前
部
及
び
最
後
部
は
□
横
通
路
に
連
結
し
□
又
は
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
出
入
口
に
直
通
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
縦
通
路
の
最
前
部
及
び
最
後
部
か
ら
横
通
路
又
は
客

席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
ま
で
の
長
さ
が
十
メ
□
ト
ル
以
下
の
と
き
は
□
こ
の
限
り

で
な
い
□ 

五 

横
通
路
の
両
端
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
に
直
通
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
ま
で
の
長
さ
が
十
メ
□
ト
ル
以
下
の
と
き
は
□
こ
の
限

り
で
な
い
□ 

２ 
↓

⑩ 

３ 
↓

⑩ 

四
十
一
席
以
上
六
十
席
以
下 

三
十
一
席
以
上
四
十
席
以
下 

二
十
一
席
以
上
三
十
席
以
下 

十
三
席
以
上
二
十
席
以
下 

九
席
以
上
十
二
席
以
下 

八
席
以
下 

横
列
の
客
席
数 

六
十
以
上 

六
十
以
上 

六
十
以
上 

五
十
以
上 

四
十
以
上 

三
十
五
以
上 

い
す
の
前
後
間
隔 

□
単
位
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□ 

二
席
以
下 

三
席
以
下 

四
席
以
下 

六
席
以
下 

十
席
以
下 

十
五
席
以
下 

一
の
出
入
口
を
設
け

る
縦
列
の
客
席
数 
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４ 
↓

⑩ 
５ 

↓

⑩ 
一 

↓

⑩ 
二 

↓
⑩ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
喫
煙
所
□ 

第
十
九
条 

興
行
場
は
□
適
当
な
位
置
に
喫
煙
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 
三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 
一
日 

  

□
喫
煙
所
□ 

第
十
九
条 

興
行
場
に
は
□
前
条
の
規
定
に
よ
る
廊
下
の
幅
員
を
有
効
に
保
持
で
き
る
位
置
に
喫

煙
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

  

□
喫
煙
所
□ 

第
十
九
条 

劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
及
び
観
覧
場
□
次
条
に
お
い
て
□
興
行
場
□
と
い
う
□
□

に
は
□
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
廊
下
の
幅
員
を
有
効
に
保
持
で
き
る
位
置
に
喫
煙
所
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑪ 

改
正 

平
成 

七
年 

三
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

七
年 

七
月 

一
日 

 

第
十
九
条 

削
除 

   
 

 

現 

行 

第
十
九
条 

削
除 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
便
所
□ 

第
二
十
条 

興
行
場
の
便
所
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

男
子
用
の
便
所
と
女
子
用
の
便
所
を
区
画
し
て
設
け
る
こ
と
□ 

二 

便
器
の
総
数
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
□
ト
ル 

以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
十
五
平
方
メ
□
ト
ル
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
六
百
平
方
メ 

―

ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
二
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
六
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
九
百 

平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
三
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
九
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ

え
る
部
分
に
つ
い
て
は
六
十
平
方
メ
□
ト
ル
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
便
器
一
つ
を
増
す
こ
と
と
し

て
算
定
し
た
数
と
す
る
こ
と
□ 

三 

男
子
用
便
器
の
総
数
と
女
子
用
便
器
の
総
数
は
□
ほ
ぼ
同
数
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
興 

行
場
の
種
類
□
規
模
又
は
用
途
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

四 

男
子
用
小
便
器
五
ご
と
に
男
子
用
大
便
器
一
を
設
け
る
こ
と
□ 

  

 

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
便
所
□ 

第
二
十
条 

↓

★ 

 

一 
↓

★ 

 

二 

便
器
の
総
数
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
□
ト
ル 

以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
十
五
平
方
メ
□
ト
ル
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
六
百
平
方
メ

□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
二
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
六
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
九
百

平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
三
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
九
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ

え
る
部
分
に
つ
い
て
は
六
十
平
方
メ
□
ト
ル
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
便
器
一
つ
を
増
す
こ
と
と
し

て
累
計
し
た
数
と
す
る
こ
と
□ 

三 
↓

★ 

四 
↓

★ 

  

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
便
所
□ 

第
二
十
条 

↓

★ 

 

一 
↓

★ 

二 

便
器
の
総
数
は
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
□
ト
ル 

以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
十
五
平
方
メ
□
ト
ル
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
六
百
平
方
メ

現 

行 

第
二
十
条 

削
除 
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□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
二
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
六
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
九
百

平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
三
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
九
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超

え
る
部
分
に
つ
い
て
は
六
十
平
方
メ
□
ト
ル
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
便
器
一
つ
を
増
す
こ
と
と
し

て
累
計
し
た
数
以
上
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
興
業
場
の
種
類
又
は
用
途
に
よ
り
□
衛
生
上

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

三 

男
子
用
便
器
の
総
数
と
女
子
用
便
器
の
総
数
は
□
ほ
ぼ
同
数
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
興 

行
場
の
種
類
□
規
模
又
は
用
途
に
よ
り
□
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ

の
限
り
で
な
い
□ 

四 

男
子
用
小
便
器
五
ご
と
に
男
子
用
大
便
器
一
以
上
を
設
け
る
こ
と
□ 

   

⑪ 

改
正 

平
成 

七
年 

三
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

七
年 

七
月 
一
日 

 

第
二
十
条 

削
除 
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★ 
制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
換
気
設
備
□ 

第
二
十
一
条 

興
行
場
の
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
に
は
□
動
力
換
気
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
四
百
平
方
メ
□
ト
ル

未
満
の
も
の
□
地
下
に
あ
る
も
の
を
除
く
□
□
に
つ
い
て
は
□
動
力
換
気
設
備
に
代
え
て
適
当

な
自
然
換
気
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

前
項
の
動
力
換
気
設
備
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

一 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
一
平
方
メ
□
ト
ル
に
つ
い
て
毎
時
七
十
五
立
方
メ

□
ト
ル
□
温
湿
度
調
整
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
□
二
十
五
立
方
メ
□
ト
ル
□
以
上

の
清
浄
な
外
気
を
供
給
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
□ 

二 

動
力
換
気
設
備
の
外
気
の
取
入
口
は
□
地
上
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
場
所
に
設
け
る
こ
と
□ 

三 

換
気
用
風
道
は
□
不
燃
性
の
構
造
と
し
□
防
火
上
必
要
な
位
置
に
防
火
ダ
ン
パ
□
を
設
け

る
こ
と
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
二
十
一
条 

削
除 

 
 

 

現 

行 

第
二
十
一
条 

削
除 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
客
席
部
と
舞
台
部
と
の
区
画
□ 

第
二
十
二
条 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る

興
行
場
は
□
舞
台
□
花
道
を
除
く
□
□
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分

と
の
境
界
を
屋
根
裏
に
ま
で
達
す
る
耐
火
構
造
の
額
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は

防
火
戸
を
設
け
る
等
防
火
上
有
効
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

① 

改
正 

昭
和
三
十
九
年 

八
月 

一
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
客
席
部
と
舞
台
部
と
の
区
画
□ 

第
二
十
二
条 

↓

★ 

２ 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
九
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
興
行
場
に

つ
い
て
は
□
前
項
の
開
口
部
に
は
□
自
閉
甲
種
防
火
戸
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る

防
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

映
画
館
又
は
観
覧
場
で
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
前
二
項
の

規
定
を
適
用
し
な
い
□ 

  

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
客
席
部
と
舞
台
部
と
の
区
画
□ 

第
二
十
二
条 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る

興
行
場
は
□
舞
台
□
花
道
を
除
く
□
□
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分

と
の
境
界
を
屋
根
裏
に
ま
で
達
す
る
耐
火
構
造
の
額
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は

防
火
戸
又
は
防
炎
幕
を
設
け
る
等
防
火
上
有
効
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 
↓

① 

現 

行 

□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
舞
台
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
の
区
画
□ 

第
二
十
二
条 

定
員
が
三
百
人
を
超
え
る
興
行
場
等
は
□
舞
台
□
花
道
を
除
く
□
□
の
用
途
に
供

す
る
部
分
□
当
該
部
分
の
床
面
積
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
□
□
と
客
席
の
用

途
に
供
す
る
部
分
と
の
境
界
を
屋
根
裏
又
は
直
上
階
の
床
に
達
す
る
準
耐
火
構
造
の
額
壁
で
区

画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
防
炎
幕
を
設
け
る
等
防
火
上
有
効
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

２ 

定
員
が
千
五
百
人
を
超
え
る
興
行
場
等
は
□
前
項
の
境
界
を
屋
根
裏
又
は
直
上
階
の
床
に
達

す
る
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
額
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部

に
は
□
自
動
的
に
閉
鎖
又
は
作
動
を
す
る
構
造
の
特
定
防
火
設
備
□
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
□

ヘ
□
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
□
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
設
備

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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３ 
↓

① 

  
⑩ 
改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
客
席
部
と
舞
台
部
と
の
区
画
□ 

第
二
十
二
条 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る

興
行
場
は
□
舞
台
□
花
道
を
除
く
□
□
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分

と
の
境
界
を
屋
根
裏
に
ま
で
達
す
る
耐
火
構
造
又
は
準
耐
火
構
造
の
額
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□

そ
の
開
口
部
に
は
防
火
戸
又
は
防
炎
幕
を
設
け
る
等
防
火
上
有
効
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

２ 

客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
九
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
興
行
場
に

つ
い
て
は
□
前
項
の
開
口
部
に
は
□
自
閉
甲
種
防
火
戸
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る

防
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

映
画
館
又
は
観
覧
場
で
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
前
各
項
の

規
定
を
適
用
し
な
い
□ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

  

□
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
舞
台
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
の
区
画
□ 

第
二
十
二
条 

定
員
が
三
百
人
を
超
え
る
興
行
場
等
は
□
舞
台
□
花
道
を
除
く
□
□
の
用
途
に
供

す
る
部
分
と
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
の
境
界
を
屋
根
裏
又
は
直
上
階
の
床
に
達
す
る
耐

火
構
造
又
は
準
耐
火
構
造
の
額
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
防
火
戸
又
は
防
炎
幕

を
設
け
る
等
防
火
上
有
効
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

定
員
が
千
五
百
人
を
超
え
る
興
行
場
等
は
□
前
項
の
境
界
を
屋
根
裏
又
は
直
上
階
の
床
に
達

す
る
耐
火
構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適

合
す
る
準
耐
火
構
造
の
額
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
□
自
動
的
に
閉
鎖
す
る
構

造
の
甲
種
防
火
戸
□
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
□
ヘ
□
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
□
設
備
そ
の

他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
防
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 
↓

⑩
□
同
日
施
行
分
□ 

  

⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
客
席
の
用
途
の
供
す
る
部
分
と
舞
台
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
の
区
画
□ 

第
二
十
二
条 

定
員
が
三
百
人
を
超
え
る
興
行
場
等
は
□
舞
台
□
花
道
を
除
く
□
□
の
用
途
に
供

す
る
部
分
と
客
席
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
の
境
界
を
屋
根
裏
又
は
直
上
階
の
床
に
達
す
る
耐

火
構
造
又
は
準
耐
火
構
造
の
額
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
防
火
戸
又
は
防
炎
幕

を
設
け
る
等
防
火
上
有
効
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

定
員
が
千
五
百
人
を
超
え
る
興
行
場
等
は
□
前
項
の
境
界
を
屋
根
裏
又
は
直
上
階
の
床
に
達
す

る
耐
火
構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
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火
構
造
の
額
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
□
自
動
的
に
閉
鎖
又
は
作
動
を
す
る
構
造

の
特
定
防
火
設
備
□
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
□
ヘ
□
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
□
設
備
そ
の
他

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
防
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 
↓

⑩
□
同
日
施
行
分
□ 

  

⑮ 

改
正 
平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
客
席
の
用
途
の
供
す
る
部
分
と
舞
台
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
の
区
画
□ 

第
二
十
二
条 

定
員
が
三
百
人
を
超
え
る
興
行
場
等
は
□
舞
台
□
花
道
を
除
く
□
□
の
用
途
に
供

す
る
部
分
□
当
該
部
分
の
床
面
積
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
□
□
と
客
席
の
用

途
に
供
す
る
部
分
と
の
境
界
を
屋
根
裏
又
は
直
上
階
の
床
に
達
す
る
準
耐
火
構
造
の
額
壁
で
区

画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
防
炎
幕
を
設
け
る
等
防
火
上
有
効
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

２ 

定
員
が
千
五
百
人
を
超
え
る
興
行
場
等
は
□
前
項
の
境
界
を
屋
根
裏
又
は
直
上
階
の
床
に
達
す

る
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
額
壁

で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
□
自
動
的
に
閉
鎖
又
は
作
動
を
す
る
構
造
の
特
定
防
火
設

備
□
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
□
ヘ
□
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
□
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等

以
上
の
効
力
を
有
す
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

映
画
館
又
は
観
覧
場
で
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
前
各
項
の

規
定
を
適
用
し
な
い
□ 

  

⑱ 

改
正 

平
成 

二
十
七
年 

七
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
七
年 

八
月 

一
日 

  

□
客
席
の
用
途
の
供
す
る
部
分
と
舞
台
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
の
区
画
□ 

第
二
十
二
条 

↓

⑮ 

２ 

定
員
が
千
五
百
人
を
超
え
る
興
行
場
等
は
□
前
項
の
境
界
を
屋
根
裏
又
は
直
上
階
の
床
に
達
す

る
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
額
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に

は
□
自
動
的
に
閉
鎖
又
は
作
動
を
す
る
構
造
の
特
定
防
火
設
備
□
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
□
ヘ
□

ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
□
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
設
備
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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制
定 

 

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

  

□
主
階
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
興
行
場
の
構
造
□ 

第
二
十
二
条
の
二 

主
階
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
は
□

耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
項
の
建
築
物
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
を
耐

火
構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る

準
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
□
政
令
第
百
十
二
条
第
十
四

項
□
第
三
号
を
除
く
□
□
に
定
め
る
甲
種
防
火
戸
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
主
階
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
興
行
場
の
構
造
□ 

第
二
十
二
条
の
二 

↓

⑩ 

２ 

前
項
の
建
築
物
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
を
耐
火

構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造

の
床
又
は
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
□
政
令
第
百
十
二
条
第
十
四
項
第
二
号
に
定

め
る
特
定
防
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑱ 

改
正 

平
成 

二
十
七
年 

七
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
七
年 

八
月 

一
日 

 

□
主
階
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
興
行
場
の
構
造
□ 

第
二
十
二
条
の
二 

主
階
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
法

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
□
政
令
第
百
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適

現 

行 

□
主
階
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
興
行
場
等
の
構
造
□ 

第
二
十
二
条
の
二 

主
階
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
法

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
□
政
令
第
百
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
に
限
る
□
□
を
除
く
□
□
は
□
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ

し
□
階
数
が
三
以
下
で
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限

り
で
な
い
□ 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
政
令
第
百
九
条
の
八
に
定
め
る
部
分
が
二
以
上
あ
る

建
築
物
の
当
該
建
築
物
の
部
分
は
□
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
□ 

３ 

第
一
項
の
建
築
物
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と

を
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開

口
部
に
は
□
政
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
定
め
る
特
定
防
火
設
備
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
□
□ 
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合
す
る
も
の
に
限
る
□
□
を
除
く
□
□
は
□
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 
２ 
前
項
の
建
築
物
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
を
一

時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に

は
□
政
令
第
百
十
二
条
第
十
四
項
第
二
号
に
定
め
る
特
定
防
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

  

㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
主
階
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
興
行
場
等
の
構
造
□ 

第
二
十
二
条
の
二 

主
階
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
法

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
□
政
令
第
百
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
に
限
る
□
□
を
除
く
□
□
は
□
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□

階
数
が
三
以
下
で
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で

な
い
□ 

２ 

前
項
の
建
築
物
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
を
一

時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に

は
□
政
令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
に
定
め
る
特
定
防
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

  

㉕ 

改
正 

令
和
二
年
十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
二
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
主
階
が
避
難
階
以
外
の
階
に
あ
る
興
行
場
等
の
構
造
□ 

第
二
十
二
条
の
二 

↓

㉔ 

２ 

前
項
の
建
築
物
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
を
一

時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に

は
□
政
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
定
め
る
特
定
防
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

  

㉗ 

改
正 

令
和
六
年 

三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

施
行 

令
和
六
年 

四
月 

一
日 

第
二
十
二
条
の
二 

↓

㉔ 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
政
令
第
百
九
条
の
八
に
定
め
る
部
分
が
二
以
上
あ
る
建

築
物
の
当
該
建
築
物
の
部
分
は
□
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
□ 

３ 

第
一
項
の
建
築
物
は
□
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
を

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
で
区
画
し
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に

は
□
政
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
定
め
る
特
定
防
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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制
定 

 

⑩ 

改
正 

平
成 
五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

六
年 
一
月 

一
日 

  

□
興
行
場
等
に
係
る
規
定
の
適
用
除
外
□ 

第
二
十
二
条
の
三 

こ
の
節
の
規
定
は
□
特
定
行
政
庁
が
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の

位
置
□
建
築
材
料
□
構
造
方
法
等
に
つ
い
て
こ
の
節
の
規
定
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
場
合
と
同

等
以
上
に
安
全
上
□
防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
適
用
し

な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
興
行
場
等
に
係
る
規
定
の
適
用
除
外
□ 

第
二
十
二
条
の
三 

こ
の
節
の
規
定
は
□
知
事
が
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
位
置
□

建
築
材
料
□
構
造
方
法
等
に
つ
い
て
こ
の
節
の
規
定
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
場
合
と
同
等
以
上

に
安
全
上
□
防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
適
用
し
な
い
□ 

   
 

 

現 

行 

□
興
行
場
等
に
係
る
規
定
の
適
用
除
外
□ 

第
二
十
二
条
の
三 

こ
の
節
の
規
定
は
□
知
事
が
興
行
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
位
置
□
建

築
材
料
□
構
造
方
法
等
に
つ
い
て
こ
の
節
の
規
定
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
場
合
と
同
等
以
上
に
安

全
上
□
防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
適
用
し
な
い
□ 
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第
四
節 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
□
百
貨
店
及
び
マ
□
ケ
□
ト 

 
 

 
 

三
千
を
超
え
る
も
の 

二
千
を
超
え
三
千
以
内
の
も
の 

千
を
超
え
二
千
以
内
の
も
の 

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

十 八 六 五 

道
路
の
幅
員 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

 
現 

行 
□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
二
十
三
条 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
及
び
百
貨
店
□
以
下
□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
□

と
い
う
□
□
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え

る
も
の
の
敷
地
は
□
当
該
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅
員
を
有

す
る
道
路
に
当
該
敷
地
の
外
周
の
長
さ
の
七
分
の
一
以
上
が
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

           

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
用
途
に
供
す
る
当
該
建
築
物

の
敷
地
の
外
周
の
長
さ
の
三
分
の
一
以
上
が
二
以
上
の
道
路
に
接
し
て
い
る
場
合
の
当
該
道
路

の
幅
員
は
□
当
該
建
築
物
の
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に

掲
げ
る
数
値
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

三
千
を
超
え
る
も
の 

二
千
を
超
え
三
千
以
内
の
も
の 

千
を
超
え
二
千
以
内
の
も
の 

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

八 六 五 四 

一
の
道
路 

道
路
の
幅
員 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

六 五 四 四 

他
の
道
路 

            

３ 

前
各
項
の
規
定
は
□
知
事
が
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況

そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
適
用

し
な
い
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
百
貨
店
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

第
二
十
三
条 

百
貨
店
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
千
平
方
メ
□
ト
ル
以

上
の
も
の
の
敷
地
は
□
二
方
面
以
上
道
路
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
敷
地
の
外

周
の
長
さ
の
三
分
の
一
以
上
が
道
路
に
接
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 
四
月 

一
日 

 

全
面
改
正 

 

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

 

第
二
十
三
条 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
及
び
百
貨
店
□
以
下
□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
□

と
い
う
□
□
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え

る
も
の
の
敷
地
は
□
当
該
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅
員
を
有

す
る
道
路
に
敷
地
の
外
周
の
長
さ
の
七
分
の
一
以
上
が
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

           

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
用
途
に
供
す
る
当
該
建
築
物

の
敷
地
の
外
周
の
長
さ
の
三
分
の
一
以
上
が
二
以
上
の
道
路
に
接
し
て
い
る
場
合
の
当
該
道
路

の
幅
員
は
□
当
該
建
築
物
の
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に

掲
げ
る
数
値
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

           

３ 

前
二
項
の
規
定
は
□
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
に
公
園
□
広
場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
そ

三
千
を
超
え
る
も
の 

二
千
を
超
え
三
千
以
内
の
も
の 

千
を
超
え
二
千
以
内
の
も
の 

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

十 八 六 五 

道
路
の
幅
員 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

三
千
を
超
え
る
も
の 

二
千
を
超
え
三
千
以
内
の
も
の 

千
を
超
え
二
千
以
内
の
も
の 

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

八 六 五 四 

一
の
道
路 

道
路
の
幅
員 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

六 五 四 四 

他
の
道
路 
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の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
適

用
し
な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 
平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
□ 

 

第
二
十
三
条 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
及
び
百
貨
店
□
以
下
□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
□

と
い
う
□
□
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え

る
も
の
の
敷
地
は
□
当
該
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅
員
を
有

す
る
道
路
に
当
該
敷
地
の
外
周
の
長
さ
の
七
分
の
一
以
上
が
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

           

２ 
↓

⑦ 

３ 

前
各
項
の
規
定
は
□
知
事
が
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況

そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
適
用

し
な
い
□ 

  
 

三
千
を
超
え
る
も
の 

二
千
を
超
え
三
千
以
内
の
も
の 

千
を
超
え
二
千
以
内
の
も
の 

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

十 八 六 五 

道
路
の
幅
員 

 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
百
貨
店
の
前
面
空
地
□ 

第
二
十
四
条 

百
貨
店
は
□
そ
の
敷
地
内
に
□
幅
員
が
主
要
出
入
口
の
二
倍
以
上
で
□
か
つ
□
奥

行
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
前
面
空
地
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
主
要
構
造
部
が
耐
火

構
造
の
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
前
面
空
地
□ 

第
二
十
四
条 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
そ
の
敷
地
内
に
幅
員
が
主
要
出
入
口
の
幅
員
の
二
倍

以
上
で
□
か
つ
□
奥
行
が
二
メ
□
ト
ル
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平

方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
奥
行
が
三
メ
□
ト
ル
□
以
上
の
前
面
空
地
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

２ 
↓

★ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
前
面
空
地
□ 

第
二
十
四
条 

↓

⑦ 

２ 

前
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
主
要
構
造
部
が
耐
火

構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
準

現 

行 

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
前
面
空
地
□ 

第
二
十
四
条 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五

百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
そ
の
敷
地
内
に
幅
員
が
主
要
出
入
口
の
幅
員
の
二
倍
以
上

で
□
か
つ
□
奥
行
が
二
メ
□
ト
ル
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
□

ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
奥
行
が
三
メ
□
ト
ル
□
以
上
の
前
面
空
地
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

２ 

前
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

一 

特
定
主
要
構
造
部
が
法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る 

 
 

建
築
物
の
部
分 

二 

主
要
構
造
部
が
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
建
築
物
の
部
分 
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耐
火
構
造
の
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

  

⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 
同
日 

  

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
前
面
空
地
□ 

第
二
十
四
条 

↓

⑦ 

２ 

前
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
主
要
構
造
部
が
耐
火
構

造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の

建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含

む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

  

⑱ 

改
正 

平
成 

二
十
七
年 

七
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
七
年 

八
月 

一
日 

  

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
前
面
空
地
□ 

第
二
十
四
条 

↓

⑦ 

２ 

前
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
主
要
構
造
部
が
一
時
間

準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ

し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

  

㉗ 

改
正 

令
和
六
年 

三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

施
行 

令
和
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
前
面
空
地
□ 

第
二
十
四
条 

↓

⑦ 

２ 

前
面
空
地
の
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
部
分
に
は
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
建
築
物
の
部
分
□
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
出
窓
□
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
を
含
む
□
□
を
突
き
出
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

一 

特
定
主
要
構
造
部
が
法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築 

物
の
部
分 

二 

主
要
構
造
部
が
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
建
築
物
の
部
分 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 
一
月 

一
日 

  

□
百
貨
店
の
主
要
出
入
口
□ 

第
二
十
五
条 

百
貨
店
の
主
要
出
入
口
は
□
道
路
に
面
し
□
か
つ
□
そ
の
幅
員
は
□
三
メ
□
ト
ル

以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

 

全
面
改
正 

 

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
主
要
出
入
口
□ 

第
二
十
五
条 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
主
要
出
入
口
は
□
道
に
面
し
□
か
つ
□
当
該
主
要

出
入
口
の
幅
員
は
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超

え
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
□
千
平
方
メ
□
ト
ル
を

超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
主
要
出
入
口
□ 

第
二
十
五
条 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
主
要
出
入
口
は
□
道
又
は
道
に
通
ず
る
幅
員
三
メ

□
ト
ル
以
上
の
避
難
上
有
効
な
空
地
に
面
し
□
か
つ
□
当
該
主
要
出
入
口
の
幅
員
は
□
そ
の
用

途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の

も
の
に
あ
つ
て
は
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
□
千
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三

メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   
 

現 

行 

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
主
要
出
入
口
□ 

第
二
十
五
条 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
主
要
出
入
口
は
□
道
又
は
道
に
通
ず
る
幅
員
三
メ

□
ト
ル
以
上
の
避
難
上
有
効
な
空
地
に
面
し
□
か
つ
□
当
該
主
要
出
入
口
の
幅
員
は
□
そ
の
用

途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の

も
の
に
あ
つ
て
は
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
□
千
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三

メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 



86 

 

制
定 

 

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
通
路
□ 

第
二
十
六
条
の
二 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
一
の
階
が
物
品
の

売
場
の
用
途
に
供
す
る
階
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
数
値
の
建
築
物
は
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
に
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅

員
を
有
す
る
避
難
上
有
効
な
通
路
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

         

２ 

飲
食
店
又
は
物
品
販
売
業
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
一
の
階
に
お
い
て
□
共
用
通
路
に
面

し
て
固
定
さ
れ
た
壁
で
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
区
画
さ
れ
た
飲
食
店
又
は
物
品
販
売
業
を
営
む
店

現 

行 

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
通
路
□ 

第
二
十
六
条 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
一
の
階
が
物
品
の
売
場

の
用
途
に
供
す
る
階
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
数
値
の
建
築
物
は
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
に
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
幅
員
を

有
す
る
避
難
上
有
効
な
通
路
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

地
階 

地
上
階 

売
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積 

 
 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

五
百
を
超
え
る
も
の 

千
を
超
え
る
も
の 

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

二
・
四 

二
・
四 

一
・
六 

幅 

員 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

        
 

２ 

飲
食
店
又
は
物
品
販
売
業
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
一
の
階
に
お
い
て
□
共
用
通
路
に
面

し
て
固
定
さ
れ
た
壁
で
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
区
画
さ
れ
た
飲
食
店
又
は
物
品
販
売
業
を
営
む
店

舗
が
集
合
す
る
場
合
は
□
飲
食
店
又
は
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
用
途
に
供
す
る
部
分
□
集

合
す
る
各
店
舗
の
面
す
る
共
用
通
路
の
部
分
を
含
む
□
□
の
そ
れ
ぞ
れ
の
床
面
積
の
合
計
が
五

百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
そ
の
階
の
共
用
通
路
の
幅
員
は
□
両
側
に
店
舗
の
客
用

の
出
入
口
を
有
す
る
共
用
通
路
に
あ
つ
て
は
三
メ
□
ト
ル
以
上
□
そ
の
他
の
共
用
通
路
□
通
常

客
が
通
行
し
な
い
も
の
及
び
便
所
□
喫
煙
所
等
の
専
用
の
も
の
を
除
く
□
□
に
あ
つ
て
は
二

 

地
階 

地
上
階 

売
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積 

 
 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

五
百
を
超
え
る
も
の 

千
を
超
え
る
も
の 

五
百
を
超
え
千
以
内
の
も
の 

二
・
四 

二
・
四 

一
・
六 

幅 

員 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 
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舗
が
集
合
す
る
場
合
は
□
飲
食
店
又
は
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
用
途
に
供
す
る
部
分
□
集
合

す
る
各
店
舗
の
面
す
る
共
用
通
路
の
部
分
を
含
む
□
□
の
そ
れ
ぞ
れ
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百

平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
そ
の
階
の
共
用
通
路
の
幅
員
は
□
両
側
に
店
舗
を
有
す
る

共
用
通
路
に
あ
つ
て
は
三
メ
□
ト
ル
以
上
□
そ
の
他
の
共
用
通
路
に
あ
つ
て
は
二
メ
□
ト
ル
以

上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 
十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
通
路
□ 

第
二
十
六
条 

↓

⑦ 

２ 

飲
食
店
又
は
物
品
販
売
業
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
一
の
階
に
お
い
て
□
共
用
通
路
に
面

し
て
固
定
さ
れ
た
壁
で
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
区
画
さ
れ
た
飲
食
店
又
は
物
品
販
売
業
を
営
む
店

舗
が
集
合
す
る
場
合
は
□
飲
食
店
又
は
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
用
途
に
供
す
る
部
分
□
集
合

す
る
各
店
舗
の
面
す
る
共
用
通
路
の
部
分
を
含
む
□
□
の
そ
れ
ぞ
れ
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百

平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
そ
の
階
の
共
用
通
路
の
幅
員
は
□
両
側
に
店
舗
の
客
用
の

出
入
口
を
有
す
る
共
用
通
路
に
あ
つ
て
は
三
メ
□
ト
ル
以
上
□
そ
の
他
の
共
用
通
路
□
通
常
客

が
通
行
し
な
い
も
の
及
び
便
所
□
喫
煙
所
等
の
専
用
の
も
の
を
除
く
□
□
に
あ
つ
て
は
二
メ
□

ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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参 

考 
 

旧
第
二
十
六
条 

□
平
成
十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号
に
よ
り
削
除
□ 

 
 

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
百
貨
店
の
天
井
□ 

第
二
十
六
条 

百
貨
店
の
一
階
以
外
の
売
場
の
天
井
は
□
吹
抜
け
と
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

  

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 
十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 
四
月 

一
日 

 

全
面
改
正 

 

□
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
の
天
井
□ 

第
二
十
六
条 

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
等
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千

平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
一
階
以
外
の
売
場
の
天
井
は
□
吹
抜
き
と
し
て
は
な
ら
な

い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
二
十
六
条 

削
除 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 
一
月 

一
日 

  

□
マ
□
ケ
ツ
ト
の
出
入
口
及
び
通
路
□ 

第
二
十
七
条 

マ
□
ケ
ツ
ト
の
客
用
の
出
入
口
及
び
屋
内
の
通
路
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

出
入
口
及
び
屋
内
の
通
路
の
幅
員
は
□
三
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

出
入
口
は
□
避
難
上
有
効
な
位
置
に
二
つ
以
上
設
け
る
こ
と
□ 

三 

出
入
口
は
□
道
路
又
は
道
路
に
通
じ
て
い
る
空
地
□
幅
員
が
出
入
口
の
幅
員
よ
り
大
き
い 

 

も
の
に
限
る
□
□
に
面
す
る
こ
と
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
マ
□
ケ
ツ
ト
の
出
入
口
及
び
通
路
□ 

第
二
十
七
条 

↓

★ 

一 
↓

★ 

二 
↓

★ 

三 

出
入
口
は
□
道
又
は
道
に
通
じ
て
い
る
空
地
□
幅
員
が
出
入
口
の
幅
員
よ
り
大
き
い
も
の 

 

に
限
る
□
□
に
面
す
る
こ
と
□ 

 

  

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
マ
□
ケ
□
ト
の
出
入
口
及
び
通
路
□ 

第
二
十
七
条 

マ
□
ケ
□
ト
の
客
用
の
出
入
口
及
び
屋
内
の
通
路
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 
↓

★ 

二 
↓

★ 

三 
↓

⑦ 

  
 

 

現 

行 

□
マ
□
ケ
□
ト
の
出
入
口
及
び
通
路
□ 

第
二
十
七
条 

マ
□
ケ
□
ト
の
客
用
の
出
入
口
及
び
屋
内
の
通
路
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 
出
入
口
及
び
屋
内
の
通
路
の
幅
員
は
□
三
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

出
入
口
は
□
避
難
上
有
効
な
位
置
に
二
つ
以
上
設
け
る
こ
と
□ 

三 

出
入
口
は
□
道
又
は
道
に
通
じ
て
い
る
空
地
□
幅
員
が
出
入
口
の
幅
員
よ
り
大
き
い
も
の

に
限
る
□
□
に
面
す
る
こ
と
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
木
造
マ
□
ケ
ツ
ト
の
制
限
□ 

第
二
十
八
条 

木
造
マ
□
ケ
ツ
ト
の
売
場
は
□
一
階
に
設
け
□
か
つ
□
そ
の
部
分
に
は
二
階
を
設

け
て
は
な
ら
な
い
□ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
木
造
の
マ
□
ケ
□
ト
の
制
限
□ 

第
二
十
八
条 

木
造
の
マ
□
ケ
□
ト
□
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□
の
売
場
は
□
一

階
に
設
け
□
か
つ
□
そ
の
部
分
に
は
二
階
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

  

⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
マ
□
ケ
□
ト
の
制
限
□ 

第
二
十
八
条 

木
造
建
築
物
等
で
あ
る
マ
□
ケ
□
ト
□
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□
の

売
場
は
□
一
階
に
設
け
□
か
つ
□
そ
の
部
分
に
は
二
階
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
二
十
八
条 

削
除 

  
 

現 

行 
第
二
十
八
条 

削
除 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
客
用
便
所
□ 

第
二
十
九
条 

百
貨
店
又
は
マ
□
ケ
ツ
ト
に
は
□
客
用
の
便
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
項
の
便
所
に
は
□
百
貨
店
又
は
マ
□
ケ
ツ
ト
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
五
十
平
方

メ
□
ト
ル
ご
と
に
一
以
上
の
便
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

① 

改
正 

昭
和
三
十
九
年 

八
月 
一
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
客
用
便
所
□ 

第
二
十
九
条 

↓

★ 

２ 

前
項
の
便
所
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

男
子
用
の
便
所
と
女
子
用
の
便
所
を
区
画
し
て
設
け
る
こ
と
□ 

二 

便
器
の
総
数
は
□
百
貨
店
又
は
マ
□
ケ
ツ
ト
の
売
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
五
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
五
百
平
方
メ

□
ト
ル
を
こ
え
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
七
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
千
平
方

メ
□
ト
ル
を
こ
え
三
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
三
千

平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
一
万
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
二
百
平
方
メ
□
ト

ル
□
一
万
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
便
器
一
つ
を
増
す
こ
と
と
し
て
算
定
し
た
数
と
す
る
こ
と
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
客
用
便
所
□ 

第
二
十
九
条 

↓

★ 

２ 
↓

① 

一 
↓

① 

二 

便
器
の
総
数
は
□
百
貨
店
又
は
マ
□
ケ
ツ
ト
の
売
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の 

合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
五
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
五
百
平
方
メ

□
ト
ル
を
こ
え
二
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
二
千
平

方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
一
万
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
□

一
万
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
便

器
一
つ
を
増
す
こ
と
と
し
て
累
計
し
た
数
と
す
る
こ
と
□ 

   
 

現 

行 

第
二
十
九
条 

削
除 
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⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
客
用
便
所
□ 

第
二
十
九
条 

↓

★ 

２ 
↓

① 

一 
↓

① 

二 

便
器
の
総
数
は
□
百
貨
店
又
は
マ
□
ケ
ツ
ト
の
売
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
五
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
五
百
平
方
メ

□
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
二
千
平

方
メ
□
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
□

一
万
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
便

器
一
つ
を
増
す
こ
と
と
し
て
累
計
し
た
数
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
客
用
便
所
□ 

第
二
十
九
条 

百
貨
店
又
は
マ
□
ケ
□
ト
に
は
□
客
用
の
便
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 
↓

① 

一 
↓

① 

二 

便
器
の
総
数
は
□
百
貨
店
又
は
マ
□
ケ
□
ト
の
売
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の 

合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
五
十
平
方
メ
□
ト
ル
□
五
百
平
方
メ

□
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
二
千
平

方
メ
□
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
□

一
万
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
便

器
一
つ
を
増
す
こ
と
と
し
て
累
計
し
た
数
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
二
十
九
条 

削
除 
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第
五
節 

公
衆
浴
場 

  

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
主
要
構
造
部
□ 

第
三
十
条 

公
衆
浴
場
の
浴
室
に
供
す
る
部
分
を
二
階
以
上
に
設
け
る
建
築
物
は
□
そ
の
主
要
構

造
部
を
耐
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

公
衆
浴
場
の
浴
室
の
直
上
に
階
を
設
け
る
建
築
物
は
□
そ
の
主
要
構
造
部
を
耐
水
材
料
で
造

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
主
要
構
造
部
□ 

第
三
十
条 

↓

★ 

２ 

公
衆
浴
場
の
浴
室
の
直
上
に
階
を
設
け
る
建
築
物
は
□
そ
の
主
要
構
造
部
を
耐
水
材
料
で
造

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

全
面
改
正 

□
ボ
イ
ラ
□
室
等
の
区
画
等
□ 

第
三
十
条 

公
衆
浴
場
の
ボ
イ
ラ
□
室
等
□
公
衆
浴
場
の
浴
室
に
給
湯
す
る
た
め
に
火
を
使
用
す
る

室
等
を
い
う
□
□
は
□
そ
の
他
の
部
分
と
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区

画
す
る
と
と
も
に
□
当
該
公
衆
浴
場
の
主
要
構
造
部
の
う
ち
当
該
区
画
内
に
あ
る
柱
及
び
は
り

は
□
耐
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  
 

 
現 

行 
□
ボ
イ
ラ
□
室
等
の
区
画
等
□ 

第
三
十
条 
公
衆
浴
場
の
ボ
イ
ラ
□
室
等
□
公
衆
浴
場
の
浴
室
に
給
湯
す
る
た
め
に
火
を
使
用
す

る
室
等
を
い
う
□
□
は
□
そ
の
他
の
部
分
と
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備

で
区
画
す
る
と
と
も
に
□
当
該
公
衆
浴
場
の
主
要
構
造
部
の
う
ち
当
該
区
画
内
に
あ
る
柱
及
び

は
り
は
□
耐
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
火
た
き
場
□ 

第
三
十
一
条 

公
衆
浴
場
の
火
た
き
場
は
□
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
□
開
口
部
に
は
甲
種

防
火
戸
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑭ 

改
正 

平
成 

十
二
年
十
二
月 
八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
火
た
き
場
□ 

第
三
十
一
条 

公
衆
浴
場
の
火
た
き
場
は
□
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
□
開
口
部
に
は
特
定
防

火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
三
十
一
条 

削
除 

 

  
 

現 

行 

第
三
十
一
条 

削
除 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
火
消
場
等
□ 

第
三
十
二
条 

公
衆
浴
場
に
は
□
そ
の
周
壁
を
耐
火
構
造
と
し
□
か
つ
□
不
燃
材
料
で
造
つ
た
ふ

た
を
備
え
た
火
消
場
及
び
灰
捨
場
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

 

□
火
消
場
等
□ 

第
三
十
二
条 

浴
室
に
給
湯
す
る
た
め
に
薪
等
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
公
衆
浴
場
に
は
□
そ
の
周

壁
を
耐
火
構
造
と
し
□
か
つ
□
不
燃
材
料
で
造
つ
た
ふ
た
を
備
え
た
火
消
場
及
び
灰
捨
場
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  
 

現 

行 

□
火
消
場
等
□ 

第
三
十
二
条 

浴
室
に
給
湯
す
る
た
め
に
薪
等
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
公
衆
浴
場
に
は
□
そ
の

周
壁
を
耐
火
構
造
と
し
□
か
つ
□
不
燃
材
料
で
造
つ
た
ふ
た
を
備
え
た
火
消
場
及
び
灰
捨
場
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
煙
突
□ 

第
三
十
三
条 

公
衆
浴
場
の
煙
突
は
□
そ
の
高
さ
を
地
盤
面
か
ら
二
十
三
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
敷
地
□
周
囲
の
状
況
等
に
よ
り
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な

い
場
合
に
お
い
て
は
□
十
五
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

 

第
三
十
三
条 

削
除 

   
 

現 

行 

第
三
十
三
条 

削
除 
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第
六
節 

旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
及
び
診
療
所 

  

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 
十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 
一
日 

  

□
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
□ 

第
三
十
四
条 

二
階
を
旅
館
又
は
ホ
テ
ル
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
□
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
も
の
は
□
耐
火
建
築
物
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
□ 

第
三
十
四
条 

二
階
を
旅
館
又
は
ホ
テ
ル
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
□
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す

る
部
分
の
二
階
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
も
の
は
□
耐
火
建
築
物
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑱ 

改
正 

平
成 

二
十
七
年 

七
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
七
年 

八
月 

一
日 

 

□
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
□ 

第
三
十
四
条 

旅
館
又
は
ホ
テ
ル
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

適
合
す
る
も
の
□
政
令
第
百
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
□
□
を
除

く
□
□
で
□
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
二
階
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル

を
超
え
る
も
の
は
□
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

㉗ 

改
正 

令
和
六
年 

三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

施
行 

令
和
六
年 

四
月 

一
日 

第
三
十
四
条 

↓

⑱ 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
政
令
第
百
九
条
の
八
に
定
め
る
部
分
が
二
以
上
あ
る
建

築
物
の
当
該
建
築
物
の
部
分
は
□
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
□ 

 

現 

行 
□
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
□ 

第
三
十
四
条 

旅
館
又
は
ホ
テ
ル
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適

合
す
る
も
の
□
政
令
第
百
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
□
□
を
除

く
□
□
で
□
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
二
階
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を

超
え
る
も
の
は
□
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
政
令
第
百
九
条
の
八
に
定
め
る
部
分
が
二
以
上
あ
る

建
築
物
の
当
該
建
築
物
の
部
分
は
□
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
□ 
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★ 

制
定 
昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
外
壁
等
の
構
造
□ 

第
三
十
五
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
旅
館
□
ホ
テ
ル
又
は
下
宿
の

用
途
に
供
す
る
木
造
の
二
階
建
の
建
築
物
で
□
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合

計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
も
の
は
□
そ
の
外
壁
及
び
軒
裏
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る

部
分
を
防
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
外
壁
等
の
構
造
□ 

第
三
十
五
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
又
は

診
療
所
□
患
者
の
収
容
施
設
が
あ
る
も
の
に
限
る
□
以
下
同
じ
□
□
の
用
途
に
供
す
る
木
造
の

二
階
建
の
建
築
物
で
□
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト

ル
を
超
え
る
も
の
は
□
そ
の
外
壁
及
び
軒
裏
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
を
防
火
構
造
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
外
壁
等
の
構
造
□ 

第
三
十
五
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
又
は

診
療
所
□
患
者
の
収
容
施
設
が
あ
る
も
の
に
限
る
□
以
下
同
じ
□
□
の
用
途
に
供
す
る
木
造
の

二
階
建
の
建
築
物
□
準
耐
火
建
築
物
を
除
く
□
□
で
□
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面

積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
そ
の
外
壁
及
び
軒
裏
で
延
焼
の
お
そ
れ

の
あ
る
部
分
を
防
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

    

⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
外
壁
等
の
構
造
□ 

第
三
十
五
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
又
は
診

療
所
□
患
者
の
収
容
施
設
が
あ
る
も
の
に
限
る
□
以
下
同
じ
□
□
の
用
途
に
供
す
る
二
階
建
て
の

現 

行 

第
三
十
五
条 

削
除 
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木
造
建
築
物
等
□
準
耐
火
建
築
物
を
除
く
□
□
で
□
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
そ
の
外
壁
及
び
軒
裏
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る

部
分
を
防
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑮ 

改
正 
平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 
平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

 

□
外
壁
等
の
構
造
□ 

第
三
十
五
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
又
は
診

療
所
□
患
者
の
収
容
施
設
の
あ
る
も
の
に
限
る
□
以
下
同
じ
□
□
の
用
途
に
供
す
る
二
階
建
て
の

木
造
建
築
物
等
□
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
を
除
く
□
□
で
□
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る

部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
そ
の
外
壁
及
び
軒
裏
で
延
焼

の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
を
防
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑱ 

改
正 

平
成 

二
十
七
年 

七
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
七
年 

八
月 

一
日 

 

□
外
壁
等
の
構
造
□ 

第
三
十
五
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
又
は
診

療
所
の
用
途
に
供
す
る
二
階
建
て
の
木
造
建
築
物
等
□
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又

は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
□
特
定
避
難
時
間
が
三
十
分
間
未
満
で
あ
る

特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物
を
除
く
□
□
を
除
く
□
□
で
□
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る
部

分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
そ
の
外
壁
及
び
軒
裏
で
延
焼
の

お
そ
れ
の
あ
る
部
分
を
防
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

第
三
十
五
条 

削
除 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 
一
日 

  

□
階
段
□ 

第
三
十
六
条 

旅
館
□
ホ
テ
ル
又
は
下
宿
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
避
難
階
以
外
の
階
で
そ
の

階
の
居
室
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
の
も
の
又
は
不

燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
を
こ
え
る
も
の
は
□
そ
の

階
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る
二
以
上
の
直
通
階
段
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
項
の
直
通
階
段
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

け
あ
げ
は
□
二
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
と
し
□
踏
み
づ
ら
は
□
二
十
四
セ
ン
チ
メ
□
ト

ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

階
段
及
び
踊
り
場
の
幅
は
□
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
階
段
□ 

第
三
十
六
条 

旅
館
□
ホ
テ
ル
又
は
下
宿
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
お
い
て
□
政
令
第
百
二
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
直
通
階
段
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

け
あ
げ
は
□
二
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
と
し
□
踏
面
は
□
二
十
四
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以 

上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

階
段
及
び
踊
場
の
幅
は
□
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

 

  

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

 

第
三
十
六
条 

旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
又
は
診
療
所
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
お
い
て
□
政
令

第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
直
通
階
段
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 
↓

④ 

二 

階
段
及
び
踊
場
の
幅
は
□
一
・
二
メ
□
ト
ル
□
屋
外
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
□
〇
・

 

現 

行 

□
階
段
□ 

第
三
十
六
条 

旅
館
□
ホ
テ
ル
□
下
宿
又
は
診
療
所
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
お
い
て
□
政
令
第

百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
直
通
階
段
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

け
あ
げ
は
□
二
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
と
し
□
踏
面
は
□
二
十
四
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以

上
と
す
る
こ
と
□ 

二 

階
段
及
び
踊
場
の
幅
は
□
一
・
二
メ
□
ト
ル
□
屋
外
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
□
〇
・

九
メ
□
ト
ル
□
以
上
と
す
る
こ
と
□ 
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九
メ
□
ト
ル
□
以
上
と
す
る
こ
と
□ 
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★ 

制
定 

昭
和 

三
十
六
年 

十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和 

三
十
七
年 

 

一
月 

一
日 

  

□
廊
下
の
幅
□ 

第
三
十
七
条 

旅
館
□
ホ
テ
ル
又
は
下
宿
で
居
室
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る

階
の
廊
下
の
幅
は
□
両
側
に
居
室
が
あ
る
廊
下
に
あ
つ
て
は
一
・
六
メ
□
ト
ル
以
上
□
片
側
に
の

み
居
室
が
あ
る
廊
下
に
あ
つ
て
は
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□

二
以
下
の
居
室
□
附
室
の
部
分
を
除
い
た
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
場
合
に

限
る
□
□
及
び
浴
室
□
便
所
□
納
戸
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
専
用
の
廊
下
の
幅
は
□
七

十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

   
 

現 

行 

□
廊
下
の
幅
□ 

第
三
十
七
条 

旅
館
□
ホ
テ
ル
又
は
下
宿
で
居
室
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る

階
の
廊
下
の
幅
は
□
両
側
に
居
室
が
あ
る
廊
下
に
あ
つ
て
は
一
・
六
メ
□
ト
ル
以
上
□
片
側
に
の

み
居
室
が
あ
る
廊
下
に
あ
つ
て
は
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□

二
以
下
の
居
室
□
附
室
の
部
分
を
除
い
た
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
場
合
に

限
る
□
□
及
び
浴
室
□
便
所
□
納
戸
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
専
用
の
廊
下
の
幅
は
□
七

十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 
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第
七
節 

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎 

  

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
設
置
禁
止
の
場
所
□ 

第
三
十
八
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
で
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
上
の
も
の

は
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
所
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

一 

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
な
い
工
場
□
料
理
店
□
市
場
□
自
動
車
車
庫
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□

遊
技
場
□
公
衆
浴
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
部
分
の
上
階 

二 

高
架
の
工
作
物
内 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
設
置
禁
止
の
場
所
□ 

第
三
十
八
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
で
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
上
の
も
の

は
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
所
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

一 

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
な
い
自
動
車
車
庫
□
自
動
車
駐
車
場
□
自
動
車
修
理
工
場
□ 

公
衆
浴
場
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
集
会
場
□
料
理
店
□
市
場
□
マ
□
ケ
ツ
ト
□
キ
ヤ

バ
レ
□
□
遊
技
場
□
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫
又
は
工
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
上
階 

二 
↓

★ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
設
置
禁
止
の
場
所
□ 

第
三
十
八
条 

↓

④ 

一 

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
な
い
自
動
車
車
庫
□
自
動
車
駐
車
場
□
自
動
車
修
理
工
場
□ 

公
衆
浴
場
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
集
会
場
□
料
理
店
□
市
場
□
マ
□
ケ
ツ
ト
□
展
示 

現 
行 

□
設
置
禁
止
の
場
所
□ 

第
三
十
八
条 
共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
は
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
所
に
設
け
て
は

な
ら
な
い
□ 

一 

主
要
構
造
部
が
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
で
な
い
自
動
車
車
庫
□

自
動
車
修
理
工
場
□
公
衆
浴
場
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
集
会
場
□
料
理
店
□
市

場
□
マ
□
ケ
□
ト
□
展
示
場
□
キ
□
バ
レ
□
□
遊
技
場
□
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫
□
工
場
又

は
法
別
表
第
二(

と)

項
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
の
用
途
に
供
す
る
部
分
□
特
定
主
要
構

造
部
が
法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
□
□

の
上
階 

二 

高
架
の
工
作
物
内 
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場
□
キ
ヤ
バ
レ
□
□
遊
技
場
□
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫
□
工
場
又
は
法
別
表
第
二

(は )
項
第
六
号

に
規
定
す
る
も
の
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
上
階 

二 
↓

★ 

   

⑩ 

改
正 
平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
設
置
禁
止
の
場
所
□ 

第
三
十
八
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
は
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
所
に
設
け
て

は
な
ら
な
い
□ 

一 

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技

術
的
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
で
な
い
自
動
車
車
庫
□
自
動
車
修
理
工
場
□
公
衆
浴

場
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
集
会
場
□
料
理
店
□
市
場
□
マ
□
ケ
□
ト
□
展
示
場
□
キ

□
バ
レ
□
□
遊
技
場
□
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫
□
工
場
又
は
法
別
表
第
二

(と )
項
第
四
号
に
規
定

す
る
も
の
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
上
階 

二 
↓

★ 

 

 

⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

施
行 

同
日 

 

□
設
置
禁
止
の
場
所
□ 

第
三
十
八
条 

↓

⑩ 

一 

主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
で
な
い
自
動
車
車
庫
□
自
動
車
修
理
工
場
□
公
衆
浴
場
□
劇
場
□

映
画
館
□
演
芸
場
□
集
会
場
□
料
理
店
□
市
場
□
マ
□
ケ
□
ト
□
展
示
場
□
キ
□
バ
レ
□
□

遊
技
場
□
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫
□
工
場
又
は
法
別
表
第
二

(と )
項
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
の

用
途
に
供
す
る
部
分
の
上
階 

二 
↓

★ 

 

 

⑱ 

改
正 

平
成 

二
十
七
年 

七
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
七
年 

八
月 

一
日 

 

□
設
置
禁
止
の
場
所
□ 

第
三
十
八
条 

↓

⑩ 

一 

主
要
構
造
部
が
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
で
な
い
自
動
車
車
庫
□
自

動
車
修
理
工
場
□
公
衆
浴
場
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
集
会
場
□
料
理
店
□
市
場
□
マ

□
ケ
□
ト
□
展
示
場
□
キ
□
バ
レ
□
□
遊
技
場
□
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫
□
工
場
又
は
法
別
表

第
二(

と)

項
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
上
階 

二 
↓

★ 
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㉗ 

改
正 

令
和
六
年 

三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

施
行 

令
和
六
年 

四
月 

一
日 

 
□
設
置
禁
止
の
場
所
□ 

第
三
十
八
条 

↓

⑩ 

一 

主
要
構
造
部
が
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
で
な
い
自
動
車
車
庫
□

自
動
車
修
理
工
場
□
公
衆
浴
場
□
劇
場
□
映
画
館
□
演
芸
場
□
集
会
場
□
料
理
店
□
市
場
□

マ
□
ケ
□
ト
□
展
示
場
□
キ
□
バ
レ
□
□
遊
技
場
□
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫
□
工
場
又
は
法

別
表
第
二(

と)

項
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
の
用
途
に
供
す
る
部
分
□
特
定
主
要
構
造
部

が
法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
□
□
の
上

階 

二 
↓

★ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
周
囲
の
空
地
□ 

第
三
十
九
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
で
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
上
の
も

の
の
周
囲
□
道
路
に
接
す
る
部
分
を
除
く
□
□
に
は
□
幅
員
が
一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上
の
空
地

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
耐
火
建
築
物
又
は
簡
易
耐
火
建
築
物
で
そ
の
周
囲
の

状
況
に
よ
り
避
難
上
支
障
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

① 

改
正 

昭
和
三
十
九
年 

八
月 

一
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

全
面
改
正 

 

□
周
囲
の
空
地
□ 

第
三
十
九
条 

共
同
住
宅
で
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
寄
宿
舎

で
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
上
の
も
の
の
周
囲
□
道
路
に
接
す
る
部
分
を

除
く
□
□
に
は
□
幅
員
が
一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上
の
空
地
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

共
同
住
宅
で
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下

で
□
そ
の
建
築
物
の
外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火
構
造
の
も
の
に
あ
つ
て
は
□
前
項
の
周
囲
の
空
地

の
幅
員
を
一
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

３ 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
□
前
二
項
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
□ 

一 

耐
火
建
築
物
又
は
簡
易
耐
火
建
築
物
で
そ
の
周
囲
の
状
況
に
よ
り
避
難
上
支
障
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

二 

建
築
敷
地
に
接
し
て
公
園
□
広
場
□
道
路
等
が
あ
り
□
常
時
空
地
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

   

② 

改
正 

昭
和
四
十
二
年 

八
月 

一
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号 

現 

行 

□
周
囲
の
空
地
□ 

第
三
十
九
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
寄
宿
舎
の
用
途
に
供
す
る
建
築

物
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る

も
の
に
限
る
□
□
の
周
囲
□
道
に
接
す
る
部
分
を
除
く
□
□
に
は
□
幅
員
が
一
・
五
メ
□
ト
ル
以

上
の
避
難
上
有
効
な
空
地
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

共
同
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方

メ
□
ト
ル
を
超
え
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
□
□
で
□
そ
の
建
築
物
の
外
壁
が
準

防
火
性
能
を
有
す
る
の
も
の
に
あ
つ
て
は
□
前
項
の
幅
員
を
一
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
□ 

３ 

前
各
項
の
規
定
は
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
□
適
用
し
な
い
□ 

一 

当
該
建
築
物
が
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又
は
政
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号

□
イ
を
除
く
□
□
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
□ 

二 

知
事
が
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況
そ
の
他
土
地
の
状
況

に
よ
り
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
□ 
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施
行 

同
日 

  
□
周
囲
の
空
地
□ 

第
三
十
九
条 

↓

① 

２ 
↓

① 

３ 
↓

① 

 

一 
↓

① 

二 

建
築
敷
地
の
う
ち
□
建
築
物
が
公
園
□
広
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
空
地
に
接
す
る
部 

分
に
つ
い
て
□
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

三 

そ
の
他
周
囲
の
状
況
に
よ
り
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 
一
日 

  

□
周
囲
の
空
地
□ 

第
三
十
九
条 

共
同
住
宅
で
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
寄
宿
舎

で
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
る
寄
宿
舎
の
周
囲
□
道
路
に
接
す
る
部

分
を
除
く
□
□
に
は
□
幅
員
が
一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上
の
避
難
上
有
効
な
空
地
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

共
同
住
宅
で
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
こ
え
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下

で
□
そ
の
建
築
物
の
外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火
構
造
の
も
の
に
あ
つ
て
は
□
前
項
の
周
囲
の
空
地

の
幅
員
を
一
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

３ 
↓

① 

 

一 
↓

① 

 

二 
↓

② 

 

三 
↓

② 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
周
囲
の
空
地
□ 

第
三
十
九
条 

共
同
住
宅
又
は
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
寄
宿
舎
の

周
囲
□
道
に
接
す
る
部
分
を
除
く
□
□
に
は
□
幅
員
が
一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上
の
避
難
上
有
効

な
空
地
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

共
同
住
宅
で
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下

で
□
そ
の
建
築
物
の
外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火
構
造
の
も
の
に
あ
□
て
は
□
前
項
の
幅
員
を
一
メ

□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

３ 
↓

① 

 

一 
↓

① 

 

二 
↓

② 

 

三 
↓

② 
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⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
周
囲
の
空
地
□ 

第
三
十
九
条 

↓

⑦ 

２ 
↓

⑦ 

３ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
□
前
各
項
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
も
の
と
す

る
□ 

一 

耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
そ
の
周
囲
の
状
況
に
よ
り
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
と
き
□ 

二 
↓

② 

三 
↓

② 

４ 

前
各
項
の
規
定
は
□
法
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
条
九
号
の
三

イ
に
該
当
す
る
準
耐
火
建
築
物
と
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

   

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
周
囲
の
空
地
□ 

第
三
十
九
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
寄
宿
舎
の
用
途
に
供
す
る
建
築

物
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る

も
の
に
限
る
□
□
の
周
囲
□
道
に
接
す
る
部
分
を
除
く
□
□
に
は
□
幅
員
が
一
・
五
メ
□
ト
ル

以
上
の
避
難
上
有
効
な
空
地
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

共
同
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方

メ
□
ト
ル
を
超
え
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
□
□
で
□
そ
の
建
築
物
の
外
壁
及

び
軒
裏
が
防
火
構
造
の
も
の
に
あ
つ
て
は
□
前
項
の
幅
員
を
一
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
□ 

３ 

前
各
項
の
規
定
は
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
□
適
用
し
な
い
□ 

一 

当
該
建
築
物
が
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
と
き
□ 

二 

知
事
が
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況
そ
の
他
土
地
の
状
況

に
よ
り
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
□ 

４ 

前
各
項
の
規
定
は
□
法
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
条
九
号
の
三

イ
に
該
当
す
る
準
耐
火
建
築
物
と
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

  

㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
周
囲
の
空
地
□ 

第
三
十
九
条 

↓

⑮ 

２ 

共
同
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方

メ
□
ト
ル
を
超
え
二
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
□
□
で
□
そ
の
建
築
物
の
外
壁
が

準
防
火
性
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
□
前
項
の
幅
員
を
一
メ
□
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
□ 
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３ 

前
各
項
の
規
定
は
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
□
適
用
し
な
い
□ 

一 

当
該
建
築
物
が
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又
は
政
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一

号
□
イ
を
除
く
□
□
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
□ 

二 
↓

⑮ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
主
要
出
入
口
□ 

第
四
十
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
の
主
要
出
入
口
は
□
道
路
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た

だ
し
□
敷
地
の
周
囲
の
状
況
に
よ
り
避
難
上
支
障
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

全
面
改
正 

 

□
主
要
出
入
口
□ 

第
四
十
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
の
主
要
出
入
口
は
□
道
路
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た

だ
し
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

主
要
出
入
口
の
前
面
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
幅
員
の
通
路
を
道
路
に
有
効
に
接
続
し
て
設
け
□
避
難
上
支
障

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

  

現 

行 

□
主
要
出
入
口
□ 

第
四
十
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
の
主
要
出
入
口
は
□
道
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ

し
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

主
要
出
入
口
の
前
面
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
幅
員
の
避
難
上
有
効
な
通
路
□
道
に
通
ず
る
も
の
に
限
る
□
□

を
設
け
る
と
き
□ 

 

そ
の
他
の
建
築
物 

外
壁
が
準
防
火
性
能
を
有
す
る
建
築
物 

耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又

は
政
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
□
イ

を
除
く
□
□
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適

合
す
る
も
の 

二
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

         

二 

知
事
が
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
周
囲
の
公
園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況
そ
の
他
土
地
の
状

況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
□ 

２ 

階
段
等
の
み
に
よ
り
直
接
地
上
に
達
す
る
住
戸
□
住
室
又
は
居
室
を
有
す
る
共
同
住
宅
又
は

寄
宿
舎
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
階
段
口
□
当
該
階
段
等
が
地
上
に
接
す
る
部
分
を
い
う
□
□
も
主

要
出
入
口
と
み
な
し
□
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 
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二 

主
要
出
入
口
の
面

す
る
建
築
敷
地
に
接
し
て
□
公
園
□
広
場
□
道
等
が
あ
り
□
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
□ 

２ 

階
段
等
の
み
に
よ
り
直
接
地
上
に
達
す
る
住
戸
□
住
室
又
は
居
室
を
有
す
る
共
同
住
宅
又
は

寄
宿
舎
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
階
段
口
□
当
該
階
段
等
が
地
上
に
接
す
る
部
分
を
い
う
□
□
も
主

要
出
入
口
と
み
な
し
□
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
主
要
出
入
口
□ 

第
四
十
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
の
主
要
出
入
口
は
□
道
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ

し
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

主
要
出
入
口
の
前
面
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
幅
員
の
通
路
を
道
に
有
効
に
接
続
し
て
設
け
□
避
難
上
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

       

二 

主
要
出
入
口
の
面
す
る
建
築
物
の
敷
地
に
接
し
て
公
園
□
広
場
等
の
空
地
が
あ
る
場
合
そ

の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

２ 
↓

④ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
主
要
出
入
口
□ 

第
四
十
条 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
の
主
要
出
入
口
は
□
道
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ

し
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

主
要
出
入
口
の
前
面
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
幅
員
の
通
路
を
道
に
有
効
に
接
続
し
て
設
け
□
避
難
上
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

そ
の
他
の
建
築
物 

木
造
建
築
物
等
で
外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火

構
造
の
も
の 

耐
火
建
築
物
又
は
簡
易
耐
火
建
築
物 

二
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

そ
の
他
の
建
築
物 

木
造
建
築
物
等
で
外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火

構
造
の
も
の 

耐
火
建
築
物
又
は
簡
易
耐
火
建
築
物 

二
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 
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二 
↓

⑦ 

２ 
↓

④ 

３ 

前
各
項
の
規
定
は
□
法
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
条
第
九
号
の

三
イ
に
該
当
す
る
準
耐
火
建
築
物
と
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

  

⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
主
要
出
入
口
□ 

第
四
十
条 

↓

⑩ 

 

一 

主
要
出
入
口
の
前
面
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
幅
員
の
通
路
を
道
に
有
効
に
接
続
し
て
設
け
□
避
難
上
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
□ 

       

二 
↓

⑦ 

２ 
↓

④ 

３ 
↓

⑩ 

   

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
主
要
出
入
口
□ 

第
四
十
条 

↓

⑩ 

 

一 

主
要
出
入
口
の
前
面
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
幅
員
の
避
難
上
有
効
な
通
路
□
道
に
通
ず
る
も
の
に
限
る
□
□
を

設
け
る
と
き
□ 

そ
の
他
の
建
築
物 

木
造
建
築
物
等
で
外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火

構
造
の
も
の 

耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物 

二
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

そ
の
他
の
建
築
物 

木
造
建
築
物
等
で
外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火

構
造
の
建
築
物 

耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物 

二
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 



113 

     

二 

知
事
が
当
該
建
築

物
の
敷
地
の
周
囲
の
公

園
□
広
場
等
の
空
地
の
状
況
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が

な
い
と
認
め
る
と
き
□ 

２ 
↓

④ 

３ 
↓

⑩ 

  

⑱ 

改
正 

平
成 

二
十
七
年 

七
月 
十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
七
年 

八
月 
一
日 

  

□
主
要
出
入
口
□ 

第
四
十
条 

↓

⑩ 

 

一 
↓

⑮ 

 

二 
↓

⑮ 

２ 
↓

④ 

３ 

前
各
項
の
規
定
は
□
法
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
条
第
九
号
の

三
イ
に
該
当
す
る
準
耐
火
建
築
物
と
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

  

㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
主
要
出
入
口
□ 

第
四
十
条 

↓

⑩ 

一 

主
要
出
入
口
の
前
面
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
幅
員
の
避
難
上
有
効
な
通
路
□
道
に
通
ず
る
も
の
に
限
る
□
□

を
設
け
る
と
き
□ 

          

二 
↓

⑮ 

２ 
↓

④ 

そ
の
他
の
建
築
物 

外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火
構
造
の
建
築
物 

耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物 

二
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

そ
の
他
の
建
築
物 

外
壁
が
準
防
火
性
能
を
有
す
る
建
築
物 

耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又

は
政
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
□
イ

を
除
く
□
□
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適

合
す
る
も
の 

二
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上 

一
・
〇
メ
□
ト
ル
以
上 
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第
七
節
の
二 

児
童
福
祉
施
設
等 

 

制
定 

 

⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

三
年 

七
月 

一
日 

  

□
出
入
口
等
□ 

第
四
十
条
の
二 

児
童
福
祉
施
設
等
□
身
体
上
又
は
精
神
上
の
理
由
に
よ
り
自
ら
避
難
す
る
こ
と

が
困
難
な
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
避
難
困
難
者
□
と
い
う
□
□
が
入
所
す
る
施
設
で
規

則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
□
□
の
出
入
口
□
非
常
口
□
廊
下
そ
の
他
避
難
の
用
に
供
す
る
部
分

□
階
段
を
除
く
□
□
で
□
避
難
困
難
者
が
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
□
床
面
に

段
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限

り
で
な
い
□ 

   

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
出
入
口
等
□ 

第
四
十
条
の
二 

児
童
福
祉
施
設
等
□
身
体
上
又
は
精
神
上
の
理
由
に
よ
り
自
ら
避
難
す
る
こ
と

が
困
難
な
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
避
難
困
難
者
□
と
い
う
□
□
が
入
所
す
る
施
設
で
規

則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
□
□
の
出
入
口
□
非
常
口
□
廊
下
そ
の
他
避
難
の
用
に
供
す
る
部
分

□
階
段
を
除
く
□
□
で
□
避
難
困
難
者
が
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
□
床
面
に

段
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
避
難
上
有
効
な
傾
斜
路
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
る
場
合

は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

 

 
 

現 

行 
□
出
入
口
等
□ 

第
四
十
条
の
二 

児
童
福
祉
施
設
等
□
身
体
上
又
は
精
神
上
の
理
由
に
よ
り
自
ら
避
難
す
る
こ
と
が

困
難
な
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
避
難
困
難
者
□
と
い
う
□
□
が
入
所
す
る
施
設
で
規
則
で

定
め
る
も
の
に
限
る
□
□
の
出
入
口
□
非
常
口
□
廊
下
そ
の
他
避
難
の
用
に
供
す
る
部
分
□
階
段

を
除
く
□
□
で
□
避
難
困
難
者
が
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
□
床
面
に
段
を
設
け

て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
避
難
上
有
効
な
傾
斜
路
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
る
場
合
は
□
こ
の
限

り
で
な
い
□ 



115 

制
定 

 

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
児
童
福
祉
施
設
等
の
内
装
□ 

第
四
十
一
条 

児
童
福
祉
施
設
等
の
用
途
に
供
す
る
木
造
の
建
築
物
は
□
そ
の
居
室
の
壁
□
床
面

か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
及

び
天
井
□
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
屋
根
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
室
内
に

面
す
る
部
分
□
回
り
縁
□
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
□
□
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
□
準
不
燃
材
料
又
は
難
燃
材
料
で
□
居
室
か
ら
地
上
に
通

ず
る
主
た
る
廊
下
□
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を

不
燃
材
料
又
は
準
不
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

三
年 

七
月 

一
日 

  

□
内
装
□ 

第
四
十
一
条 

↓

⑦ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
内
装
□ 

第
四
十
一
条 

児
童
福
祉
施
設
等
の
用
途
に
供
す
る
木
造
の
建
築
物
□
準
耐
火
建
築
物
を
除

く
□
□
は
□
そ
の
居
室
の
壁
□
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
を
除
く
□

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
及
び
天
井
□
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
屋
根
□
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
室
内
に
面
す
る
部
分
□
回
り
縁
□
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
□
準
不
燃
材
料
又
は

難
燃
材
料
で
□
居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
□
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井

の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
又
は
準
不
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

現 

行 

□
内
装
□ 

第
四
十
一
条 

児
童
福
祉
施
設
等
□
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
含
む
□
□
の
用
途
に
供
す
る
木

造
建
築
物
等
□
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適

合
す
る
も
の
を
除
く
□
□
は
□
そ
の
居
室
の
壁
□
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
下
の

部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
及
び
天
井
□
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
屋

根
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
室
内
に
面
す
る
部
分
□
回
り
縁
□
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
□
居
室
か

ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
□
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の

仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
内
装
□ 

第
四
十
一
条 
児
童
福
祉
施
設
等
の
用
途
に
供
す
る
木
造
建
築
物
等
□
準
耐
火
建
築
物
を
除
く
□
□

は
□
そ
の
居
室
の
壁
□
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
□
□
及
び
天
井
□
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
屋
根
□
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
□
□
の
室
内
に
面
す
る
部
分
□
回
り
縁
□
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
□

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
□
準
不
燃
材
料
又
は
難
燃
材
料
で
□
居

室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
□
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部

分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
又
は
準
不
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
内
装
□ 

第
四
十
一
条 

児
童
福
祉
施
設
等
の
用
途
に
供
す
る
木
造
建
築
物
等
□
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建

築
物
を
除
く
□
□
は
□
そ
の
居
室
の
壁
□
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
を

除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
及
び
天
井 

□
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
屋
根
□

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
室
内
に
面
す
る
部
分
□
回
り
縁
□
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
□
居
室
か
ら
地

上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
□
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上

げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑱ 

改
正 

平
成 

二
十
七
年 

七
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
七
年 

八
月 

一
日 

  

□
内
装
□ 

第
四
十
一
条 

児
童
福
祉
施
設
等
の
用
途
に
供
す
る
木
造
建
築
物
等
□
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐

火
建
築
物
又
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
□
特
定
避
難
時
間
が
四
十
五
分

間
未
満
で
あ
る
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物
を
除
く
□
□
を
除
く
□
□
を
除
く
□
□
は
□

そ
の
居
室
の
壁
□
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
下
の
部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
□
□
及
び
天
井
□
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
屋
根
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
□
□
の
室
内
に
面
す
る
部
分
□
回
り
縁
□
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
□
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
□
居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊

下
□
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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⑲ 

改
正 

平
成 

二
十
八
年 

三
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
八
年 

五
月 

一
日 

  

□
内
装
□ 

第
四
十
一
条 

児
童
福
祉
施
設
等
□
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
含
む
□
□
の
用
途
に
供
す
る
木

造
建
築
物
等
□
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適

合
す
る
も
の
□
特
定
避
難
時
間
が
四
十
五
分
間
未
満
で
あ
る
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物

を
除
く
□
□
を
除
く
□
□
は
□
そ
の
居
室
の
壁
□
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
下
の

部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
及
び
天
井
□
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
屋

根
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
室
内
に
面
す
る
部
分
□
回
り
縁
□
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
□
居
室
か

ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
□
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の

仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
内
装
□ 

第
四
十
一
条 

児
童
福
祉
施
設
等
□
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
含
む
□
□
の
用
途
に
供
す
る
木

造
建
築
物
等
□
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適

合
す
る
も
の
□
特
定
避
難
時
間
が
四
十
五
分
間
未
満
で
あ
る
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物

を
除
く
□
□
を
除
く
□
□
は
□
そ
の
居
室
の
壁
□
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
□
ト
ル
以
下
の

部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
及
び
天
井
□
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
屋

根
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
室
内
に
面
す
る
部
分
□
回
り
縁
□
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
部
分
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
□
居
室
か

ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
□
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の

仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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参 
考 

 

旧
第
四
十
一
条 

□
昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号
に
よ
り
削
除
□ 

  

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 □
共
同
炊
事
場
□ 

第
四
十
一
条 

共
同
住
宅
の
各
戸
に
炊
事
場
が
な
い
場
合
に
は
□
各
階
ご
と
に
□
床
面
積
が
そ

の
住
戸
又
は
住
室
一
に
つ
き
一
平
方
メ
□
ト
ル
の
割
合
で
計
算
し
た
数
値
以
上
で
□
か
つ
□

六
平
方
メ
□
ト
ル
以
上
の
共
同
炊
事
場
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
四
十
一
条 

削
除 
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第
八
節 

長 
 

屋 

   

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
構
造
□ 

第
四
十
二
条 

主
要
構
造
部
が
木
造
の
長
屋
は
□
六
戸
建
以
下
と
し
□
か
つ
□
そ
の
階
数
は
□
二

以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構
造
又
は
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上

及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
□
十
二
戸
建
に
ま
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

主
要
構
造
部
が
木
造
で
二
階
建
の
長
屋
は
□
階
下
の
天
井
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
□
準
不
燃

材
料
又
は
難
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
構
造
等
□ 

第
四
十
二
条 

主
要
構
造
部
が
木
造
の
長
屋
は
□
六
戸
建
以
下
と
し
□
か
つ
□
そ
の
階
数
は
□
二

以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構
造
又
は
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上

及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
十
二
戸
建
に
ま
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

階
数
が
二
以
上
の
耐
火
建
築
物
以
外
の
長
屋
は
□
最
上
階
を
除
く
各
階
の
天
井
□
回
り
縁
□

竿
縁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
□
□
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
□
準
不
燃
材
料
又
は

難
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

現 
行 

□
木
造
長
屋
の
形
態
等
□ 

第
四
十
二
条 
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
長
屋
□
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除

く
□
以
下
□
木
造
長
屋
□
と
い
う
□
□
は
□
六
戸
建
て
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ

し
□
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
十
二
戸
建
て
に
ま
で
す
る
こ
と
が

で
き
る
□ 

２ 

木
造
長
屋
の
地
階
を
除
く
階
数
は
□
二
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
政
令
第
百

三
十
六
条
の
二
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
し
□
か
つ
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
は
□
そ
の
地
階
を
除
く
階
数
を
三
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

一 

延
べ
面
積
□
主
要
構
造
部
が
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
で
あ
る
部

分
の
床
面
積
を
除
く
□
□
は
□
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
□ 

 

二 

各
戸
が
重
層
し
な
い
こ
と
□ 

 

三 

地
階
部
分
は
□
主
要
構
造
部
□
階
段
を
除
く
□
□
を
耐
火
構
造
と
す
る
こ
と
□ 

３ 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
□
知
事
が
当
該
建
築
物
の
構
造
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り

安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
適
用
し
な
い
□ 
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⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
木
造
長
屋
の
形
態
等
□ 

第
四
十
二
条 

主
要
構
造
部
が
木
造
の
長
屋
□
以
下
□
木
造
長
屋
□
と
い
う
□
□
は
□
六
戸
建
以

下
と
し
□
か
つ
□
そ
の
階
数
は
□
二
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構

造
又
は
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
十
二

戸
建
に
ま
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

木
造
長
屋
の
地
階
を
除
く
階
数
は
□
二
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
令
第
百

三
十
六
条
の
二
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
し
□
か
つ
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
は
□
そ
の
地
階
を
除
く
階
数
を
三
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

一 

延
べ
面
積
□
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
部
分
の
床
面
積
を
除
く
□
□
は
□
五
百
平

方
メ
□
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構
造
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全

上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

二 

各
戸
が
重
層
し
な
い
こ
と
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構
造
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上

及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

三 

地
階
部
分
は
□
主
要
構
造
部
□
階
段
を
除
く
□
□
を
耐
火
構
造
と
す
る
こ
と
□ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
木
造
長
屋
の
形
態
等
□ 

第
四
十
二
条 

主
要
構
造
部
が
木
造
の
長
屋
□
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
以
下
□
木

造
長
屋
□
と
い
う
□
□
は
□
六
戸
建
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構

造
又
は
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
十
二

戸
建
に
ま
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

木
造
長
屋
の
地
階
を
除
く
階
数
は
□
二
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
政
令
第

百
三
十
六
条
の
二
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
し
□
か
つ
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
も
の
は
□
そ
の
地
階
を
除
く
階
数
を
三
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

一 

延
べ
面
積
□
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
で
あ
る
部
分
の
床
面
積
を
除
く
□
□
は
□

五
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構
造
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ

り 

安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

二 
↓

⑨ 

三 
↓

⑨ 

  

⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

施
行 

同
日 

 

□
木
造
長
屋
の
形
態
等
□ 

第
四
十
二
条 

木
造
建
築
物
等
で
あ
る
長
屋
□
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
以
下
□
木
造

長
屋
□
と
い
う
□
□
は
□
六
戸
建
て
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構
造

又
は
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
十
二
戸
建
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て
に
ま
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 
↓

⑩ 
一 

延
べ
面
積
□
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
で
あ
る
部
分
の
床
面
積
を
除
く
□
□
は
□
五
百
平

方
メ
□
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構
造
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全

上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

二 
↓

⑨ 

三 
↓

⑨ 

   

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 
十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 
四
月 

一
日 

 

□
木
造
長
屋
の
形
態
等
□ 

第
四
十
二
条 

木
造
建
築
物
等
で
あ
る
長
屋
□
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除

く
□
以
下
□
木
造
長
屋
□
と
い
う
□
□
は
□
六
戸
建
て
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ

し
□
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
十
二
戸
建
て
に
ま
で
す
る
こ
と
が

で
き
る
□ 

２ 
↓

⑩ 

一 

延
べ
面
積
□
主
要
構
造
部
が
政
令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
で
あ
る
部
分
の
床
面
積
を
除
く
□
□
は
□
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
以

下
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構
造
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

二 

各
戸
が
重
層
し
な
い
こ
と
□
た
だ
し
□
建
築
物
の
構
造
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上

及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

三 
↓

⑨ 

３ 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
□
知
事
が
当
該
建
築
物
の
構
造
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り

安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
適
用
し
な
い
□ 

  

⑱ 

改
正 

平
成 

二
十
七
年 

七
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

二
十
七
年 

八
月 

一
日 

 

□
木
造
長
屋
の
形
態
等
□ 

第
四
十
二
条 

↓

⑮ 

２ 
↓

⑩ 

一 

延
べ
面
積
□
主
要
構
造
部
が
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
で
あ
る
部
分

の
床
面
積
を
除
く
□
□
は
□
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
□ 

二 
↓

⑮ 

三 
↓

⑨ 

３ 
↓

⑮ 

  

㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

施
行 

同
日 
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□
木
造
長
屋
の
形
態
等
□ 

第
四
十
二
条 

↓

⑮ 

２ 

木
造
長
屋
の
地
階
を
除
く
階
数
は
□
二
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
政
令
第
百

三
十
六
条
の
二
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
し
□
か
つ
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
は
□
そ
の
地
階
を
除
く
階
数
を
三
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

一 
↓

⑱ 

二 
↓

⑮ 

三 
↓

⑨ 

３ 
↓

⑮ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
出
入
口
□ 

第
四
十
三
条 

長
屋
の
各
戸
の
出
入
口
は
□
道
路
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
長
屋
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

三
戸
建
以
下
の
も
の
で
□
そ
の
出
入
口
が
道
路
に
接
す
る
幅
員
二
メ
□
ト
ル
以
上
の
敷
地 

内
の
通
路
に
面
し
た
も
の 

二 

耐
火
建
築
物
又
は
簡
易
耐
火
建
築
物
で
各
戸
の
界
壁
が
耐
火
構
造
で
あ
り
□
か
つ
□
敷
地 

の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
出
入
口
□ 

第
四
十
三
条 

長
屋
の
各
戸
の
出
入
口
は
□
道
路
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
長
屋
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

六
戸
建
以
下
の
も
の
で
□
そ
の
出
入
口
が
道
路
に
接
す
る
幅
員
二
メ
□
ト
ル
以
上
の
敷
地 

内
の
通
路
に
面
し
た
も
の 

二 

耐
火
建
築
物
又
は
簡
易
耐
火
建
築
物
で
各
戸
の
界
壁
が
耐
火
構
造
で
あ
り
□
か
つ
□
敷
地 

の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
出
入
口
□ 

第
四
十
三
条 

長
屋
の
各
戸
の
出
入
口
は
□
道
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
長
屋
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

六
戸
建
以
下
の
も
の
で
□
そ
の
出
入
口
が
道
に
接
す
る
幅
員
二
メ
□
ト
ル
以
上
の
敷
地
内

現 

行 

□
出
入
口
□ 

第
四
十
三
条 

長
屋
の
各
戸
の
出
入
口
は
□
そ
の
一
以
上
が
道
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ

し
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
長
屋
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

六
戸
建
て
以
下
の
長
屋
で
□
そ
の
出
入
口
が
□
道
に
通
ず
る
幅
員
二
メ
□
ト
ル
以
上
の
敷

地
内
の
通
路
に
面
す
る
も
の
□
た
だ
し
□
六
戸
建
て
以
下
の
木
造
長
屋
で
□
地
階
を
除
く
階

数
が
三
の
も
の
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
出
入
口
が
□
道
に
通
ず
る
幅
員
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
敷

地
内
の
通
路
に
面
す
る
も
の 

二 

耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
□
そ
の
出
入
口
が
道
に
通
ず
る
避
難
上
有
効
な
敷
地

内
の
通
路
に
面
す
る
も
の 

２ 

階
段
等
の
み
に
よ
り
直
接
地
上
に
達
す
る
住
戸
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
階
段
口
□
当
該
階
段
等

が
地
上
に
接
す
る
部
分
を
い
う
□
□
を
出
入
口
と
み
な
し
□
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 
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の
通
路
に
面
し
た
も
の 

二 
↓

④ 

   

⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 
同
日 

  

□
出
入
口
□ 

第
四
十
三
条 

↓

⑦ 

一 

六
戸
建
以
下
の
も
の
で
□
そ
の
出
入
口
が
□
道
に
接
す
る
幅
員
二
メ
□
ト
ル
以
上
の
敷
地

内
の
通
路
に
面
し
た
も
の
□
た
だ
し
□
六
戸
建
以
下
の
木
造
長
屋
で
□
地
階
を
除
く
階
数
が

三
の
も
の
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
出
入
口
が
□
道
に
接
す
る
幅
員
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
敷
地
内

の
通
路
に
面
し
た
も
の 

二 
↓

④ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
出
入
口
□ 

第
四
十
三
条 

長
屋
の
各
戸
の
出
入
口
は
□
道
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
長
屋
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 
↓

⑨ 

二 

耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な

い
も
の 

   

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
出
入
口
□ 

第
四
十
三
条 

長
屋
の
各
戸
の
出
入
口
は
□
そ
の
一
以
上
が
道
に
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た

だ
し
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
長
屋
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

六
戸
建
て
以
下
の
長
屋
で
□
そ
の
出
入
口
が
□
道
に
通
ず
る
幅
員
二
メ
□
ト
ル
以
上
の
敷

地
内
の
通
路
に
面
す
る
も
の
□
た
だ
し
□
六
戸
建
て
以
下
の
木
造
長
屋
で
□
地
階
を
除
く
階

数
が
三
の
も
の
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
出
入
口
が
□
道
に
通
ず
る
幅
員
三
メ
□
ト
ル
以
上
の
敷

地
内
の
通
路
に
面
す
る
も
の 

二 

耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
□
そ
の
出
入
口
が
道
に
通
ず
る
避
難
上
有
効
な
敷
地

内
の
通
路
に
面
す
る
も
の 

２ 

階
段
等
の
み
に
よ
り
直
接
地
上
に
達
す
る
住
戸
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
階
段
口
□
当
該
階
段
等

が
地
上
に
接
す
る
部
分
を
い
う
□
□
を
出
入
口
と
み
な
し
□
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 
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制
定 

 

⑨ 

改
正 

平
成 
三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
内
装
□ 

第
四
十
三
条
の
二 

階
数
が
二
以
上
の
耐
火
建
築
物
以
外
の
長
屋
は
□
最
上
階
を
除
く
各
階
の
天

井
□
回
り
縁
□
竿
縁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
□
□
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
□
準

不
燃
材
料
又
は
難
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
内
装
□ 

第
四
十
三
条
の
二 

階
数
が
二
以
上
の
耐
火
建
築
物
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る

準
耐
火
建
築
物
以
外
の
長
屋
は
□
最
上
階
を
除
く
各
階
の
天
井
□
回
り
縁
□
竿
縁
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
□
□
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
□
準
不
燃
材
料
又
は
難
燃
材
料
で
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
内
装
□ 

第
四
十
三
条
の
二 

階
数
が
二
以
上
の
耐
火
建
築
物
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
準

耐
火
建
築
物
以
外
の
長
屋
は
□
最
上
階
を
除
く
各
階
の
天
井
□
回
り
縁
□
竿
縁
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
部
分
を
除
く
□
□
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
□
準
不
燃
材
料
又
は
難
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

  

現 

行 

□
内
装
□ 

第
四
十
三
条
の
二 

階
数
が
二
以
上
の
耐
火
建
築
物
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る

準
耐
火
建
築
物
以
外
の
長
屋
は
□
最
上
階
を
除
く
各
階
の
天
井
□
回
り
縁
□
竿
縁
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
□
□
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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第
九
節 

倉
庫
□
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場 

   

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
出
入
口
の
位
置
□ 

第
四
十
四
条 

自
動
車
車
庫
又
は
自
動
車
修
理
工
場
の
自
動
車
の
出
入
口
は
□
次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
場
所
に
面
し
て
設
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

一 

幅
員
六
メ
□
ト
ル
未
満
の
道
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ

□
ト
ル
以
下
の
も
の
が
奥
行
二
メ
□
ト
ル
以
上
の
前
面
空
地
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
□

幅
員
四
メ
□
ト
ル
未
満
の
道
□ 

二 

道
路
の
交
さ
点
又
は
曲
り
角
か
ら
五
メ
□
ト
ル
以
内
の
場
所 

三 

小
学
校
□
盲
学
校
□
ろ
う
学
校
□
養
護
学
校
□
幼
稚
園
又
は
保
育
所
の
出
入
口
か
ら
二
十 

メ
□
ト
ル
以
内
の
場
所 

現 

行 
□
出
入
口
の
位
置
□ 

第
四
十
四
条 
倉
庫
□
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
以
下
□
車
庫
等
□
と
い
う
□
□
の

用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

幅
員
六
メ
□
ト
ル
未
満
の
道
路
に
面
し
て
設
け
な
い
こ
と
□ 

二 

道
路
の
交
差
点
又
は
曲
が
り
角
か
ら
五
メ
□
ト
ル
以
内
の
場
所
に
設
け
な
い
こ
と
□ 

三 

出
入
口
か
ら
二
メ
□
ト
ル
後
退
し
た
自
動
車
の
車
路
の
中
心
線
上
で
□
道
路
の
中
心

線
に
直
角
に
向
か
□
て
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
六
十
度
以
上
の
範
囲
内
に
お
い
て
□
当
該
道

路
を
通
行
す
る
者
の
存
在
を
確
認
で
き
る
空
地
又
は
空
間
を
有
す
る
こ
と
□ 

２ 

前
項
第
一
号
の
規
定
は
□
当
該
出
入
口
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

一 

車
庫
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
で
あ
る
建
築

物
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口
で
あ
り
□
幅
員
四
メ
□
ト
ル
以
上
の
道
路
□
法
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
と
み
な
さ
れ
る
道
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
境
界
線
と
み

な
さ
れ
る
線
と
道
と
の
間
の
敷
地
の
部
分
を
道
路
と
し
て
築
造
す
る
も
の
に
限
る
□
□
を
含

む
□
次
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
面
す
る
も
の 

二 

建
築
物
□
倉
庫
で
あ
つ
て
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方

メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
及
び
自
動
車
修
理
工
場
で
あ
つ
て
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
除
く
□
次
号
に
お
い
て
同

じ
□
□
で
こ
れ
に
附
属
す
る
自
動
車
車
庫
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
百
五
十
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
も
の
の
敷
地
の
自
動
車
の
出

入
口
で
あ
り
□
幅
員
四
メ
□
ト
ル
以
上
の
道
路
に
面
す
る
も
の 

三 

建
築
物
で
こ
れ
に
附
属
す
る
自
動
車
車
庫
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百

五
十
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
も
の
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口

で
あ
り
□
幅
員
五
メ
□
ト
ル
以
上
の
道
路
に
面
す
る
も
の 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
第
一
項
の
規
定
は
□
知
事
が
当
該
出
入
口
の
周
囲
の
状
況
に

よ
り
交
通
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
適
用
し
な
い
□ 
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四 

前
各
号
の
ほ
か
□
交
通
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
て
知
事
が
指
定
す
る
場
所 

２ 

自
動
車
車
庫
又
は
自
動
車
修
理
工
場
の
自
動
車
の
出
入
口
は
□
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
境
界

線
か
ら
一
メ
□
ト
ル
未
満
の
場
所
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

   

④ 

改
正 
昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 
昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
出
入
口
の
位
置
□ 

第
四
十
四
条 

自
動
車
車
庫
又
は
自
動
車
修
理
工
場
□
以
下
□
車
庫
等
□
と
い
う
□
□
の
自
動
車

の
出
入
口
は
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
所
に
面
し
て
設
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

一 

幅
員
六
メ
□
ト
ル
未
満
の
道
路
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方

メ
□
ト
ル
以
下
の
車
庫
等
の
敷
地
に
自
動
車
の
出
入
口
を
設
け
る
場
合
で
□
交
通
安
全
上
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
幅
員
四
メ
□
ト
ル
以
上
六
メ
□
ト
ル
未
満
の
道
路
を
除 

く
□
□ 

二 

道
路
の
交
さ
点
又
は
曲
り
か
ど
か
ら
五
メ
□
ト
ル
以
内
の
場
所 

三 

前
各
号
の
ほ
か
交
通
上
特
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
□→

★
四
□ 

２ 

車
庫
等
の
自
動
車
の
出
入
口
は
□
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
境
界
線
か
ら
一
メ
□
ト
ル
以
上

で
□
か
つ
□
前
面
道
路
の
通
行
の
見
通
し
が
で
き
る
場
所
で
な
け
れ
ば
設
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
出
入
口
の
位
置
□ 

第
四
十
四
条 

倉
庫
□
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
以
下
□
車
庫
等
□
と
い
う
□
□
の

用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口
は
□
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
所
に

面
し
て
設
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

一 
↓

④ 

二 

道
路
の
交
差
点
又
は
曲
が
り
角
か
ら
五
メ
□
ト
ル
以
内
の
場
所 

三 
↓

④ 

２ 
↓

④ 

   

⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
出
入
口
の
位
置
□ 

第
四
十
四
条 

倉
庫
□
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
□
以
下
□
車
庫
等
□
と
い
う
□
□
の

用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

幅
員
六
メ
□
ト
ル
未
満
の
道
路
に
面
し
て
設
け
な
い
こ
と
□
た
だ
し
□
周
囲
の
状
況
に
よ

り
交
通
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

二 

道
路
の
交
差
点
又
は
曲
が
り
角
か
ら
五
メ
□
ト
ル
以
内
の
場
所
に
面
し
て
設
け
な
い
こ

と
□
た
だ
し
□
周
囲
の
状
況
に
よ
り
交
通
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
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こ
の
限
り
で
な
い
□ 

三 

出
入
口
か
ら
二
メ
□
ト
ル
後
退
し
た
自
動
車
の
車
路
の
中
心
線
上
で
□
道
路
の
中
心
線
に

直
角
に
向
か
つ
て
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
六
十
度
以
上
の
範
囲
内
に
お
い
て
□
当
該
道
路
を
通
行

す
る
者
の
存
在
を
確
認
で
き
る
空
地
又
は
空
間
を
有
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
周
囲
の
状
況
に

よ
り
交
通
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

四 

前
各
号
の
ほ
か
交
通
の
安
全
上
特
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
面
し
て
設
け
な

い
こ
と
□ 

２ 

前
項
第
一
号
の
規
定
は
□
車
庫
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口
が

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

一 

車
庫
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
で
あ
る
建
築

物
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口
で
あ
り
□
幅
員
四
メ
□
ト
ル
以
上
の
道
路
□
法
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
と
み
な
さ
れ
る
道
を
含
む
□
次
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
面

し
□
か
つ
□
交
通
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

二 

建
築
物
□
倉
庫
で
あ
つ
て
そ
の
用
途
に
供
す
る
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を

超
え
る
も
の
及
び
自
動
車
修
理
工
場
で
あ
つ
て
そ
の
用
途
に
供
す
る
床
面
積
の
合
計
が
三
十

平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
除
く
□
次
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
で
こ
れ
に
附
属
す
る
自

動
車
車
庫
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
百
五
十
平

方
メ
□
ト
ル
以
下
の
も
の
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口
で
あ
り
□
幅
員
四
メ
□
ト
ル
以
上
の

道
路
□
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
と
み
な
さ
れ
る
道
で
□
同
項
の
規
定
に

よ
り
道
路
の
境
界
線
と
み
な
さ
れ
る
線
と
道
と
の
間
の
敷
地
の
部
分
を
道
路
と
し
て
築
造
し

な
い
も
の
を
除
く
□
□
に
面
す
る
も
の 

三 

建
築
物
で
こ
れ
に
附
属
す
る
自
動
車
車
庫
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百

五
十
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
も
の
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口

で
あ
り
□
幅
員
五
メ
□
ト
ル
以
上
の
道
路
に
面
す
る
も
の 

   

⑮ 

改
正 

平
成
十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
出
入
口
の
位
置
□ 

第
四
十
四
条 

↓

⑨ 

一 

幅
員
六
メ
□
ト
ル
未
満
の
道
路
に
面
し
て
設
け
な
い
こ
と
□
た
だ
し
□
周
囲
の
状
況
に
よ

り
交
通
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

二 

道
路
の
交
差
点
又
は
曲
が
り
角
か
ら
五
メ
□
ト
ル
以
内
の
場
所
に
面
し
て
設
け
な
い
こ

と
□
た
だ
し
□
周
囲
の
状
況
に
よ
り
交
通
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□

こ
の
限
り
で
な
い
□ 

三 

出
入
口
か
ら
二
メ
□
ト
ル
後
退
し
た
自
動
車
の
車
路
の
中
心
線
上
で
□
道
路
の
中
心
線
に

直
角
に
向
か
つ
て
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
六
十
度
以
上
の
範
囲
内
に
お
い
て
□
当
該
道
路
を
通
行

す
る
者
の
存
在
を
確
認
で
き
る
空
地
又
は
空
間
を
有
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
周
囲
の
状
況
に

よ
り
交
通
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

四 

前
各
号
の
ほ
か
交
通
の
安
全
上
特
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
面
し
て
設
け
な

い
こ
と
□ 

２ 

前
項
第
一
号
の
規
定
は
□
当
該
出
入
口
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

一 

車
庫
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
で
あ
る
建
築
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物
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口
で
あ
り
□
幅
員
四
メ
□
ト
ル
以
上
の
道
路
□
法
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
と
み
な
さ
れ
る
道
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
境
界
線
と
み

な
さ
れ
る
線
と
道
と
の
間
の
敷
地
の
部
分
を
道
路
と
し
て
築
造
す
る
も
の
に
限
る
□
□
を
含

む
□
次
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
面
す
る
も
の 

二 

建
築
物
□
倉
庫
で
あ
つ
て
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
□

ト
ル
を
超
え
る
も
の
及
び
自
動
車
修
理
工
場
で
あ
つ
て
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積

の
合
計
が
三
十
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
除
く
□
次
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
で
こ
れ

に
附
属
す
る
自
動
車
車
庫
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
□
ト
ル
を

超
え
百
五
十
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
の
も
の
の
敷
地
の
自
動
車
の
出
入
口
で
あ
り
□
幅
員
四
メ

□
ト
ル
以
上
の
道
路
□
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
と
み
な
さ
れ
る
道
で
□

同
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
境
界
線
と
み
な
さ
れ
る
線
と
道
と
の
間
の
敷
地
の
部
分
を
道
路

と
し
て
築
造
し
な
い
も
の
を
除
く
□
□
に
面
す
る
も
の 

三 
↓

⑨ 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
第
一
項
の
規
定
は
□
知
事
が
当
該
出
入
口
の
周
囲
の
状
況
に
よ

り
交
通
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
適
用
し
な
い
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 
十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 
一
日 

  

□
構
造
及
び
建
築
設
備
□ 

第
四
十
五
条 

自
動
車
車
庫
又
は
自
動
車
修
理
工
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
は
□
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

床
は
□
耐
水
材
料
で
造
る
こ
と
□ 

二 

耐
水
材
料
で
造
つ
た
排
水
設
備
を
設
け
る
こ
と
□ 

三 

床
の
面
か
ら
の
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
の
位
置
に
適
当
な
換
気
設
備
を
設
け

る
こ
と
□ 

四 

傾
斜
路
の
こ
う
配
は
□
十
度
以
下
と
し
□
か
つ
□
そ
の
路
面
は
□
粗
面
と
し
□
又
は
す
べ

り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
こ
と
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
構
造
及
び
建
築
設
備
□ 

第
四
十
五
条 

車
庫
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
□ 

一 

床
及
び
排
水
こ
う
は
□
耐
水
材
料
で
造
り
□
か
つ
□
汚
水
排
除
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
□ 

二 

床
が
地
盤
面
下
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
方
面
以
上
の
外
気
に
通
ず
る
位
置
に
□
そ 

の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
床
の
面
か
ら
高
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
の
位
置
に
適
当
な

換
気
口
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
□ 

三 

床
の
面
か
ら
の
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
の
位
置
に
適
当
な
換
気
設
備
を
設
け

る
こ
と
□ 

三 

傾
斜
路
の
こ
う
配
は
□
十
度
以
下
と
し
□
か
つ
□
そ
の
路
面
は
□
粗
面
と
し
□
又
は
す
べ

り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
こ
と
□
□↓

★ 

四
□ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

 

現 

行 

□
構
造
及
び
建
築
設
備
□ 

第
四
十
五
条 

自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
は
□
次
の
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 
床
及
び
排
水
溝
は
□
耐
水
材
料
で
造
り
□
か
つ
□
汚
水
排
除
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
□ 

二 

床
が
地
盤
面
下
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
方
面
以
上
の
外
気
に
通
ず
る
位
置
に
□
そ
の
他

の
場
合
に
あ
つ
て
は
床
の
面
か
ら
高
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
下
の
位
置
に
適
当
な
換
気
口

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
□ 

三 

傾
斜
路
の
こ
う
配
は
□
六
分
の
一
以
下
と
し
□
か
つ
□
そ
の
路
面
は
□
粗
面
と
し
□
又
は
滑

り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
こ
と
□ 
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□
構
造
及
び
建
築
設
備
□ 

第
四
十
五
条 

自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
は
□
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 
↓

④ 

二 
↓

④ 

三 

傾
斜
路
の
こ
う
配
は
□
八
分
の
一
以
下
と
し
□
か
つ
□
そ
の
路
面
は
□
粗
面
と
し
□
又
は

滑
り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
こ
と
□ 

   

⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 
三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
構
造
及
び
建
築
設
備
□ 

第
四
十
五
条 

↓

⑦ 

一 

床
及
び
排
水
溝
は
□
耐
水
材
料
で
造
り
□
か
つ
□
汚
水
排
除
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
□ 

二 
↓

④ 

三 

傾
斜
路
の
こ
う
配
は
□
六
分
の
一
以
下
と
し
□
か
つ
□
そ
の
路
面
は
□
粗
面
と
し
□
又
は

滑
り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
こ
と
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
他
の
用
途
部
分
と
の
区
画
□ 

第
四
十
六
条 

建
築
物
の
一
部
に
自
動
車
車
庫
又
は
自
動
車
修
理
工
場
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て

は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
部
分
と
の
境
界
に
は
□
耐
火
構
造
又
は
防
火
構
造
の
界

壁
を
設
け
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
防
火
戸
を
設
け
る
こ
と
□ 

二 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
及
び
天
井
に
は
□
他
の
部
分
に
通
ず
る
開
口
部
を
設
け
な

い
こ
と
□ 

三 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
内
に
□
他
の
部
分
の
た
め
の
避
難
用
の
出
入
口
を
設
け
な
い

こ
と
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
他
の
用
途
部
分
と
の
区
画
□ 

第
四
十
六
条 

建
築
物
の
一
部
に
車
庫
等
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 
↓

★ 

二 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
及
び
天
井
に
は
□
他
の
部
分
に
通
ず
る
開
口
部
を
設
け
な 

い
こ
と
□
た
だ
し
□
特
殊
の
用
途
に
供
す
る
も
の
で
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
□
こ
の
限
り 

で
な
い
□ 

三 
↓

★ 

 
 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

現 

行 

□
他
の
用
途
部
分
と
の
区
画
□ 

第
四
十
六
条 

建
築
物
の
一
部
に
自
動
車
修
理
工
場
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
□
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
部
分
と
の
境
界
に
は
準
耐
火
構
造
の
界
壁
を
設
け
□

か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
を
設
け
る
こ

と
□ 

二 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
及
び
天
井
に
は
□
他
の
部
分
に
通
ず
る
開
口
部
を
設
け

な
い
こ
と
□ 

三 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
内
に
□
他
の
部
分
の
た
め
の
避
難
用
の
出
入
口
を
設
け
な

い
こ
と
□ 
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□
他
の
用
途
部
分
と
の
区
画
□ 

第
四
十
六
条 

建
築
物
の
一
部
に
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て

は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 
↓

★ 

二 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
及
び
天
井
に
は
□
他
の
部
分
に
通
ず
る
開
口
部
を
設
け
な

い
こ
と
□
た
だ
し
□
消
防
そ
の
他
特
殊
の
用
途
に
供
す
る
も
の
で
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

三 
↓

★ 

   

⑩ 

改
正 

平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
他
の
用
途
部
分
と
の
区
画
□ 

第
四
十
六
条 

↓

⑦ 

一 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
部
分
と
の
境
界
に
は
□
耐
火
構
造
□
準
耐
火
構
造
又
は

防
火
構
造
の
界
壁
を
設
け
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
防
火
戸
を
設
け
る
こ
と
□ 

二 
↓

⑦ 

三 
↓

★ 

  

⑭ 

改
正 

平
成 

十
二
年
十
二
月 

八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

施
行 

同
日 

 

□
他
の
用
途
部
分
と
の
区
画
□ 

第
四
十
六
条 

↓

⑦ 

 

一 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
他
の
部
分
と
の
境
界
に
は
□
耐
火
構
造
□
準
耐
火
構
造
又
は

防
火
構
造
の
界
壁
を
設
け
□
か
つ
□
そ
の
開
口
部
に
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す

る
防
火
設
備
を
設
け
る
こ
と
□ 

二 
↓

⑦ 

三 
↓

★ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
他
の
用
途
部
分
と
の
区
画
□ 

第
四
十
六
条 

↓

⑦ 

 

一 
↓

⑭ 

二 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
及
び
天
井
に
は
□
他
の
部
分
に
通
ず
る
開
口
部
を
設
け
な

い
こ
と
□
た
だ
し
□
消
防
の
用
に
供
す
る
自
動
車
車
庫
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

三 
↓

★ 
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㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 
□
他
の
用
途
部
分
と
の
区
画
□ 

第
四
十
六
条 

建
築
物
の
一
部
に
自
動
車
車
庫
及
び
自
動
車
修
理
工
場
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て

は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 
↓

⑭ 

二 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
及
び
天
井
に
は
□
他
の
部
分
に
通
ず
る
開
口
部
を
設
け
な

い
こ
と
□
た
だ
し
□
消
防
の
用
に
供
す
る
自
動
車
車
庫
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

三 
↓

★ 
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第
三
章
の
二 

日
影
の
制
限
に
係
る
区
域
等
の
指
定 

 
 制

定 

 

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
係
る
対
象
区
域
及
び
号
の
指
定
□ 

第
四
十
六
条
の
二 

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
対
象
区
域
は
別
表
上

欄
に
掲
げ
る
用
途
地
域
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
八
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
の
う
ち
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
区
域
と
し
□

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
号
は
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
号
と
す
る
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
係
る
対
象
区
域
等
□ 

第
四
十
六
条
の
二 

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
対
象
区
域
は
別
表

(い )

欄
に
掲
げ
る
用
途
地
域
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
八
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
の
う
ち
同
表

(ろ )
欄
に
掲
げ
る
区
域
と
し
□

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
平
均
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
は
同
表

(は )
欄

に
掲
げ
る
高
さ
と
し
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
号
は
同
表

(に )
欄
に
掲
げ
る
号
と
す
る
□ 

  
 

 
現 

行 
□
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
係
る
対
象
区
域
等
□ 

第
四
十
六
条
の
二 

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
対
象
区
域
は
別
表

(い )

欄
に
掲
げ
る
用
途
地
域
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
八
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
の
う
ち
同
表

(ろ )
欄
に
掲
げ
る
区
域
と
し
□

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
平
均
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
は
同
表

(は )
欄

に
掲
げ
る
高
さ
と
し
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
号
は
同
表

(に )
欄
に
掲
げ
る
号
と
す

る
□ 
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第
四
章 

建
築
設
備 

 

制
定 

 

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 
三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 
四
月 

一
日 

  

□
エ
レ
ベ
□
タ
□
の
機
械
室
□ 

第
四
十
七
条 

エ
レ
ベ
□
タ
□
の
機
械
室
に
は
照
明
設
備
を
設
け
□
か
つ
□
照
明
設
備
の
ス
イ
ツ

チ
は
出
入
口
の
近
く
で
見
や
す
い
位
置
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

機
械
室
は
□
他
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

  
 

現 

行 
□
エ
レ
ベ
□
タ
□
の
機
械
室
□ 

第
四
十
七
条 

エ
レ
ベ
□
タ
□
の
機
械
室
に
は
照
明
設
備
を
設
け
□
か
つ
□
照
明
設
備
の
ス
イ
ツ
チ

は
出
入
口
の
近
く
で
見
や
す
い
位
置
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

機
械
室
は
□
他
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
□ 
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制
定 

 

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 
三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 
四
月 

一
日 

  

□
エ
レ
ベ
□
タ
□
の
点
検
用
コ
ン
セ
ン
ト
□ 

第
四
十
八
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
分
に
は
□
修
理
点
検
用
の
コ
ン
セ
ン
ト
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

一 

機
械
室
の
内
部 

二 

か
ご
の
上
部 

三 

ピ
□
ト
の
壁 

   
 

現 

行 

□
エ
レ
ベ
□
タ
□
の
点
検
用
コ
ン
セ
ン
ト
□ 

第
四
十
八
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
分
に
は
□
修
理
点
検
用
の
コ
ン
セ
ン
ト
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

一 
機
械
室
の
内
部 

二 

か
ご
の
上
部 

三 

ピ
□
ト
の
壁 
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制
定 

 

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
昇
降
機
の
電
気
設
備
□ 

第
四
十
九
条 

エ
レ
ベ
□
タ
□
□
エ
ス
カ
レ
□
タ
□
又
は
電
動
ダ
ム
ウ
エ
□
タ
□
に
使
用
す
る
電

気
設
備
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

配
線
は
□
金
属
性
の
コ
ン
ジ
ツ
ト
管
に
収
め
る
か
□
又
は
可
撓
外
装
電
覧
と
す
る
こ
と
□ 

二 

昇
降
路
内
の
電
気
設
備
に
は
お
お
い
を
設
け
□
そ
の
お
お
い
が
金
属
性
の
場
合
は
設
地
さ

せ
る
こ
と
□ 

三 

配
線
と
大
地
間
と
の
絶
縁
抵
抗
値
は
□
次
の
値
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

 

イ 

電
動
主
回
路 

五
十
万
オ
□
ム 

 

ロ 

制
御
回
路 

二
十
万
オ
□
ム 

 

ハ 

信
号
回
路 

五
万
オ
□
ム 

 

  

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 
 

 
 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
昇
降
機
の
電
気
設
備
□ 

第
四
十
九
条 

↓

④ 

一 
↓

④ 

二 

昇
降
路
内
の
電
気
設
備
に
は
覆
い
を
設
け
□
そ
の
覆
い
が
金
属
性
の
場
合
は
設
地
さ
せ
る

こ
と
□ 

現 

行 

□
昇
降
機
の
電
気
設
備
□ 

第
四
十
九
条 

エ
レ
ベ
□
タ
□
□
エ
ス
カ
レ
□
タ
□
又
は
小
荷
物
専
用
昇
降
機
に
使
用
す
る
電
気
設

備
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 
配
線
は
□
金
属
性
の
コ
ン
ジ
□
ト
管
に
収
め
る
か
□
又
は
可
撓
外
装
電
覧
と
す
る
こ
と
□ 

二 

昇
降
路
内
の
電
気
設
備
に
は
覆
い
を
設
け
□
そ
の
覆
い
が
金
属
性
の
場
合
は
設
地
さ
せ
る
こ

と
□ 

三 

配
線
と
大
地
間
と
の
絶
縁
抵
抗
値
は
□
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

制
御
回
路 

信
号
回
路 

照
明
回
路 

電
動
機
主
回
路 

回
路
の
用
途 

百
五
十
を
越
え
三
百
以
下
の
も
の 

百
五
十
以
下
の
も
の 

三
百
を
超
え
る
も
の 

三
百
以
下
の
も
の 

回
路
の
使
用
電
圧
の
区
分 

□
単
位
ボ
ル
ト
□ 

〇
・
二 

〇
・
一 

〇
・
四 

〇
・
二 

絶
縁
抵
抗
値 

□
単
位
メ
グ
オ
□
ム
□ 
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三 

配
線
と
大
地
間
と
の
絶
縁
抵
抗
値
は
□
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
□ 

 

  

⑬ 

改
正 

平
成
十
二
年 

七
月
十
四
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
昇
降
機
の
電
気
設
備
□ 

第
四
十
九
条 

エ
レ
ベ
□
タ
□
□
エ
ス
カ
レ
□
タ
□
又
は
小
荷
物
専
用
昇
降
機
に
使
用
す
る
電
気
設

備
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

配
線
は
□
金
属
性
の
コ
ン
ジ
□
ト
管
に
収
め
る
か
□
又
は
可
撓
外
装
電
覧
と
す
る
こ
と
□ 

二 
↓

⑦ 

三 
↓

⑦ 

   
 

制
御
回
路 

信
号
回
路 

照
明
回
路 

電
動
機
主
回
路 

回
路
の
用
途 

百
五
十
を
越
え
三
百
以
下
の
も
の 

百
五
十
以
下
の
も
の 

三
百
を
超
え
る
も
の 

三
百
以
下
の
も
の 

回
路
の
使
用
電
圧
の
区
分
□
単
位
ボ
ル
ト
□ 

〇
・
二 

〇
・
一 

〇
・
四 

〇
・
二 

絶
縁
抵
抗
値
□
単
位
メ
グ
オ
□
ム
□ 
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参 

考 
旧
第
四
十
九
条 

  

★ 
制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
罰
則
□ 

第
四
十
九
条 

第
四
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物

又
は
建
築
設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に
従

わ
な
い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
工

者
□
は
□
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
違
反
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
□
そ
の
違
反
が
建
築
主
□
工
作
物
の
築
造

主
又
は
建
築
設
備
の
設
置
者
の
故
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
□
当
該
設
計
者
又
は
工
事
施

工
者
を
罰
す
る
ほ
か
□
当
該
建
築
主
□
工
作
物
の
築
造
主
又
は
建
築
設
備
の
設
置
者
に
対
し
て

同
項
の
刑
を
科
す
る
□ 

  

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

※ 

第
四
十
九
条
を
第
五
十
三
条
と
す
る
□ 

 

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
六
条
□
第
九
条
□
第
十
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
□
第
二
十
二
条
か
ら
第
四
十

条
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築

物
又
は
建
築
設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に

従
わ
な
い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
工

者
□
は
□
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
違
反
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
□
そ
の
違
反
が
建
築
主
□
工
作
物
の
築
造

主
又
は
建
築
設
備
の
設
置
者
の
故
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
□
当
該
設
計
者
又
は
工
事
施

工
者
を
罰
す
る
ほ
か
□
当
該
建
築
主
□
工
作
物
の
築
造
主
又
は
建
築
設
備
の
設
置
者
に
対
し
て

同
項
の
刑
を
科
す
る
□ 
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制
定 

 

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
エ
ス
カ
レ
□
タ
□
の
点
検
口
□ 

第
五
十
条 

エ
ス
カ
レ
□
タ
□
の
上
端
部
及
び
下
端
部
に
は
□
四
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
角
以
上

の
開
口
面
積
を
有
す
る
点
検
口
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

     

現

行

□
エ
ス
カ
レ
□
タ
□
の
点
検
口
□ 

第
五
十
条 

エ
ス
カ
レ
□
タ
□
の
上
端
部
及
び
下
端
部
に
は
□
四
十
五
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
角
以
上
の

開
口
面
積
を
有
す
る
点
検
口
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

参

考

旧
第
五
十
条

  

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日

第
五
十
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
□
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者

が
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
□
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
□
そ
の
行
為
者

を
罰
す
る
ほ
か
□
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
前
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
□
た
だ
し
□
法

人
又
は
人
の
代
理
人
□
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
の
当
該
違
反
行
為
を
防
止
す
る
た
め
□

当
該
業
務
に
対
し
相
当
の
注
意
及
び
監
督
が
尽
く
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
が
あ
つ
た
と
き

は
□
そ
の
法
人
又
は
人
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日

※

第
五
十
条
を
第
五
十
四
条
と
す
る

第
五
十
四
条 

↓

★



142 

 
 

 

第
四
章
の
二

特
定
区
域
の
特
例

 

制
定 

 

⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

三
年 

七
月 

一
日 

  

□
適
用
区
域
等
□ 

第
五
十
条
の
二 

こ
の
章
の
規
定
は
□
特
定
区
域
□
総
合
保
養
地
域
整
備
法
□
昭
和
六
十
二
年
法

律
第
七
十
一
号
□
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
基
本
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
特
定
地

域
の
区
域
及
び
こ
れ
と
同
様
の
状
況
に
あ
る
地
域
で
知
事
が
当
該
地
域
の
属
す
る
市
町
村
の
長

の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
区
域
□
次
項
に
お
い
て
□
指
定
区
域
□
と
い
う
□
□
を
い
う
□
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

２ 

知
事
は
□
指
定
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
□
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
こ
れ

を
変
更
し
□
又
は
廃
止
す
る
と
き
も
□
同
様
と
す
る
□ 

   

⑪ 

改
正 

平
成 

七
年 

三
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

七
年 

七
月 

一
日 

  

□
適
用
区
域
等
□ 

第
五
十
条
の
二 

こ
の
章
の
規
定
は
□
特
定
区
域
□
総
合
保
養
地
域
整
備
法
□
昭
和
六
十
二
年
法

律
第
七
十
一
号
□
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
基
本
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
特
定
地

域
の
区
域
及
び
こ
れ
と
同
様
の
状
況
に
あ
る
地
域
で
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
指

定
す
る
区
域
□
次
項
に
お
い
て
□
指
定
区
域
□
と
い
う
□
□
の
う
ち
□
都
市
計
画
区
域
及
び
法

第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
し
た
区
域

を
い
う
□
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

２ 
↓

⑨ 

      

現

行

□
適
用
区
域
等
□ 

第
五
十
条
の
二 

こ
の
章
の
規
定
は
□
特
定
区
域
□
総
合
保
養
地
域
整
備
法
□
昭
和
六
十
二
年
法
律

第
七
十
一
号
□
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
基
本
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
特
定
地
域
の

区
域
及
び
こ
れ
と
同
様
の
状
況
に
あ
る
地
域
で
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る

区
域
□
次
項
に
お
い
て
□
指
定
区
域
□
と
い
う
□
□
の
う
ち
□
都
市
計
画
区
域
及
び
法
第
六
条
第

一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
し
た
区
域
を
い
う
□
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

２ 

知
事
は
□
指
定
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
□
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
こ
れ
を

変
更
し
□
又
は
廃
止
す
る
と
き
も
□
同
様
と
す
る
□ 
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⑫ 

改
正 

平
成
十
二
年 

三
月
二
十
四
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
適
用
区
域
等
□ 

第
五
十
条
の
二 

こ
の
章
の
規
定
は
□
特
定
区
域
□
総
合
保
養
地
域
整
備
法
□
昭
和
六
十
二
年
法

律
第
七
十
一
号
□
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
基
本
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
特
定
地

域
の
区
域
及
び
こ
れ
と
同
様
の
状
況
に
あ
る
地
域
で
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
指

定
す
る
区
域
□
次
項
に
お
い
て
□
指
定
区
域
□
と
い
う
□
□
の
う
ち
□
都
市
計
画
区
域
及
び
法

第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
し
た
区
域

を
い
う
□
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

２ 
↓

⑨ 

※

本
改
正
は
□
□
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の

施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
□
と
し
て
□
一
部
改
正
が
さ
れ
た
□

  

㉘ 

改
正 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
六
号 

 
 

施
行 

令
和
七
年
四
月
一
日 

  

□
適
用
区
域
等
□ 

第
五
十
条
の
二 

こ
の
章
の
規
定
は
□
特
定
区
域
□
総
合
保
養
地
域
整
備
法
□
昭
和
六
十
二
年
法

律
第
七
十
一
号
□
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
基
本
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
特
定
地

域
の
区
域
及
び
こ
れ
と
同
様
の
状
況
に
あ
る
地
域
で
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
指

定
す
る
区
域
□
次
項
に
お
い
て
□
指
定
区
域
□
と
い
う
□
□
の
う
ち
□
都
市
計
画
区
域
及
び
法

第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
し
た
区
域

を
い
う
□
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
限
り
□
適
用
す
る
□ 

２ 
↓

⑨ 
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制
定 

 

⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

三
年 

七
月 

一
日 

  

□
安
全
の
確
保
等
に
係
る
基
準
□ 

第
五
十
条
の
三 

特
定
区
域
内
に
あ
る
共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
で
規

則
で
定
め
る
も
の
に
供
す
る
建
築
物
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ

□
ト
ル
を
超
え
□
か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
特
定
行
政
庁
が
□
当
該
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地

の
状
況
並
び
に
そ
の
敷
地
の
周
囲
の
状
況
に
よ
り
避
難
又
は
通
行
の
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

敷
地
は
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
中
欄
に
掲
げ
る 

 

数
値
以
上
の
幅
員
の
道
に
□
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
長
さ
以
上
接
す
る
こ
と
□ 

現

行

□
安
全
の
確
保
等
に
係
る
基
準
□ 

第
五
十
条
の
三 

特
定
区
域
内
に
あ
る
共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
で
規
則

で
定
め
る
も
の
に
供
す
る
建
築
物
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方

メ
□
ト
ル
を
超
え
□
か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
次
の
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
知
事
が
当
該
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
状
況
並
び

に
そ
の
敷
地
の
周
囲
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
並
び
に
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認

め
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一 

敷
地
は
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
中
欄
に
掲
げ
る 

数
値
以
上
の
幅
員
の
道
路
に
□
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
長
さ
以
上
接
す
る
こ
と
□ 

二
千
を
超
え
る
も
の 

二
千
以
下
の
も
の 

延
べ
面
積 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□

当

該

建

築

物

の

区

分 

十
五
を
超
え
る
も
の 

十
五
以
下
の
も
の 

十
五
を
超
え
る
も
の 

十
五
以
下
の
も
の 

高
さ 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

六 四 六 四 
道
路
の
幅
員 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

十 十 八 八 

敷
地
が
道
路
に
接

す
る
長
さ 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

            

二 

当
該
建
築
物
の
周
囲
□
幅
員
四
メ
□
ト
ル
以
上
の
道
路
に
接
す
る
部
分
を
除
く
□
□
に
□ 

幅
員
が
四
メ
□
ト
ル
以
上
の
避
難
上
有
効
な
空
地
を
設
け
る
こ
と
□ 

三 

避
難
階
以
外
の
階
に
お
い
て
は
□
各
住
戸
又
は
寝
室
に
そ
れ
ぞ
れ
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ 

ニ
□
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
を
設
け
る
こ
と
□ 

２ 

前
項
本
文
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
□
第
五
条
□
第
八
条
及
び
第
三
十
九
条
の

規
定
は
□
こ
れ
を
適
用
し
な
い
□ 
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二 

当
該
建
築
物
の
周
囲
□
幅
員
四
メ
□
ト
ル
以
上
の
道
に
接
す
る
部
分
を
除
く
□
□
に
□
幅 
 

員
が
四
メ
□
ト
ル
以
上
の
避
難
上
有
効
な
空
地
を
設
け
る
こ
と
□ 

三 

避
難
階
以
外
の
階
に
お
い
て
は
□
各
住
戸
又
は
寝
室
に
そ
れ
ぞ
れ
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ 

ニ
□
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
を
設
け
る
こ
と
□ 

２ 

前
項
本
文
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
□
第
五
条
□
第
八
条
及
び
第
三
十
九
条
の

規
定
は
□
こ
れ
を
適
用
し
な
い
□ 

   

⑪ 

改
正 

平
成 

七
年 

三
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

七
年 

七
月 

一
日 

  

□
安
全
の
確
保
等
に
係
る
基
準
□ 

第
五
十
条
の
三 

↓

⑨ 

一 

敷
地
は
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
中
欄
に
掲
げ
る 

 

数
値
以
上
の
幅
員
の
道
路
に
□
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
長
さ
以
上
接
す
る
こ
と
□ 

  

二
千
を
超
え
る
も
の 

二
千
以
下
の
も
の 

延
べ
面
積 

□
単
位
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

当

該

建

築

物

の

区

分 

十
五
を
超
え
る
も
の 

十
五
以
下
の
も
の 

十
五
を
超
え
る
も
の 

十
五
以
下
の
も
の 

高
さ 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

六 四 六 四 

道
の
幅
員 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

十 十 八 八 

敷
地
が
道
に
接
す

る
長
さ 

□
単
位
メ
□
ト
ル
□ 

二
千
を
超
え
る
も
の 

二
千
以
下
の
も
の 

延

べ

面

積

□

単

位

平
方
メ
□
ト
ル
□

当
該
建
築
物
の
区
分 

十
五
を
超
え
る
も
の 

十
五
以
下
の
も
の 

十
五
を
超
え
る
も
の 

十
五
以
下
の
も
の 

高
さ
□
単
位 

メ
□
ト
ル
□

六 四 六 四 

道
路
の
幅
員 

□
単
位 メ

□
ト
ル
□ 

十 十 八 八 

敷
地
が
道
路
に
接

す
る
長
さ 

□
単
位 メ

□
ト
ル
□
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二 

当
該
建
築
物
の
周
囲
□
幅
員
四
メ
□
ト
ル
以
上
の
道
路
に
接
す
る
部
分
を
除
く
□
□
に
□ 

幅
員
が
四
メ
□
ト
ル
以
上
の
避
難
上
有
効
な
空
地
を
設
け
る
こ
と
□ 

三 
↓

⑨ 

２ 
↓

⑨ 

   

⑮ 

改
正 
平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
安
全
の
確
保
等
に
係
る
基
準
□ 

第
五
十
条
の
三 

特
定
区
域
内
に
あ
る
共
同
住
宅
□
寄
宿
舎
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
で
規

則
で
定
め
る
も
の
に
供
す
る
建
築
物
で
□
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百

平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
□
か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
□
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
知
事
が
当
該
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の

状
況
並
び
に
そ
の
敷
地
の
周
囲
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
並
び
に
及
び
防
火
上

支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

 

一 
↓

⑪ 

 

二 
↓

⑪ 

 

三 
↓

⑨ 

２ 
↓

⑨ 
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制
定 

 

⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

三
年 

七
月 

一
日 

  

□
日
照
の
確
保
に
係
る
基
準
□ 

第
五
十
条
の
四 

特
定
区
域
□
用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
□
□
内
に
あ
る
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
□
か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ

□
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
対
象
建
築
物
□
と
い
う
□
□
は
□
冬
至

日
の
真
太
陽
時
に
よ
る
午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
平
均
地
盤
面
か
ら
四
メ

□
ト
ル
の
高
さ
の
水
平
面
□
特
定
区
域
外
の
部
分
及
び
当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
内
の
部
分
を

除
く
□
□
に
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
範
囲
に
お
い
て
□
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上

日
影
と
な
る
部
分
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
特

現

行

□
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
□ 

第
五
十
条
の
四

特
定
区
域
の
う
ち
都
市
計
画
区
域
内
の
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
に
お

い
て
は
□
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
当
該
区
域
を
法
第
五
十
六
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
区
域
と
し
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
法
別
表
第
四

(ろ )
欄
の
四
の
項

イ
又
は
ロ
の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
も
の
は
同
項
ロ
と
し
□
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

す
る
号
は
同
表
四
の
項

(に )
欄
の

(三 )
の
号
と
す
る
□ 

２ 

特
定
区
域
□
都
市
計
画
区
域
を
除
く
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
内
に
あ
る
延
べ
面
積
が
五

百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
□
か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
□
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
□
対
象
建
築
物
□
と
い
う
□
□
は
□
冬
至
日
の
真
太
陽
時
に
よ
る
午
前
八
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
平
均
地
盤
面
か
ら
四
メ
□
ト
ル
の
高
さ
の
水
平
面
□
特
定
区
域
外

の
部
分
及
び
当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
内
の
部
分
を
除
く
□
□
に
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

範
囲
に
お
い
て
□
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
日
影
と
な
る
部
分
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の

な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
知
事
が
土
地
の
状
況
等
に
よ
り
周
囲
の
居
住

環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
て
千
葉
県
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
て
許
可
し
た
場
合

又
は
当
該
許
可
を
受
け
た
建
築
物
を
周
囲
の
居
住
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て

政
令
第
百
三
十
五
条
の
十
二
第
一
項
に
定
め
る
位
置
及
び
同
条
第
二
項
に
定
め
る
規
模
の
範
囲

内
に
お
い
て
増
築
し
□
改
築
し
□
若
し
く
は
移
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 当

該
対
象
建
築
物
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が

十
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
範
囲 

当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が

五
メ
□
ト
ル
を
超
え
十
メ
□
ト
ル
以
内
の
範
囲 

範 
 

 
 

 

囲 

三
時
間 

五
時
間 

日
影
時
間 

         

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
特
定
区
域
の
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限

に
つ
い
て
は
□
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
条
第
四

項
中
□
高
さ
が
十
メ
□
ト
ル
□
と
あ
る
の
は
□
□
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
□

か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□
ト
ル
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 
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定
行
政
庁
が
□
土
地
の
状
況
等
に
よ
り
□
住
宅
□
学
校
□
病
院
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
建
築

物
で
□
当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
外
に
あ
り
□
か
つ
□
冬
至
日
の
真
太
陽
時
に
よ
る
午
前
八
時

か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
対
象
建
築
物
に
よ
り
日
影
と
な
る
部
分
が
生
じ
る
も

の
に
係
る
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
て
千
葉
県
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
て
許
可

し
た
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

          

２ 

特
定
区
域
外
に
あ
る
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
□
か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□

ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
で
□
冬
至
日
に
お
い
て
□
特
定
区
域
内
の
土
地
に
日
影
を
生
じ
さ
せ
る

も
の
は
□
特
定
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
と
み
な
し
て
□
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

３ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
日
照
の
確
保
に
係
る
基
準
は
□
法
第
五
十
六
条
の
二
□
第

二
項
□
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
□
□
の
規
定
の
例
に
よ
る
□ 

  

⑪ 

改
正 

平
成 

七
年 

三
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

七
年 

七
月 

一
日 

  

□
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
□ 

第
五
十
条
の
四 

特
定
区
域
の
う
ち
都
市
計
画
区
域
内
の
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
に
お
い

て
は
□
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
当
該
区
域
を
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
対
象
区
域
と
し
□
当
該
区
域
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
号
は
□

法
別
表
第
四
の
四
の
項

(に )
欄
の

(二 )
の
号
と
す
る
□ 

２ 

特
定
区
域
外
に
あ
る
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
□
か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□

ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
で
□
冬
至
日
に
お
い
て
□
特
定
区
域
内
の
土
地
に
日
影
を
生
じ
さ
せ
る

も
の
は
□
特
定
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
と
み
な
し
て
□
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

２ 

特
定
区
域
□
都
市
計
画
区
域
を
除
く
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
内
に
あ
る
延
べ
面
積
が
五

百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
□
か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
□
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
□
対
象
建
築
物
□
と
い
う
□
□
は
□
冬
至
日
の
真
太
陽
時
に
よ
る
午
前
八
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
平
均
地
盤
面
か
ら
四
メ
□
ト
ル
の
高
さ
の
水
平
面
□
特
定
区
域
外

の
部
分
及
び
当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
内
の
部
分
を
除
く
□
□
に
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

範
囲
に
お
い
て
□
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
日
影
と
な
る
部
分
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の

な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
特
定
行
政
庁
が
土
地
の
状
況
等
に
よ
り
周
囲

の
居
住
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
て
千
葉
県
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
て
許
可
し

た
場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が

十
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
範
囲 

当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が

五
メ
□
ト
ル
を
超
え
十
メ
□
ト
ル
以
内
の
範
囲 

範 
 

 
 

 

囲 

三
時
間 

五
時
間 

日
影
時
間 
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３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
特
定
区
域
の
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限

に
つ
い
て
は
□
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
条
第
四

項
中
□
高
さ
が
十
メ
□
ト
ル
□
と
あ
る
の
は
□
□
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
□

か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□
ト
ル
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成
十
五
年 

十
月 

十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
日
照
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
□ 

第
五
十
条
の
四 

特
定
区
域
の
う
ち
都
市
計
画
区
域
内
の
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
に
お
い

て
は
□
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
当
該
区
域
を
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
対
象
区
域
と
し
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
法
別
表
第
四

(ろ )
欄
の
四
の
項
イ
又
は
ロ

の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
も
の
は
同
項
ロ
と
し
□
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
号
は
同

表
四
の
項

(に )
欄
の

(三 )
の
号
と
す
る
□ 

２ 

特
定
区
域
□
都
市
計
画
区
域
を
除
く
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
内
に
あ
る
延
べ
面
積
が
五

百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
□
か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
□
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
□
対
象
建
築
物
□
と
い
う
□
□
は
□
冬
至
日
の
真
太
陽
時
に
よ
る
午
前
八
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
平
均
地
盤
面
か
ら
四
メ
□
ト
ル
の
高
さ
の
水
平
面
□
特
定
区
域
外

の
部
分
及
び
当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
内
の
部
分
を
除
く
□
□
に
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

範
囲
に
お
い
て
□
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
日
影
と
な
る
部
分
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の

な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
知
事
が
土
地
の
状
況
等
に
よ
り
周
囲
の
居
住

環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
て
千
葉
県
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
て
許
可
し
た
場
合

に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

         

３ 
↓

⑪ 

当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が

十
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
範
囲 

当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が

五
メ
□
ト
ル
を
超
え
十
メ
□
ト
ル
以
内
の
範
囲 

範 
 

 
 

 

囲 

三
時
間 

五
時
間 

日
影
時
間 

当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が

十
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
範
囲 

当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が

五
メ
□
ト
ル
を
超
え
十
メ
□
ト
ル
以
内
の
範
囲 

範 
 

 
 

 

囲 

三
時
間 

五
時
間 

日
影
時
間 
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㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 
施
行 

同
日 

 

□
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
□ 

第
五
十
条
の
四 

↓
⑮ 

２ 

特
定
区
域
□
都
市
計
画
区
域
を
除
く
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
内
に
あ
る
延
べ
面
積
が
五
百

平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
□
か
つ
□
高
さ
が
十
三
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
□
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
□
対
象
建
築
物
□
と
い
う
□
□
は
□
冬
至
日
の
真
太
陽
時
に
よ
る
午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時

ま
で
の
間
に
お
い
て
平
均
地
盤
面
か
ら
四
メ
□
ト
ル
の
高
さ
の
水
平
面
□
特
定
区
域
外
の
部
分
及

び
当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
内
の
部
分
を
除
く
□
□
に
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
範
囲
に
お
い

て
□
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
日
影
と
な
る
部
分
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
知
事
が
土
地
の
状
況
等
に
よ
り
周
囲
の
居
住
環
境
を
害
す
る
お

そ
れ
が
な
い
と
認
め
て
千
葉
県
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
て
許
可
し
た
場
合
又
は
当
該
許
可
を
受

け
た
建
築
物
を
周
囲
の
居
住
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
政
令
第
百
三
十
五
条
の

十
二
第
一
項
に
定
め
る
位
置
及
び
同
条
第
二
項
に
定
め
る
規
模
の
範
囲
内
に
お
い
て
増
築
し
□
改

築
し
□
若
し
く
は
移
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□           

３ 
↓

⑪ 

当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が

十
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
範
囲 

当
該
対
象
建
築
物
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が

五
メ
□
ト
ル
を
超
え
十
メ
□
ト
ル
以
内
の
範
囲 

範 
 

 
 

 

囲 

三
時
間 

五
時
間 

日
影
時
間 
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第
五
章

雑 
 

則

現

行

□
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
五
十
一
条 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
又
は
改
築
□
政
令
第
百
三
十
七
条
の
四

第
一
号
イ
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
で
あ
つ
て
□
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
こ
れ

ら
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
□
□
の
工
事
に
着
手
し
□
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
□
こ
れ
ら
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

２ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物

で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と

と
な
つ
た
日
以
後
に
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
に
着
手
し
□
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
□
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

３ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
□
第
二
十
五
条
□
第
二
十
六
条

第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
□
独
立
部
分
□
次
の
各

号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
部
分
を
い
う
□
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
□
□
が
二
以
上
あ
る
も
の
に
限
る
□
以
下
こ
の
項
□
各
号
を
除
く
□
□
に
お

い
て
同
じ
□
□
で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ

と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
□
改
築
□
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
□
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
□
増
築
等
□
と
い
う
□
□
の
工
事
に
着
手
し
□
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
□
そ
の
建
築
物
の
う
ち
当
該
増
築
等
を
す
る
独
立
部
分
以
外
の
独
立
部
分
に
対
し
て
は
□
こ

れ
ら
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

 

一 

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建

築
物
で
あ
つ
て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分 

政
令
第
百
九
条 

 
 

の
八
に
規
定
す
る
建
築
物
の
部
分 

 

二 

第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ

て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分 

政
令
第
百
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
建
築
物
の
部
分 

４ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
六
条
□
第
四
十
条
の
二
□
第
四
十
一
条
又
は
第
四

十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ

ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
等
の
工
事
に
着
手
し
□
こ
れ
ら

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第

四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
そ
の
建
築
物
の
う
ち
当
該
増
築
等
を
す
る
部
分
以
外
の
部
分
に

対
し
て
は
□
こ
れ
ら
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

５ 

知
事
は
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四
条
□
第
十

五
条
□
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
で
□
法
第
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
等
の
工
事

に
着
手
し
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
□
そ
の
建
築
物
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
な
い

と
認
め
る
場
合
は
□
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
四
十
七
条 
知
事
は
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
建
築
物
に
係
る
こ
の
条
例
施
行
後
の
増
築
□
改
築
□
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替

の
う
ち
□
そ
の
建
築
物
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い

て
□
第
六
条
□
第
十
四
条
□
第
十
五
条
□
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
制
限

を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

② 

改
正 

昭
和
四
十
二
年 

八
月 
一
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
四
十
七
条 

特
定
行
政
庁
は
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
建
築
物
に
係
る
こ
の
条
例
施
行
後
の
増
築
□
改
築
□
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の

模
様
替
の
う
ち
□
そ
の
建
築
物
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
□
第
六
条
□
第
十
四
条
□
第
十
五
条
□
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
五
十
一
条 

↓

② 

第
四
十
七
条 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
五
十
一
条 

特
定
行
政
庁
は
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
建
築
物
に
係
る
こ
の
条
例
施
行
後
の
増
築
□
改
築
□
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の

模
様
替
の
う
ち
□
そ
の
建
築
物
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
つ
い
て
□
第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四
条
□
第
十
五
条
□
第
二
十
三
条
及
び

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 
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⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

三
年 

七
月 

一
日 

  

□
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
五
十
一
条 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建

築
物
で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と

と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
□
改
築
□
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
に
着
手

し
□
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三

号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
そ
の
建
築
物
の
う
ち
当
該
増
築
□
改
築
□
大
規
模
の

修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
を
す
る
部
分
以
外
の
部
分
に
対
し
て
は
□
第
四
十
条
の
二
の
規
定

は
□
適
用
し
な
い
□ 

２ 

特
定
行
政
庁
は
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四

条
□
第
十
五
条
□
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
で
□
法

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に

増
築
□
改
築
□
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
に
着
手
し
□
法
第
三
条
第
三
項

第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ

い
て
□
そ
の
建
築
物
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

   

⑮ 

改
正 

平
成
十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
五
十
一
条 

↓

⑨ 

２ 

知
事
は
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四
条
□
第

十
五
条
□
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
で
□
法
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
□

改
築
□
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
に
着
手
し
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号

及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
□

そ
の
建
築
物
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
□
こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

  

⑯ 

改
正 

平
成
十
七
年 

十
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
九
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
五
十
一
条 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
建
築
物
で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
に
着
手
し
□
同
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

２ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
な
い
建
築
物
□
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ
て
も
別
の
建
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築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
□
建
築
物
が
開
口
部
の
な
い
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
で
区
画

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
区
画
さ
れ
た
部
分
を
い
う
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
独
立
部

分
□
と
い
う
□
□
が
二
以
上
あ
る
も
の
に
限
る
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
で
□
法
第
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
□

改
築
□
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
増
築
等
□
と
い
う
□
□

の
工
事
に
着
手
し
□
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三

条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
そ
の
建
築
物
の
う
ち
当
該
増
築
等
を
す

る
独
立
部
分
以
外
の
独
立
部
分
に
対
し
て
は
□
こ
れ
ら
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

３ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
六
条
又
は
第
四
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
建
築
物
で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な

つ
た
日
以
後
に
増
築
等
の
工
事
に
着
手
し
□
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の

に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
そ
の
建
築
物
の

う
ち
当
該
増
築
等
を
す
る
部
分
以
外
の
部
分
に
対
し
て
は
□
こ
れ
ら
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

４ 

知
事
は
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四
条
□
第
十

五
条
□
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
で
□
法
第
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
等
の
工
事

に
着
手
し
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
□
そ
の
建
築
物
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
な
い

と
認
め
る
場
合
は
□
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

  

㉑ 

改
正 

平
成
二
十
八
年 

六
月
二
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
五
十
一
条 

↓

⑯ 

２ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
建
築
物
□
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ
て
も
別

の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
□
政
令
第
百
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物

の
部
分
を
い
う
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
独
立
部
分
□
と
い
う
□
□
が
二
以
上
あ
る
も
の
に

限
る
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
□
改
築
□
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模

の
模
様
替
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
増
築
等
□
と
い
う
□
□
の
工
事
に
着
手
し
□
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
そ
の
建
築
物
の
う
ち
当
該
増
築
等
を
す
る
独
立
部
分
以
外
の
独
立

部
分
に
対
し
て
は
□
こ
れ
ら
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

３ 
↓

⑯ 

４ 
↓

⑯ 
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㉗ 

改
正 

令
和
六
年 

三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

施
行 

令
和
六
年 

四
月 

一
日 

 
□
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
五
十
一
条 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
又
は
改
築
□
政
令
第
百
三
十
七
条
の
四

第
一
号
イ
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
で
あ
つ
て
□
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
こ
れ

ら
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
□
□
の
工
事
に
着
手
し
□
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
□
こ
れ
ら
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

２ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物

で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と

と
な
つ
た
日
以
後
に
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
に
着
手
し
□
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
□
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

３ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
□
第
二
十
五
条
□
第
二
十
六
条

第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
□
独
立
部
分
□
次
の
各

号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
部
分
を
い
う
□
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
□
□
が
二
以
上
あ
る
も
の
に
限
る
□
以
下
こ
の
項
□
各
号
を
除
く
□
□
に
お

い
て
同
じ
□
□
で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ

と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
□
改
築
□
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
□
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
□
増
築
等
□
と
い
う
□
□
の
工
事
に
着
手
し
□
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
□
そ
の
建
築
物
の
う
ち
当
該
増
築
等
を
す
る
独
立
部
分
以
外
の
独
立
部
分
に
対
し
て
は
□
こ

れ
ら
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

 

一 

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建

築
物
で
あ
つ
て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分 

政
令
第
百
九
条
の
八
に
規

定
す
る
建
築
物
の
部
分 

 

二 

第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ

て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分 

政
令
第
百
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
建
築
物
の
部
分 

４ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
六
条
□
第
四
十
条
の
二
□
第
四
十
一
条
又
は
第
四

十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
で
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ

ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
等
の
工
事
に
着
手
し
□
こ
れ
ら

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第

四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
そ
の
建
築
物
の
う
ち
当
該
増
築
等
を
す
る
部
分
以
外
の
部
分
に

対
し
て
は
□
こ
れ
ら
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

５ 

知
事
は
□
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四
条
□
第
十

五
条
□
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
で
□
法
第
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
に
増
築
等
の
工
事

に
着
手
し
□
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
□
そ
の
建
築
物
及
び
敷
地
の
状
況
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
な
い

と
認
め
る
場
合
は
□
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 
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制
定 

 

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 
四
月 

一
日 

□
敷
地
等
と
道
路
と
の
関
係
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
□ 

第
五
十
一
条
の
二 

第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四
条
□
第
二
十
三
条
□
第
四
十
四
条
及
び

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
□
特
定
行
政
庁
が
法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
許
可
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

   

㉓ 

改
正 

平
成
三
十
年 

十
月
十
九
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
三
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

□
敷
地
等
と
道
路
と
の
関
係
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
□ 

第
五
十
一
条
の
二 

第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四
条
□
第
二
十
三
条
□
第
四
十
四
条
及
び

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
□
特
定
行
政
庁
が
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
認
定
し
た
建
築
物
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
適
用

し
な
い
□ 

 

 

現

行

□
敷
地
等
と
道
路
と
の
関
係
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
□ 

第
五
十
一
条
の
二 

第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四
条
□
第
二
十
三
条
□
第
四
十
四
条
及
び

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
□
特
定
行
政
庁
が
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
認
定
し
た
建
築
物
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
適
用

し
な
い
□ 
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★ 

制
定 
昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

 

□
仮
設
建
築
物
に
対
す
る
適
用
除
外
□ 

第
四
十
八
条 

こ
の
条
例
の
規
定
は
□
法
第
八
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
仮
設
建
築
物
に
つ
い

て
特
定
行
政
庁
が
そ
の
建
築
を
許
可
す
る
場
合
に
は
□
適
用
し
な
い
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
仮
設
建
築
物
に
対
す
る
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条 

↓

★ 

第
四
十
八
条 

   

⑯ 

改
正 

平
成 

十
七
年 

十
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
九
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
仮
設
建
築
物
に
対
す
る
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条 

こ
の
条
例
の
規
定
は
□
法
第
八
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
仮
設
建
築
物
に
つ
い

て
特
定
行
政
庁
が
そ
の
建
築
を
許
可
す
る
場
合
に
は
□
適
用
し
な
い
□ 

   

㉓ 

改
正 

平
成
三
十
年 

十
月
十
九
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
三
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
仮
設
建
築
物
に
対
す
る
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条 

こ
の
条
例
の
規
定
は
□
法
第
八
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
仮
設
建

築
物
に
つ
い
て
特
定
行
政
庁
が
そ
の
建
築
を
許
可
す
る
場
合
に
は
□
適
用
し
な
い
□ 

   

㉓ 

改
正 

平
成
三
十
年 

十
月
十
九
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
三
号 

 
 

 

施
行 

令
和
元
年 

六
月
二
十
五
日 

 

□
仮
設
建
築
物
等
に
対
す
る
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条 

こ
の
条
例
の
規
定
は
□
特
定
行
政
庁
が
法
第
八
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
許
可
し
た
仮
設
建
築
物
並
び
に
法
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
許
可
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

現

行

□
仮
設
建
築
物
等
に
対
す
る
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条 

こ
の
条
例
の
規
定
は
□
特
定
行
政
庁
が
法
第
八
十
五
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
許
可
し
た
仮
設
建
築
物
並
び
に
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

許
可
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 
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㉖ 

改
正 

令
和
四
年 

十
月
二
十
一
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
二
号 

施
行 

同
日 

 
□
仮
設
建
築
物
等
に
対
す
る
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条 

こ
の
条
例
の
規
定
は
□
特
定
行
政
庁
が
法
第
八
十
五
条
第
六
項
及
び
第
七
項 

の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
仮
設
建
築
物
並
び
に
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
及
び
第
七
項 

の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 
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制
定 

 

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 
一
日 

 

□
一
定
の
複
数
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
特
例
□ 

第
五
十
二
条
の
二 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
許
可
を
受
け
た
建
築
物
に
対
す
る
第
五
条
□
第
七
条
□

第
八
条
□
第
十
四
条
□
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
□
第
二
項
及
び
第
三
項
□
第
二
十
三
条
□
第
二

十
五
条
□
第
二
十
七
条
第
三
号
□
第
四
十
条
第
一
項
□
第
四
十
三
条
第
一
項
□
第
四
十
四
条
□
第

五
十
条
の
三
□
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
□
□
並
び
に
第
五
十
条
の
四
第
二
項
及
び
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
こ
れ
ら
の
建
築
物
は
□
同
一
敷
地
内
に
あ
る
も
の
と
み
な

す
□ 

   

⑯ 

改
正 

平
成 

十
七
年 

十
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
九
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
一
の
敷
地
と
み
な
す
こ
と
等
に
よ
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
五
十
二
条
の
二 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
許
可
を
受
け
た
一
団
地
又
は
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区

域
内
の
建
築
物
に
対
す
る
第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四
条
□
第
十
六
条
第
一
項
第
二

号
□
第
二
項
及
び
第
三
項
□
第
二
十
三
条
□
第
二
十
五
条
□
第
二
十
七
条
第
三
号
□
第
四
十
条
第

一
項
□
第
四
十
三
条
第
一
項
□
第
四
十
四
条
□
第
五
十
条
の
三
□
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を

除
く
□
□
並
び
に
第
五
十
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
当
該
一
団

地
又
は
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
を
当
該
建
築
物
の
一
の
敷
地
と
み
な
す
□ 

 

 
 

現 

行 

□
一
の
敷
地
と
み
な
す
こ
と
等
に
よ
る
制
限
の
緩
和
□ 

第
五
十
二
条
の
二 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
許
可
を
受
け
た
一
団
地
又
は
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区

域
内
の
建
築
物
に
対
す
る
第
五
条
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
四
条
□
第
十
六
条
第
一
項
第
二

号
□
第
二
項
及
び
第
三
項
□
第
二
十
三
条
□
第
二
十
五
条
□
第
二
十
七
条
第
三
号
□
第
四
十
条
第

一
項
□
第
四
十
三
条
第
一
項
□
第
四
十
四
条
□
第
五
十
条
の
三
□
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を

除
く
□
□
並
び
に
第
五
十
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
当
該
一
団

地
又
は
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
を
当
該
建
築
物
の
一
の
敷
地
と
み
な
す
□ 
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制
定 

 

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 
四
月 

一
日 

 

□
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
の
階
に
対
す
る
基
準
の
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条
の
三 

建
築
物
の
階
の
う
ち
□
政
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
当

該
階
が
階
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
□
階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り

確
か
め
ら
れ
た
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
第
十
六
条
第
四

項
□
第
十
七
条
第
一
号
□
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
□
第
十
八
条
の
二
□
第
二
十
二

条
□
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

  

㉑ 

改
正 

平
成
二
十
八
年 

六
月
二
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
の
階
に
対
す
る
基
準
の
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条
の
三 

建
築
物
の
階
の
う
ち
□
政
令
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
当
該
階

が
階
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
□
階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
確
か

め
ら
れ
た
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
第
十
六
条
第
四
項
□

第
十
七
条
第
一
号
□
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
□
第
十
八
条
の
二
□
第
二
十
二
条
□
第

二
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

 
 

現 

行 

□
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
の
階
に
対
す
る
基
準
の
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条
の
三 

建
築
物
の
階
の
う
ち
□
政
令
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
当
該
階

が
階
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
□
階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
確
か

め
ら
れ
た
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
第
十
六
条
第
四
項
□

第
十
七
条
第
一
号
□
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
□
第
十
八
条
の
二
□
第
二
十
二
条
□
第

二
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 
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制
定 

 

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 
一
日 

 

□
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
に
対
す
る
基
準
の
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条
の
四 

建
築
物
で
□
政
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
当
該
建

築
物
が
全
館
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
□
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に

よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
第
十
六
条

第
一
項
第
一
号
□
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
四
項
□
第
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
□

第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
□
第
十
八
条
の
二
□
第
二
十
二
条
□
第
二
十
二
条
の
二
第
二

項
□
第
二
十
五
条
□
主
要
出
入
口
の
幅
員
に
係
る
部
分
に
限
る
□
□
□
第
二
十
六
条
□
第
二
十
七

条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

  

㉑ 

改
正 

平
成
二
十
八
年 

六
月
二
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
に
対
す
る
基
準
の
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条
の
四 

建
築
物
で
□
政
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
当
該
建
築
物

が
全
館
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
□
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り

確
か
め
ら
れ
た
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
第
十
六
条
第
一

項
第
一
号
□
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
四
項
□
第
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
□
第
十

八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
□
第
十
八
条
の
二
□
第
二
十
二
条
□
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
□

第
二
十
五
条
□
主
要
出
入
口
の
幅
員
に
係
る
部
分
に
限
る
□
□
□
第
二
十
六
条
□
第
二
十
七
条
第

一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 

  

㉗ 

改
正 

令
和
六
年 

三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

施
行 

令
和
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
に
対
す
る
基
準
の
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条
の
四 

建
築
物
で
□
政
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
当
該
建
築

物
が
全
館
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
□
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に

よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
第
十
六

現 

行 

□
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
に
対
す
る
基
準
の
適
用
除
外
□ 

第
五
十
二
条
の
四 

建
築
物
で
□
政
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
当
該
建

築
物
が
全
館
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
□
全
館
避
難
安
全
検
証

法
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
□

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
□
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
四
項
□
第
十
七
条
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
□
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
□
第
十
八
条
の
二
□
第
二
十
二
条
□
第

二
十
二
条
の
二
第
三
項
□
第
二
十
五
条
□
主
要
出
入
口
の
幅
員
に
係
る
部
分
に
限
る
□
□
□

第
二
十
六
条
□
第
二
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
の
規
定
は
□
適
用
し

な
い
□ 
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条
第
一
項
第
一
号
□
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
四
項
□
第
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
□
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
□
第
十
八
条
の
二
□
第
二
十
二
条
□
第
二
十
二
条
の

二
第
三
項
□
第
二
十
五
条
□
主
要
出
入
口
の
幅
員
に
係
る
部
分
に
限
る
□
□
□
第
二
十
六
条
□

第
二
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
の
規
定
は
□
適
用
し
な
い
□ 
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制
定 

 

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 
一
日 

 

□
手
数
料
□ 

第
五
十
二
条
の
五 

第
五
条
た
だ
し
書
□
第
七
条
た
だ
し
書
□
第
八
条
た
だ
し
書
□
第
十
二
条
た
だ

し
書
□
第
十
四
条
第
三
項
□
第
二
十
二
条
の
三
□
第
二
十
三
条
第
三
項
□
第
三
十
九
条
第
三
項
第

二
号
□
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
□
第
四
十
二
条
第
三
項
□
第
四
十
四
条
第
三
項
□
第
五
十
条
の

三
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
第
五
十
条
の
四
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
□
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
□
昭

和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
□
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
□ 

   

⑯ 

改
正 

平
成 

十
七
年 

十
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
九
十
七
号 

 
 

 
 

施
行 

同
日 

 

□
手
数
料
□ 

第
五
十
二
条
の
五 

第
五
条
た
だ
し
書
□
第
七
条
た
だ
し
書
□
第
八
条
た
だ
し
書
□
第
十
二
条
た
だ

し
書
□
第
十
四
条
第
三
項
□
第
二
十
二
条
の
三
□
第
二
十
三
条
第
三
項
□
第
三
十
九
条
第
三
項
第

二
号
□
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
□
第
四
十
二
条
第
三
項
□
第
四
十
四
条
第
三
項
□
第
五
十
条
の

三
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
五
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
第
五
十
条
の
四
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
□
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
□
昭

和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
□
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
□ 

  

㉗ 

改
正 

令
和
六
年 

三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

施
行 

令
和
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
手
数
料
□ 

第
五
十
二
条
の
五 

第
五
条
た
だ
し
書
□
第
七
条
た
だ
し
書
□
第
八
条
た
だ
し
書
□
第
十
二
条
た

だ
し
書
□
第
十
四
条
第
三
項
□
第
二
十
二
条
の
三
□
第
二
十
三
条
第
三
項
□
第
三
十
九
条
第
三

項
第
二
号
□
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
□
第
四
十
二
条
第
三
項
□
第
四
十
四
条
第
三
項
□
第
五

現 

行 

□
手
数
料
□ 

第
五
十
二
条
の
五 

第
五
条
た
だ
し
書
□
第
七
条
た
だ
し
書
□
第
八
条
た
だ
し
書
□
第
十
二
条
た

だ
し
書
□
第
十
四
条
第
三
項
□
第
二
十
二
条
の
三
□
第
二
十
三
条
第
三
項
□
第
三
十
九
条
第

三
項
第
二
号
□
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
□
第
四
十
二
条
第
三
項
□
第
四
十
四
条
第
三
項
□

第
五
十
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
五
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は

第
五
十
条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
□
使
用
料

及
び
手
数
料
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
□
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
手

数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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十
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
五
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
第
五
十

条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
□
使
用
料
及
び
手
数

料
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
□
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
手
数
料
を
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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第
六
章 

罰 
 

則 

  

★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 

一
月 

一
日 

  

□
罰
則
□ 

第
四
十
九
条 

第
四
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物

又
は
建
築
設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に
従

わ
な
い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
行

者
□
は
□
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
違
反
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
□
そ
の
違
反
が
建
築
主
□
工
作
物
の
築
造

主
又
は
建
築
設
備
の
設
置
者
の
故
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
□
当
該
設
計
者
又
は
工
事
施

工
者
を
罰
す
る
ほ
か
□
当
該
建
築
主
□
工
作
物
の
築
造
主
又
は
建
築
設
備
の
設
置
者
に
対
し
て

同
項
の
刑
を
科
す
る
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

  

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
六
条
□
第
九
条
□
第
十
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
□
第
二
十
二
条
か
ら
第
四
十

条
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築

物
又
は
建
築
設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に

従
わ
な
い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
行

 
現 

行 
□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
三
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
二
条
□
第
十
三

条
□
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
六

条
第
一
項
□
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
か
ら
第
三
項
ま
で
□
第
十

七
条
か
ら
第
十
八
条
の
四
ま
で
□
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
二
条
の

二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
□
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
四
条
第
一

項
□
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
□
第
三
十
条
□
第
三
十
二
条
□
第
三
十
四
条
第
一

項
□
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
□
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
四

十
条
第
一
項
□
第
四
十
条
の
二
□
第
四
十
一
条
□
第
四
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□

第
四
十
三
条
第
一
項
□
第
四
十
三
条
の
二
□
第
四
十
四
条
第
一
項
□
第
四
十
五
条
□
第
四
十

六
条
□
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
□
第
五
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
四
第

二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
設
計
者

□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な
い
で
工
事
を
施
工

し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
工
者
□
は
□
五

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
違
反
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
□
そ
の
違
反
が
建
築
主
□
工
作
物
の
築
造
主

又
は
建
築
設
備
の
設
置
者
の
故
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
□
当
該
設
計
者
又
は
工
事
施
工
者

を
罰
す
る
ほ
か
□
当
該
建
築
主
□
工
作
物
の
築
造
主
又
は
建
築
設
備
の
設
置
者
に
対
し
て
同
項
の

刑
を
科
す
る
□ 
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者
□
は
□
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

   

⑥ 

改
正 

昭
和
四
十
七
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
三
号 

 
 

 

施
行 
同
日 

  

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
四
条
□
第
六
条
□
第
九
条
□
第
十
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
□
第
二
十
二
条
か

ら
第
四
十
条
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工

し
□
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な
い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
□
工

作
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
行
者
□
は
□
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

   

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

  

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
三
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
二
条
□
第
十
三
条
□

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
□
第
十
六
条
□
第
十
七

条
□
第
十
八
条
第
一
項
□
第
三
項
及
び
第
四
項
□
第
十
九
条
□
第
二
十
条
□
第
二
十
二
条
第
一

項
及
び
第
二
項
□
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
二
十
四
条
第
一
項
□
第
二
十
五
条
か

ら
第
三
十
二
条
ま
で
□
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
□
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二

項
□
第
四
十
条
第
一
項
□
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
並
び
に
第
四
十
七
条
か
ら
第
五

十
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
設
計

者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な
い
で
工
事
を
施
工

し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
行
者
□
は
□
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

   

⑨ 

改
正 

平
成 

三
年 

三
月 

七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

三
年 

七
月 

一
日 

  

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
三
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
二
条
□
第
十
三
条
□

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
□
第
十
六
条
□
第
十
七

条
□
第
十
八
条
第
一
項
□
第
三
項
及
び
第
四
項
□
第
十
九
条
□
第
二
十
条
□
第
二
十
二
条
第
一

項
及
び
第
二
項
□
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
二
十
四
条
第
一
項
□
第
二
十
五
条
か

ら
第
三
十
二
条
ま
で
□
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
□
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二

項
□
第
四
十
条
第
一
項
□
第
四
十
条
の
二
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
□
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十

条
ま
で
□
第
五
十
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
五
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に

お
け
る
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
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施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な
い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築

物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
行
者
□
は
□
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

   

⑩ 

改
正 
平
成 

五
年 

七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

施
行 
平
成 

六
年 

一
月 

一
日 

  

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
三
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
二
条
□
第
十
三
条
□

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
十
六
条
第
一
項
□
同
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
か
ら
第
三
項
ま
で
□
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条

ま
で
□
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
二
十
二
条
の
二
□
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第

二
項
□
第
二
十
四
条
第
一
項
□
第
二
十
五
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
□
第
三
十
四
条
か
ら
第
三

十
八
条
ま
で
□
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
四
十
条
第
一
項
□
第
四
十
条
の
二
か
ら

第
四
十
六
条
ま
で
□
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
□
第
五
十
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
五

十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備

の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な
い
で
工
事

を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
行
者
□

は
□
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

   

⑪ 

改
正 

平
成 

七
年 

三
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

七
年 

七
月 

一
日 

  

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
三
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
二
条
□
第
十
三
条
□

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
十
六
条
第
一
項
□
同
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
か
ら
第
三
項
ま
で
□
第
十
七
条
か
ら
第
十
八
条

の
四
ま
で
□
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
二
十
二
条
の
二
□
第
二
十
三
条
第
一
項
及

び
第
二
項
□
第
二
十
四
条
第
一
項
□
第
二
十
五
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
□
第
三
十
四
条
か
ら

第
三
十
八
条
ま
で
□
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
四
十
条
第
一
項
□
第
四
十
条
の
二

か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
□
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
□
第
五
十
条
の
三
第
一
項
並
び
に

第
五
十
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物
□
工
作

物
又
は
建
築
設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に

従
わ
な
い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の

工
事
施
行
者
□
は
□
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

    

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 
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□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
三
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
二
条
□
第
十
三
条
□

第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
六
条
第
一

項
□
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
か
ら
第
三
項
ま
で
□
第
十
七
条
か
ら

第
十
八
条
の
四
ま
で
□
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
二
条
の
二
□
第
二
十

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
四
条
第
一
項
□
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま

で
□
第
三
十
条
□
第
三
十
二
条
□
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
□
第
三
十
九
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
□
第
四
十
条
第
一
項
□
第
四
十
条
の
二
□
第
四
十
一
条
□
第
四
十
二
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
四
十
三
条
第
一
項
□
第
四
十
三
条
の
二
□
第
四
十
四
条
第
一
項
□
第

四
十
五
条
□
第
四
十
六
条
□
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
□
第
五
十
条
の
三
第
一
項
又
は

第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築

設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な
い
で

工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
行

者
□
は
□
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

   

⑯ 

改
正 

平
成 

十
七
年 

十
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
九
十
七
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

  

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
三
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
二
条
□
第
十
三
条
□

第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
六
条
第
一

項
□
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
か
ら
第
三
項
ま
で
□
第
十
七
条
か
ら

第
十
八
条
の
四
ま
で
□
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
二
条
の
二
□
第
二
十

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
四
条
第
一
項
□
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま

で
□
第
三
十
条
□
第
三
十
二
条
□
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
□
第
三
十
九
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
□
第
四
十
条
第
一
項
□
第
四
十
条
の
二
□
第
四
十
一
条
□
第
四
十
二
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
四
十
三
条
第
一
項
□
第
四
十
三
条
の
二
□
第
四
十
四
条
第
一
項
□
第

四
十
五
条
□
第
四
十
六
条
□
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
□
第
五
十
条
の
三
第
一
項
又
は

第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築

設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な
い
で

工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
工

者
□
は
□
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

   

⑯ 

改
正 

平
成 

十
七
年 

十
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
九
十
七
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
八
年 

四
月 

 

一
日 

  

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
三
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
二
条
□
第
十
三
条
□

第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
六
条
第
一

項
□
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
か
ら
第
三
項
ま
で
□
第
十
七
条
か
ら

第
十
八
条
の
四
ま
で
□
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
二
条
の
二
□
第
二
十
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三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
四
条
第
一
項
□
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま

で
□
第
三
十
条
□
第
三
十
二
条
□
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
□
第
三
十
九
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
□
第
四
十
条
第
一
項
□
第
四
十
条
の
二
□
第
四
十
一
条
□
第
四
十
二
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
四
十
三
条
第
一
項
□
第
四
十
三
条
の
二
□
第
四
十
四
条
第
一
項
□
第

四
十
五
条
□
第
四
十
六
条
□
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
□
第
五
十
条
の
三
第
一
項
又
は

第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築

設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な
い
で

工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
工

者
□
は
□
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

  

㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

 

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
三
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
二
条
□
第
十
三
条
□

第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
六
条
第
一

項
□
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
か
ら
第
三
項
ま
で
□
第
十
七
条
か
ら

第
十
八
条
の
四
ま
で
□
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
二
条
の
二
□
第
二
十

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
四
条
第
一
項
□
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま

で
□
第
三
十
条
□
第
三
十
二
条
□
第
三
十
四
条
□
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
□
第
三

十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
四
十
条
第
一
項
□
第
四
十
条
の
二
□
第
四
十
一
条
□
第

四
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
四
十
三
条
第
一
項
□
第
四
十
三
条
の
二
□
第
四
十
四

条
第
一
項
□
第
四
十
五
条
□
第
四
十
六
条
□
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
□
第
五
十
条
の

三
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物
□
工

作
物
又
は
建
築
設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書

に
従
わ
な
い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備

の
工
事
施
工
者
□
は
□
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 

  

㉗ 

改
正 

令
和
六
年 

三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

施
行 

令
和
六
年 

四
月 

一
日 

 

□
罰
則
□ 

第
五
十
三
条 

第
三
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
□
第
七
条
□
第
八
条
□
第
十
二
条
□
第
十
三
条
□

第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
十
六
条
第
一

項
□
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
か
ら
第
三
項
ま
で
□
第
十
七
条
か
ら

第
十
八
条
の
四
ま
で
□
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
□
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
二
十
四
条
第
一
項
□
第
二
十
五

条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
□
第
三
十
条
□
第
三
十
二
条
□
第
三
十
四
条
第
一
項
□
第
三
十
六
条

か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
□
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
四
十
条
第
一
項
□
第
四

十
条
の
二
□
第
四
十
一
条
□
第
四
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
□
第
四
十
三
条
第
一
項
□

第
四
十
三
条
の
二
□
第
四
十
四
条
第
一
項
□
第
四
十
五
条
□
第
四
十
六
条
□
第
四
十
七
条
か
ら
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第
五
十
条
ま
で
□
第
五
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場

合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
設
計
者
□
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工

事
を
施
工
し
□
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な
い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
建

築
物
□
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
工
者
□
は
□
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

２ 
↓

★ 
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★ 

制
定 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年 
一
月 

一
日 

 

第
五
十
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
□
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
そ

の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
□
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
□
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る

ほ
か
□
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
前
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
□
た
だ
し
□
法
人
又
は
人
の
代

理
人
□
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
の
当
該
違
反
行
為
を
防
止
す
る
た
め
□
当
該
業
務
に
対
し
相

当
の
注
意
及
び
監
督
が
尽
く
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
が
あ
つ
た
と
き
は
□
そ
の
法
人
又
は
人
に
つ

い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

一
日 

 

第
五
十
四
条 

↓

★ 

第
五
十
条 

 
 

現 

行 
第
五
十
四
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
□
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
□
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
□
そ
の
行
為
者
を
罰
す

る
ほ
か
□
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
前
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
□
た
だ
し
□
法
人
又
は
人
の

代
理
人
□
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
の
当
該
違
反
行
為
を
防
止
す
る
た
め
□
当
該
業
務
に
対
し

相
当
の
注
意
及
び
監
督
が
尽
く
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
が
あ
つ
た
と
き
は
□
そ
の
法
人
又
は
人
に

つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 
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□ 

附 

則 

□ 

 
★ 

昭
和
三
十
六
年
十
一
月
十
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 
建
築
基
準
法
施
行
条
例 

 
 

 

附 
則 

こ
の
条
例
は
□
昭
和
三
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

   

① 

改
正 

昭
和
三
十
九
年
八
月
一
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

附 

則 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

   

② 

改
正 

昭
和
四
十
二
年
八
月
一
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

   

③ 

改
正 

昭
和
四
十
四
年
七
月
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

   

④ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年
三
月
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
□
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

   

⑤ 

改
正 

昭
和
四
十
六
年
七
月
二
十
一
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
五
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

⑥ 

改
正 

昭
和
四
十
七
年
十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
三
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年
十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 
こ
の
条
例
は
□
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

⑧ 

改
正 
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
五
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

⑨ 

改
正 

平
成
三
年
三
月
七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
平
成
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
目
次
中
□
・
第
四
十
三
条
□

を
□―

第
四
十
三
条
の
二
□
に
改
め
る
改
正
規
定
□
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
改
定
規

定
□
第
四
十
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
の
改

定
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

⑩ 

改
正 

平
成
五
年
七
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
□
第
二
条
及
び
次
項
の
規
定
は
平
成
六
年
一

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
条
例
□
第
二
条
に
限
る
□
□
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

  

⑪ 

改
正 

平
成
七
年
三
月
十
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
条
例
は
□
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
表
の
改
正
規
定
及
び
附

則
第
三
項
の
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
□ 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平

成
四
年
法
律
第
八
十
二
号
□
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
□
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
計
画
区
域
内
の
用
途
地
域
に
関
し
て

は
□
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
計
画
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
り
行
う
用
途
地
域
に
関
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す
る
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
□
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て

読
み
替
え
る
場
合
を
含
む
□
□
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
□
た
日
ま
で
の
間
は
□
改
正
前
の
建

築
基
準
法
施
行
条
例
別
表
の
規
定
は
□
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
□ 

  

⑫ 

改
正 
平
成
十
二
年
三
月
二
十
四
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

 
 

 

附

則

こ
の
条
例
は
□
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

⑬ 

改
正 

平
成
十
二
年
七
月
十
四
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
 

 

附

則

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

⑭ 

改
正 

平
成
十
二
年
十
二
月
八
日
千
葉
県
条
例
第
七
十
五
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
 

 

附

則

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

⑮ 

改
正 

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
 

 

附

則
□
抄
□ 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
条
例
は
□
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
□ 

 

□
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
□ 

３ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
□ 

 

□
略
□ 

 

□
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
□ 

４ 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
二
年
千
葉
県

条
例
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

□
略
□ 

  

⑯ 

改
正 

平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
九
十
七
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
 

 

附

則
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□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
五
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定

□
□
二
十
万
円
□
を
□
五
十
万
円
□
に
改
め
る
部
分
に
限
る
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
は
□

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
条
例
□
第
五
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
□
□
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す

る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

 

□
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
□ 

３ 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
二
年
千
葉
県

条
例
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

別
表
第
六
十
号
上
欄
ラ
及
び
第
六
十
号
の
二
上
欄
ヘ
中
□
第
五
十
一
条
第
二
項
□
を
□
第
五

十
一
条
第
四
項
□
に
改
め
る
□ 

  

⑰ 

改
正 

平
成
十
九
年
三
月
十
六
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

 
 

 

附

則

こ
の
条
例
は
□
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

⑱ 

改
正 

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
 

 

附

則

こ
の
条
例
は
□
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

⑲ 

改
正 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
 

 

附

則

こ
の
条
例
は
□
平
成
二
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

⑳ 

改
正 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条

例附

則

こ
の
条
例
は
□
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

㉑ 

改
正 

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
七
号 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

附

則

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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㉒ 

改
正 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
千
葉
県
条
例
第
五
号 

千
葉
県
立
都
市
公
園
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

附 

則 
こ
の
条
例
は
□
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

 

㉓ 

改
正 
平
成
三
十
年
十
月
十
九
日
千
葉
県
条
例
第
五
十
三
号 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

附 

則 

こ
の
条
例
は
□
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
七
号
□
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
□
略
□
施
行
す
る
□ 

※
第
一
条
の
規
定…

法
四
十
三
条
及
び
第
八
十
五
条
関
係 

  

㉔ 

改
正 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
条
例
第
十
二
号 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

附 

則 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

㉕ 

改
正 

令
和
二
年
十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
二
号 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

附 

則 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

㉖ 

改
正 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
二
号 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

附 

則 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

   

㉗ 

改
正 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

   

㉘ 

改
正 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
六
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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現

行

備
考 

 

一 

容
積
率
と
は
□
法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二

以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
で
あ
つ
て
□

用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
□ 

 

二 

第
一
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
□
地
盤
面
か
ら
の
高
さ

を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路
の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の

真
北
方
向
の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
五
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ

れ
□
か
つ
□
当
該
水
平
距
離
か
ら
四
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
十
メ

□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

 

三 

第
二
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
が
当
該
部
分
か
ら
前
面

道
路
の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向
の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得

た
も
の
に
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該
水
平
距
離
か
ら
八
メ
□
ト
ル
を
減

じ
た
も
の
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
二
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の

を
い
う
□ 

近
隣
商
業
地
域

又
は
準
工
業
地

域 第
一
種
住
居
地

域
□
第
二
種
住

居
地
域
又
は
準

住
居
地
域 

第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域

又
は
第
二
種
中

高
層
住
居
専
用

地
域 

第
一
種
低
層
住

居
専
用
地
域
□

第
二
種
低
層
住

居
専
用
地
域
又

は
田
園
住
居
地

域 用
途
地
域 

(い ) 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
二
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
又
は
十
分
の
四
十
で
あ
る
区
域

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
五
□
十
分
の
六
又
は
十
分
の
八
で
あ

る
区
域 

対
象
区
域 

(ろ ) 

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

平
均
地
盤
面

か
ら
の
高
さ

(は ) 

(二 ) (一 ) (二 ) (二 ) (一 ) (三 ) (二 ) (一 ) (一 ) (三 ) (二 ) (一 ) 

法
別
表
第
四

(に)
欄
の
号 

(に ) 

別

表
□
第
四
十
六
条
の
二
□
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制
定 

 

⑦ 

改
正 

昭
和
五
十
二
年 

十
月
二
十
日
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

施
行 

昭
和
五
十
三
年 

四
月 

一
日 

別

表
□
第
四
十
六
条
の
二
□

備
考 

 

一 

容
積
率
と
は
□
法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上

の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
で
あ
つ
て
□
用
途
地
域

に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
□ 

 

二 

第
一
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
□
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
を
い

う
□
以
下
同
じ
□
□
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路
の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向

の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
五
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該

水
平
距
離
か
ら
四
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の

以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

 

三 

第
二
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路

の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向
の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に

十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該
水
平
距
離
か
ら
八
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に

〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
二
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

近

隣

商

業

地

域

準

工

業

地

域

住

居

地

域

第

二

種

住

居

専

用

地

域

第

一

種

住

居

専

用

地

域

用

途

地

域

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
二
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
又
は
十
分
の
四
十
で
あ
る
区
域

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
五
□
十
分
の
六
又
は
十
分
の
八
で
あ

る
区
域 

対

象

区

域 

 (二 )  (一 )  (二 )  (一 )  (三 )  (二 )  (一 )  (三 )  (二 )  (一 ) 

法
別
表
第
三

(に )
欄

の
号



179 

 

⑧ 

改
正 

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
千
葉
県
条
例
第
三
十
五
号 

 
 

 

施
行 

同
日 

別 
表
□
第
四
十
六
条
の
二
□ 

備
考 

 

一 

容
積
率
と
は
□
法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上

の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
で
あ
つ
て
□
用
途
地
域

に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
□ 

 

二 

第
一
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
□
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
を
い

う
□
以
下
同
じ
□
□
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路
の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向

の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
五
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該

水
平
距
離
か
ら
四
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の

以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

 

三 

第
二
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路

の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向
の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に

十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該
水
平
距
離
か
ら
八
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に

〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
二
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

近

隣

商

業

地

域 

 

準

工

業

地

域 

住

居

地

域 

第

二

種

住

居

専

用

地

域 

第

一

種

住

居

専

用

地

域 

用

途

地

域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
二
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
又
は
十
分
の
四
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
五
□
十
分
の
六
又
は
十
分
の
八
で
あ

る
区
域 

対

象

区

域 

 (二 )  (一 )  (二 )  (一 )  (三 )  (二 )  (一 )  (三 )  (二 )  (一 ) 

法
別
表
第
四

(に )
欄

の
号 



180 

 

⑪ 

改
正 

平
成 

七
年 

三
月 

十
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

七
年 

七
月 

一
日 

別

表
□
第
四
十
六
条
の
二
□

備
考 

 

一 

容
積
率
と
は
□
法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上

の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
で
あ
つ
て
□
用
途
地
域

に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
□ 

 

二 

第
一
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
□
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
を
い

う
□
以
下
同
じ
□
□
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路
の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向

の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
五
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該

水
平
距
離
か
ら
四
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の

以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

 

三 

第
二
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路

の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向
の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に

十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該
水
平
距
離
か
ら
八
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に

〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
二
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

近
隣
商
業
地
域
及
び
準
工

業
地
域 

第
一
種
住
居
地
域
□
第
二

種
住
居
地
域
及
び
準
住
居

地
域 

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
及
び
第
二
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地

域
及
び
第
二
種
低
層
住
居

専
用
地
域 

用

途

地

域

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
二
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
又
は
十
分
の
四
十
で
あ
る
区
域

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
五
□
十
分
の
六
又
は
十
分
の
八
で
あ

る
区
域 

対

象

区

域 

 (二 )  (一 )  (二 )  (一 )  (三 )  (二 )  (一 )  (三 )  (二 )  (一 ) 

法
別
表
第
四

(に )
欄

の
号



181 

 

⑮ 

改
正 

平
成 

十
五
年 

十
月
十
七
日
千
葉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

十
六
年 

四
月 

一
日 

 

別 

表
□
第
四
十
六
条
の
二
□ 

備
考 

 

一 

容
積
率
と
は
□
法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上

の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
で
あ
つ
て
□
用
途
地
域

に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
□ 

 

二 

第
一
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
□
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
を
い

う
□
以
下
同
じ
□
□
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路
の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向

の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
五
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該

水
平
距
離
か
ら
四
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の

以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

 

三 

第
二
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路

の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向
の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に

十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該
水
平
距
離
か
ら
八
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に

〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
二
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

近

隣

商

業

地

域

又

は

準

工

業

地

域 第

一

種

住

居

地

域

□

第

二

種

住

居

地

域

又

は

準

住
居
地
域 

第

一

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

又

は

第

二

種

中

高

層

住

居

専

用

地
域 

第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

又

は

第

二

種

低

層

住
居
専
用
地
域 

用
途
地
域 (い ) 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
二
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
又
は
十
分
の
四
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
五
□
十
分
の
六
又
は
十
分
の
八
で
あ

る
区
域 

対
象
区
域 

(ろ ) 

四
メ
□
ト
ル 

四
メ
□
ト
ル 

四
メ
□
ト
ル 

四
メ
□
ト
ル 

四
メ
□
ト
ル 

四
メ
□
ト
ル 

四
メ
□
ト
ル 

四
メ
□
ト
ル 

四
メ
□
ト
ル 

   

平
均
地
盤
面
か

ら
の
高
さ (は ) 

(二 ) (一 ) (二 ) (二 ) (一 ) (三 ) (二 ) (一 ) (一 ) (三 ) (二 ) (一 ) 

法
別
表
第
四

(に)
欄
の
号 

(に ) 
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㉒ 

改
正 

平
成 

三
十
年 

三
月
二
十
三
日
千
葉
県
条
例
第
五
号 

 
 

 

施
行 

平
成 

三
十
年 

四
月 

一
日 

別

表
□
第
四
十
六
条
の
二
□

備
考 

 

一 

容
積
率
と
は
□
法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
□
同
一
敷
地
内
に
二
以
上

の
建
築
物
が
あ
る
場
合
は
□
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
□
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
で
あ
つ
て
□
用
途
地
域

に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
□ 

 

二 

第
一
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
□
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
を
い

う
□
以
下
同
じ
□
□
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路
の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向

の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
五
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該

水
平
距
離
か
ら
四
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の

以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

 

三 

第
二
種
高
度
地
区
と
は
□
高
度
地
区
で
あ
つ
て
□
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
が
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路

の
反
対
側
の
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
真
北
方
向
の
水
平
距
離
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に

十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
□
か
つ
□
当
該
水
平
距
離
か
ら
八
メ
□
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
に

〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
二
十
メ
□
ト
ル
を
加
え
た
も
の
以
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
□ 

近

隣

商

業

地

域

又

は

準

工

業

地

域 第

一

種

住

居

地

域

□

第

二

種

住

居

地

域

又

は

準

住
居
地
域 

第

一

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

又

は

第

二

種

中

高

層

住

居

専

用

地
域 

第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

□

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

又

は

田

園

住

居

地

域 用
途
地
域 (い ) 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
二
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
又
は
十
分
の
四
十
で
あ
る
区
域

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
又
は
第
二
種
高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
三
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
□
第
一
種
高
度
地

区
で
あ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域
で
あ
つ
て
第
一
種

高
度
地
区
で
あ
る
も
の 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
二
十
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
十
又
は
十
分
の
十
五
で
あ
る
区
域 

容
積
率
が
十
分
の
五
□
十
分
の
六
又
は
十
分
の
八
で
あ

る
区
域 

対
象
区
域 

(ろ ) 

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

四
メ
□
ト
ル

平
均
地
盤
面
か

ら
の
高
さ (は ) 

(二 ) (一 ) (二 ) (二 ) (一 ) (三 ) (二 ) (一 ) (一 ) (三 ) (二 ) (一 ) 

法
別
表
第
四

(に)
欄
の
号 

(に ) 
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